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文 教 常 任 委 員 会 記 録

１．会議日時

平成２７年３月１０日（火）午前１０時　１分　開会

　　　　　　　　　　　　　午後　４時５４分　散会

１．場所

第二委員会室

１．出席委員

委 員 長 安 藤 　 薫  副委員長 大澤千恵子 委　　員 東　久美子

委　　員 南 野 直 司  委　　員 嶋野浩一朗

１．欠席委員

なし



１．説明のため出席した者

市　長　森山一正 　教育長　箸尾谷知也
教育総務部長　山本和憲　　　総務課長　溝口哲也　　　子育て支援課長　木下伸記

　　次世代育成部長　登阪　弘　　同部次長兼教育センター所長　若狭孝太郎　　

　　同部参事兼こども教育課長　　小林寿弘　　　　　　　　　

学校教育課長　荒木智雄　　　同課参事　野本憲宏　　　教育支援課長　撰田裕美

生涯学習部長　宮部善隆 　生涯学習課長　柳瀬哲宏　同課長代理　伊部貴雄

文化スポーツ課長　辻　稔秀　

　　　　　　

１．出席した議会事務局職員

事務局次長　川本勝也 　同局書記　長澤佳子

１．審査案件

議案第　１号　平成２７年度摂津市一般会計予算所管分

議案第　９号　平成２６年度摂津市一般会計補正予算（第５号）所管分

議案第１８号　指定管理者指定の件（摂津市立第１児童センター）

議案第１９号　指定管理者指定の件（摂津市立児童発達支援センター）

議案第３４号　摂津市立体育館条例の一部を改正する条例制定の件

議案第２４号　摂津市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に

関する条例制定の件

議案第３３号　摂津市私立幼稚園の園児の保護者に対する補助金交付条例の一部を改

正する条例制定の件

議案第３８号　摂津市保育所における保育に関する条例を廃止する条例制定の件

議案第２８号　摂津市附属機関に関する条例の一部を改正する条例制定の件

議案第３５号　摂津市保育所条例の一部を改正する条例制定の件
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（午前１０時１分　開会）

○安藤薫委員長　おはようございます。

　ただいまから、文教常任委員会を開会

します。

　理事者から挨拶を受けます。

　森山市長。

○森山市長　おはようございます。

　本日は、文教常任委員会をお持ちいた

だきまして大変ありがとうございます。

　本委員会では、過日の本会議で当委員

会に付託されました１０件の案件につい

てご審査をいただきます。どうぞ慎重審

査の上、ご可決いただきますよう、よろ

しくお願いいたします。

　一旦退席させていただきます。

○安藤薫委員長　挨拶が終わりました。

　本日の委員会記録署名委員は、大澤委

員を指名します。

　審査の順序につきましては、お手元に

配付しています案のとおり行うことに異

議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○安藤薫委員長　異議なしと認め、その

ように決定します。

　暫時休憩します。

（午前１０時２分　休憩）

（午前１０時３分　再開）

○安藤薫委員長　再開します。

　議案第１号所管分及び議案第９号所管

分の審査を行います。

　補足説明を求めます。

　山本教育総務部長。

○山本教育総務部長　おはようございま

す。

　議案第１号、平成２７年度摂津市一般

会計当初予算のうち、教育総務部が所管

しております事項につきまして、予算書

の事項別明細書の目を追って、その主な

ものにつきまして、補足説明をさせてい

ただきます。

　まず、歳入でございます。２８ページ

をお開きください。

　款１２分担金及び負担金、項１負担金、

目１民生費負担金は、通所給付費負担金

などでございます。

　３０ページから３２ページ、款１３使

用料及び手数料、項１使用料、目６教育

使用料は、学童保育室保育料などでござ

います。

　３４ページ、款１４国庫支出金、項１

国庫負担金、目１民生費国庫負担金は、

通所支援等負担金、児童手当負担金、児

童扶養手当負担金などでございます。

　３６ページ、項２国庫補助金、目２民

生費国庫補助金は、児童虐待防止対策支

援事業補助金、ひとり親家庭自立支援給

付事業補助金でございます。

　３８ページ、目５教育費国庫補助金は、

学校施設環境改善交付金などでございま

す。

　４０ページから４２ページ、款１５府

支出金、項１府負担金、目１民生費府負

担金は、通所支援等負担金、児童手当負

担金などでございます。

　４２ページから４４ページ、項２府補

助金、目２民生費府補助金は、大阪府新

子育て支援交付金、ひとり親家庭及び子

どもに対する医療費補助金などでござい

ます。

　４６ページ、目８教育費府補助金は、

わくわく広場などに対する教育コミュニ

ティづくり推進事業費補助金でございま

す。

　５２ページ、款１９諸収入、項３貸付

金元利収入、目１奨学資金貸付金元金収

入は、奨学資金貸付金の償還金でござい

ます。

　５８ページ、項４雑入、目２雑入は、

小中学校給食費負担金、日本スポーツ振

興センターの保護者負担となる掛金など
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でございます。

　続きまして、歳出に移らせていただき

ます。

　まず、民生費についてでございますが、

１０８ページから１１０ページ、款３民

生費、項２児童福祉費、目１児童福祉総

務費は、市立児童センター及び市立児童

発達支援センターの運営委託料、つどい

の広場に対する地域子育て支援拠点事業

補助金、児童発達支援事業等に係る通所

給付費などでございます。

　１１２ページ、目２児童措置費は、児

童手当及び児童扶養手当の扶助費などで

ございます。

　同ページから１１４ページ、目３児童

福祉施設費は、市立４保育所の管理運営

に係る経費で、維持管理に必要な修繕料、

また給食に係る賄材料費、献立システム

保守委託料などでございます。

　１１４ページ、目４ひとり親家庭福祉

費は、ひとり親家庭の自立支援に係る経

費でございます。

　同ページ、目５子ども医療費助成費は、

子どもに対する医療費助成に係る経費で

ございます。

　同ページ、目６ひとり親家庭医療費は、

ひとり親家庭に対する医療費助成に係る

経費でございます。

　続きまして、教育費についてご説明申

し上げます

　１６０ページ、款９教育費、項１教育

総務費、目１教育委員会費は、教育委員

に係る経費となっております。

　同ページから１６４ページ、目２事務

局費は、教育委員会事務局の運営全般に

係る経費で、校務補助嘱託員の賃金、新

入学児童に対するランドセルの購入費、

個人登録をされている小学校、幼稚園の

受付員の報償費、通学路の安全対策のた

めの交通専従員業務委託料、団体登録を

されている小学校、幼稚園の受付員の委

託料、支援学校へ通学する肢体不自由の

児童・生徒に対する自宅から通学のバス

停などまでの送迎タクシーの借り上げ経

費、教職員厚生会補助金、私立高等学校

等学習支援金などでございます。

　１６８ページから１７０ページ、項２

小学校費、目１学校管理費は、小学校１

０校の学校運営のための消耗品費、光熱

水費、また施設や設備の維持補修のため

の経費、施設の維持管理のための委託点

検経費、備品購入費などの経費でござい

ます。

　１７０ページ、目２教育振興費は、卒

業記念品の購入費、要保護及び準要保護

児童に対する扶助費などでございます。

　同ページから１７２ページ、目３保健

衛生費は、学校医等に対する報酬、児童・

教職員に対する各種健康診断委託料、学

校管理下における児童の災害に対応する

ための日本スポーツ振興センター負担金、

要保護及び準要保護児童に対する医療費

扶助などでございます。

　１７２ページ、目４学校給食費は、非

常勤の給食調理員の賃金、給食の賄材料

費、給食調理業務に係る委託料、準要保

護児童に対する給食費扶助などでござい

ます。

　目５支援学級費は、小学校の支援学級

の運営経費でございます。

　目６建設事業費は、鳥飼小学校校舎の

耐震補強等工事及び別府小学校校舎の大

規模改修工事に係る経費でございます。

　１７４ページ、項３中学校費、目１学

校管理費は、中学校５校の管理運営のた

めの消耗品費、光熱水費、また施設や設

備の補修のための経費、施設の維持管理

のための委託点検経費、備品購入費など

の経費でございます。

　同ページから１７６ページ、目２教育
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振興費は、卒業記念品の購入に係る報償

費や要保護及び準要保護生徒に対する扶

助費などでございます。

　１７６ページ、目３保健衛生費は、学

校医等に対する報酬、生徒・教職員に対

する各種健康診断委託料、日本スポーツ

振興センター負担金、要保護及び準要保

護生徒に対する医療費扶助などでござい

ます。

　目４学校給食費は、平成２７年６月よ

り実施予定の中学校給食に係る経費でご

ざいます。

　目５支援学級費は、中学校の支援学級

の運営経費でございます。

　目６建設事業費は、第一中学校、第二

中学校及び第四中学校校舎の耐震補強等

工事に係る経費でございます。

　１７８ページから１８０ページ、項４

幼稚園費、目１幼稚園管理費は、幼稚園

３園の施設維持管理などに係る補修費、

保守点検費などでございます。

　１８２ページ、項５社会教育費、目３

青少年対策費は、学童保育室の運営に係

る指導員の賃金、放課後子ども教室運営

委託料などでございます。

　以上、教育総務部が所管しております、

平成２７年度一般会計歳入歳出予算に係

る予算についての補足説明とさせていた

だきます。

　続きまして、議案第９号、平成２６年

度摂津市一般会計補正予算（第５号）の

うち、教育総務部に係る事項につきまし

て、補足説明をさせていただきます。

　今回の補正予算は、まず歳出につきま

しては事業を精査し、不用額を減額いた

すものでございます。歳入につきまして

は、歳出の減額補正に伴い、国庫及び府

支出金の減額を行うものでございます。

　以上、教育総務部が所管しております

平成２６年度一般会計補正予算（第５号）

の補足説明とさせていただきます。

○安藤薫委員長　次に、登阪次世代育成

部長。

○登阪次世代育成部長　それでは、続き

まして、議案第１号、平成２７年度摂津

市一般会計予算のうち、次世代育成部が

所管しております事項につきまして、予

算書に従い、その主なものにつきまして

補足説明を申し上げます。

　まず歳入でございますが、予算書の２

８ページをお開きください。

　款１２分担金及び負担金、項１負担金、

目１民生費負担金、節２児童福祉費負担

金は、市立保育所・私立保育園保育料で

ございます。

　款１３使用料及び手数料、項１使用料、

目２民生使用料、節１児童福祉施設使用

料は、子育て総合支援センター遊戯室使

用料などでございます。

　３０ページの款１３使用料及び手数料、

項１使用料、目６教育使用料、節４幼稚

園保育料は、市立３幼稚園の入園金及び

保育料でございます。

　３４ページ、款１４国庫支出金、項１

国庫負担金、目１民生費国庫負担金、節

２児童福祉費負担金は、民間保育所等の

運営に対する教育・保育給付費負担金で

ございます。

　３６ページ、項２国庫補助金、目２民

生費国庫補助金、節２児童福祉費補助金

は、市町村子ども・子育て支援事業計画

に沿って実施する延長保育事業や地域の

子育て支援事業に対する子ども・子育て

支援交付金、小規模保育事業の整備、民

間保育所宿舎借り上げに要する経費等に

対する保育対策総合支援事業費補助金で

ございます。

　３８ページ、目５教育費国庫補助金、

節３幼稚園就園奨励費補助金は、私立幼

稚園の保護者に対する補助金でございま
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す。

　４０ページ、款１５府支出金、項１府

負担金、目１民生費府負担金、節２児童

福祉費負担金は、民間保育所等の運営費

に対する教育・保育給付費負担金でござ

います。

　４２ページ、項２府補助金、目１総務

費府補助金、節１総合相談事業交付金は、

進路選択支援事業に対する補助金でござ

います。

　４４ページ、目２民生費府補助金、節

４児童福祉費補助金は、市町村子ども・

子育て支援事業計画に従って実施する延

長保育事業や地域の子育て支援事業に対

する子ども・子育て支援交付金、民間保

育園分園開設に伴う大阪府安心こども基

金特別対策事業費補助金などでございま

す。

　節１０権限移譲交付金は、認可外保育

施設に関する事務の権限移譲交付金でご

ざいます。

　次に、４６ページ、目８教育費府補助

金は、節１小学校の通学路の安全指導を

行うスクールガード・リーダー配置に対

する補助金、節３府が指定した市の学力

向上の取り組みとして学校への支援の強

化や授業補助のための人材派遣などを実

施するためのスクール・エンパワーメン

ト推進事業費補助金でございます。

　４８ページ、款１６財産収入、項１財

産運用収入、目１財産貸付収入、節１土

地建物貸付収入は、南千里丘モデルルー

ム跡に開設されている民間保育園に対し

ての建物の貸し付けによるものでござい

ます。

　次に、５８ページ、款１９諸収入、項

４雑入、目２雑入、節１雑収入は、こど

も教育課分として保育所職員給食費負担

金、保育所に係る児童主食費負担金、べ

ふこども園に係る幼稚園給食等負担金な

どでございます。

　続いて、歳出についてご説明申し上げ

ます。

　１０８ページをお開きください。

　款３民生費、項２児童福祉費、目１児

童福祉総務費は、子ども・子育て会議委

員報酬、正雀保育所民営化に向けた保育

所民営化事業者選定委員会委員報酬、土

曜しゅくだい広場運営等に係る報償費、

民間保育所の施設整備に対する児童福祉

施設整備費補助金、民間保育所の安定的

な保育士確保を支援する保育士宿舎借上

支援補助金、民間保育所の運営に対する

教育・保育給付費負担金などでございま

す。

　次に、１１２ページからの目３児童福

祉施設費は、市立保育所の施設管理運営

に係る経費、子育て総合支援センター遊

戯室開放委託料などでございます。

　次に、１６２ページ、款９教育費、項

１教育総務費、目２事務局費、節７は障

害児介助員や障害児等支援員の賃金など

でございます。

　１６４ページ、目３教育センター費の

主なものは、不登校や教育相談に対応す

る教育指導嘱託員や小学校スクールカウ

ンセラー等の報酬、不登校傾向にある児

童・生徒への支援を行うさわやかフレン

ドの報償費、教育センターの維持管理に

伴う光熱水費や委託料などでございます。

　次に、同ページからの目４教育指導費

の主なものは、中学校の部活動を推進す

るために配置する中学校部活動振興相談

員や経験の浅い教職員の巡回指導を行う

学校教育相談員に対する教育指導嘱託員、

いじめ問題対策委員会委員などへの報酬、

小中学校に配置しております学級補助員

や学校読書活動推進サポーター、並びに

スクールソーシャルワーカーの賃金、学

習サポーターやスクール・エンパワーメ

－5－



ント支援員の報償費、国際理解教育のた

めの小中学校の英語指導助手派遣、小学

校２年生から６年生を対象に実施する学

力定着度調査の実施、中学校での自転車

交通安全教室の開催などに係る委託料、

研究学校園及び教育関係団体等への補助

金などでございます。

　次に、１６６ページ、目５教育推進費

の主なものは、中国帰国子女等への日本

語指導や土曜つながり推進事業における

指導員の配置に要する報償費などでござ

います。

　次に、１６８ページ、目６、人権教育

指導費の主なものは、教育研究会負担金

などでございます。

　次に、同ページ、項２小学校費、目１

学校管理費と１７４ページの項３中学校

費、目１学校管理費は、パソコン附属部

品及び教育用ソフト購入に要する消耗品

費、コンピューター教室に設置いたして

おりますパソコン等の修繕料などが主な

ものでございます。

　次に、１７８ページからの款９教育費、

項４幼稚園費、目１幼稚園管理費は、市

立幼稚園及びべふこども園の施設管理運

営に係る経費のほか、教材等備品購入に

係る経費、幼稚園長会負担金などでござ

います。

　次に、１８０ページ、目２教育振興費、

節１９負担金、補助及び交付金は、私立

幼稚園園児の保護者に対する就園奨励費

補助金及び園児保護者補助金でございま

す。

　以上、次世代育成部が所管しておりま

す平成２７年度摂津市一般会計予算の補

足説明とさせていただきます。

　続きまして、議案第９号、平成２６年

度摂津市一般会計補正予算（第５号）の

うち、次世代育成部に係る事項につきま

して、補足説明をさせていただきます。

　今回の補正予算におきましては、事業

を精査し、不用額を減額いたすものでご

ざいます。

　以上、平成２６年度摂津市一般会計補

正予算（第５号）の補足説明とさせてい

ただきます。

○安藤薫委員長　宮部生涯学習部長。

○宮部生涯学習部長　それでは続きまし

て、議案第１号、平成２７年度一般会計

当初予算のうち、生涯学習部に係わりま

す部分につきまして、予算書に従い、目

を追って主なものについて補足説明をさ

せていただきます。

　まず、歳入でございますが、３０ペー

ジをお開きください。

　款１３使用料及び手数料、項１使用料、

目６教育使用料は、テニスコート、青少

年運動広場、体育館、スポーツ広場など

の市立体育施設や学校体育施設、公民館

などの使用料でございます。

　次に、４０ページ、款１４国庫支出金、

項２国庫補助金、目５教育費国庫補助金

の社会資本整備総合交付金は、千里丘公

民館の耐震補強工事に係る国庫補助金で

ございます。

　次に、５９ページ、款１９諸収入、項

４雑入、目２雑入は、生涯学習課に係る

チャレンジャークラブ参加負担金、せっ

つ生涯学習大学受講料、文化スポーツ課

に係る摂津音楽祭や美術展の審査料、摂

津ふれあいマラソンや健康体操教室の参

加料などでございます。

　続きまして、歳出でございますが、１

８０ページをお開きください。

　款９教育費、項５社会教育費、目１社

会教育総務費は、社会教育委員報酬など

社会教育の一般的事務に係る経費でござ

います。

　次に、１８２ページ、目２文化振興費

は、こども展覧会、美術展、芸能文化祭、
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摂津音楽祭の運営委託料など各種文化振

興事業に係る経費のほか、旧味舌スポー

ツセンター耐震等工事基本・実施設計に

係る経費でございます。

　次に、同ページからの目３青少年対策

費は、青少年指導員報酬、こどもフェス

ティバル、成人祭などの運営に係る経費、

青少年関係団体への活動補助金など青少

年の健全育成に係る経費でございます。

　次に、１８４ページ、目４公民教育費

は、せっつ生涯学習大学における講師報

償金や生涯学習フェスティバル、家庭教

育学級の運営委託料など社会教育関係事

業に係る経費でございます。

　次に、同ページからの目５公民館費は、

市立公民館の館長報酬、各公民館に配置

されている社会教育指導嘱託員報酬、公

民館講座における講師報償金など公民館

の管理運営に係る経費のほか、千里丘公

民館の耐震補強等工事に係る経費でござ

います。

　次に、１８６ページ、目６文化財保護

費は、文化財保護審議会委員報酬など文

化財の調査、保存、啓発に係る経費でご

ざいます。

　次に、同ページ、項６図書館費、目１

図書館総務費は、市民図書館等協議会の

運営に係る経費でございます。

　次に、１８８ページ、目２図書館管理

費は、市民図書館及び鳥飼図書センター

の指定管理料や図書の購入費など市民図

書館及び鳥飼図書センターの管理運営に

係る経費でございます。

　次に、同ページからの項７保健体育費、

目１保健体育総務費は、スポーツ推進委

員報酬や大阪府体育連合などの各種社会

体育団体に対する負担金などに係る経費

でございます。

　次に、１９０ページ、目２体育振興費

は、市長杯総合スポーツ大会や摂津ふれ

あいマラソンの運営委託料のほか、体育

関係団体への活動補助金など、体育振興

に係る経費でございます。

　次に、同ページからの目３体育施設費

は、温水プール、市立体育館等の社会体

育施設における指定管理料など体育施設

の管理運営に係る経費のほか、吹田公舎

跡の屋外スポーツ施設整備に係る経費で

ございます。

　以上、生涯学習部にかかわります平成

２７年度一般会計当初予算の補足説明と

させていただきます。

　続きまして、議案第９号、平成２６年

度摂津市一般会計補正予算（第５号）の

うち、生涯学習部に係わります部分につ

きまして、補足説明をさせていただきま

す。

　今回の補正予算は、減額分につきまし

ては、歳入、歳出ともに事業を精査し、

不用額を減額いたすものでございます。

　次に、歳出の増額分につきまして、ご

説明させていただきます。

　７０ページ、款９教育費、項６図書館

費、目２図書館管理費は、市民図書館及

び鳥飼図書センターにて使用いたします

クラウド型図書館システムの導入等に係

る委託料、システム使用料及び端末パソ

コン等の備品購入に係る経費でございま

す。これは、国の平成２６年度補正予算

に伴う地域住民生活等緊急支援のための

交付金により計上いたすものでございま

す。なお、今回計上いたしたものにつき

ましては、７ページ、第２表、繰越明許

費のとおり、その全額を翌年度に繰り越

しさせていただくものでございます。

　以上、生涯学習部に係わります平成２

６年度一般会計補正予算の補足説明とさ

せていただきます。

○安藤薫委員長　説明が終わり、質疑に

入ります。
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　南野委員。

○南野直司委員　おはようございます。

　それでは、まず、平成２７年度の市政

運営基本方針、また予算概要の事業の中

から何点か質問をさせていただきたいと

思います。

　それでは、１点目に学力向上推進事業

に関連してお聞きしたいと思います。

　本年度におきましては、重点テーマに

「こども」を掲げられました。子どもた

ちの「生きる力」を育むべく、とりわけ

学力向上に重きを置いた取り組みを進め

られます。具体的には、小学校のモデル

校２校に教材データベースを導入して、

学習状況に合わせた課題の設定に活用、

また学力定着度調査の対象を小学２年生

のみから小学６年生までへと拡大し、よ

り詳細な分析を行い、授業内容や指導方

法の改善につなげる。さらに学力向上施

策の課題やその対策について意見をいた

だくため、学識経験者などで構成する

「（仮称）学力向上推進懇談会」を設置

されます。

　また、学習の意義や自学自習の手引き

などを掲載した啓発パンフレットを児童・

保護者に配布されます。などなど新年度

における学力向上に関するさまざまな取

り組みですが、具体的な部分ですけれど

も教えていただきたいと思います。

　それから２番目です。

　小学校管理運営事業及び中学校管理運

営事業の中の図書購入費についてでござ

います。読書活動の推進につきましては、

小中学校の学校用図書の充実を図るとと

もに、小学校の全児童に「読書ノート」

を配布し、読書習慣の定着化に向けた取

り組みを進められますということでござ

います。これは、公明党といたしまして

も、代表質問でご質問をさせていただき

ました。学校用図書の充実、あるいは読

書ノートの配布につきましては、本当に

高く評価するところでございます。

　また、行きたくてたまらない学校図書

館の環境の整備の充実につきましても何

度もこれは要望させていただいておりま

すので、ここでも要望ということでさせ

ていただきたいと思います。

　ここで１回目にお聞きしたいのは、私、

一度一般質問で学校図書館の放課後の活

用についてご質問をさせていただきまし

た。その点について、市の考えをお聞か

せいただきたいと思います。

　それから３番目です。

　学校における相談支援体制の充実につ

いてです。教育センターに配置している

臨床心理士の増員や各小中学校のスクー

ルカウンセラーを指導するスーパーバイ

ザーを活用し、教育相談やいじめ問題な

どへの対応の強化、またスクールソーシャ

ルワーカーの派遣回数の拡充や関係機関

との連携強化を図られます。新年度にお

けるこのスクールソーシャルワーカー等

活用事業など、相談支援体制の充実に向

けての取り組みについて、具体的な中身

についてお聞かせいただきたいと思いま

す。

　それから４番目です。

　就学前教育の推進についてでございま

す。義務教育への円滑な接続を図るため、

引き続き関係機関と連携しながら「就学

前教育実践の手引き」を活用した取り組

みを進められております。今年度、平成

２６年度は「就学前教育実践の手引き」

を関係機関が活用し、就学前教育の充実

と就学前教育から義務教育への円滑な接

続を図るとともに、保育士、幼稚園教諭

の資質向上に努めるとあります。この

「就学前教育実践の手引き」を活用した

教育の推進について、新年度はどのよう

に取り組まれるのか、お聞かせいただき
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たいと思います。

　それから５番目です。

　小中一貫教育推進事業についてでござ

います。９年間を見通した系統性のある

教育活動の推進、また中学校区の児童・

生徒間の人間関係の構築など新年度にお

ける小中一貫教育の取り組みについてお

聞かせいただきたいと思います。

　それから６番目です。

　学習サポーター派遣事業についてです。

全ての子どもたちに確かな学力を育むこ

とを目指し、学習習慣の確立や学習意欲

の向上のための支援をしていただいてお

ります。この学習サポーター派遣事業に

ついて、新年度における取り組みについ

てお聞かせいただきたいと思います。

　それから７番目です。

　教育環境の整備についてでございます。

いわゆる各小学校のＩＣＴ環境整備、Ｉ

ＣＴ教育研究の充実についてでございま

す。学校ＩＣＴ環境整備により導入され

ました電子黒板、あるいはパソコン、デ

ジタルテレビ等、教室の学習環境が充実

されたことを受け、児童・生徒の学びの

意欲、関心の向上と校務の効率化を図る、

また教職員のＩＣＴ教育研修の充実及び

支援に努め、研究授業を含めた研修及び

担当者会を実施し、推進を図られておら

れます。新年度における取り組みについ

てお聞かせいただきたいと思います。

　それから８番目です。

　小中学校通学区事業に関してでござい

ます。

　１点目には、摂津小学校の児童の推移

についてお聞かせいただきたいと思いま

す。現在、摂津小学校区内にマンション

が建設されました。それから、また新た

にマンションも建設されます。児童がふ

えてきておりますが、市の考えとしてど

のように考えておられるのか、今の摂津

小学校の教室のキャパシティーで対応で

きるのか、その辺をお聞きしたいと思い

ます。

　それから交通専従員さんをここでお聞

きしたいと思います。交通専従員さんの

配置について、新年度の取り組みなどお

聞かせいただきたいと思います。

　それから９番目、放課後子ども教室推

進事業についてでございます。

　新年度におきましても、例えばわくわ

く広場の取り組みについてどのような取

り組みをされるのか、お聞かせいただき

たいと思います。

　それから１０番目、学童保育事業につ

いてでございます。

　さまざまなニーズ調査でも時間を延長

してほしいなどのお声があったと思いま

す。そういったニーズに対応した市の考

えについて、新年度どのように取り組ま

れるか、お聞かせいただきたいと思いま

す。

　それから１１番目です。

　学校教育環境の改善についてでござい

ます。新年度は、鳥飼小学校、第一・第

二・第四中学校の耐震補強工事で市内小

中学校の耐震化率１００％の実現します。

また、三宅柳田小学校多目的ホールの天

井の落下防止対策の実施、また別府小学

校の大規模改修の実施や小中学校のトイ

レの洋式化を順次進め、快適な学習環境

の充実を図っていかれます。この件も代

表質問をさせていただきました。避難所

となる学校体育館内部の窓ガラスや照明

器具などの非構造部材の落下防止対策、

何度もこれはお願いをしております。要

望としておきます。

　学校施設内の照明器具など取り替え改

修が必要な場合には、ここでお聞きした

いんですけれども、順次ＬＥＤ照明に取

り替えていただいていると認識している
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んですけれども、どの辺まで進んでいる

のか、お聞かせいただきたいとに思いま

す。

　中学校における給食の実施についてで

ございます。育ち盛りの中学生に栄養バ

ランスのとれた昼食を提供するため、６

月から全ての中学校でデリバリー方式選

択制給食を開始されます。先日も調理施

設の視察に行かせていただきました。今

後、デリバリー方式選択制給食が開始さ

れてから大事なことは、喫食率の向上と

アレルギー対策等々、さまざまにあると

思うんですけれども、まずは生徒、保護

者の方への先生も含めてお声を吸い上げ

て、どのように反映していくのか、アン

ケートの実施等についてお考えがありま

したらお聞かせいただきたいと思います。

　１３番目です。

　生涯学習施策についてでございます。

新年度におきましては、千里丘公民館の

耐震補強及びエレベーター設置工事を実

施されるとともに、誰もが気軽に学び、

交流できる場を提供するため、図書及び

集会所機能を備えたフロアーを整備、ま

た図書館システムをリニューアルし、業

務の効率化と利用者の利便性の向上を図

られますということでございます。新年

度は、そういった千里丘公民館の改修と

いうことでありますけれども、これも何

度も私お願いをしております。例えば味

生公民館ですけれども、これはバリアフ

リーをしっかり視野に入れて検討してい

ただくようによろしくお願いをいたしま

す。これは要望としておきます。

　また、ここでお聞きしたいんですけれ

ども、別府地域の新たな公民館機能を備

えたコミュニティセンターの建設、来年

の夏に完成という形で今進んでいると思

いますが、この建設に際し、この公民館

建設に関しては担当課が外れてしまうと

思いますが、この別府公民館でワークショッ

プが何度も開催されました。そこに公民

館の関係者、それから生涯学習課の関係

する関係課職員の方も来られていたと思

います。生涯学習部、あるいは公民館関

係者の意見はどのように新たな公民館機

能を備えたコミュニティセンターに反映

されたのか、その観点からお聞きしたい

と思います。

　それからもう１点、観点は違いますけ

れども、公民館講座の実施についてでご

ざいます。新たな学習者層の拡大を図る

ため、若年層や男性向け講座、また夜間

講座や土日の講座開催等の講座を企画さ

れていると思いますけれども、この平成

２６年度の取り組みから、新年度はこの

夜間講座について、どのように取り組ん

でいかれるのかお聞かせいただきたいと

思います。

　それから１４番目です。

　摂津ふれあいマラソン大会事業につい

てでございます。自動計測システムを導

入し、より正確なタイムと着順を参加者

にお知らせできる体制を整えられますと

いうことでございます。今回、今年度私

もマラソン大会に出させていただきまし

た。５キロの部で、何とか毎回後ろのほ

うですけれども完走させていただいて、

大変多くの方が参加されていたと思いま

す。７５３名ですかね、参加されていた

ということであります。実行委員長もい

らっしゃいますけれども。今年度から新

部門の親子チャレンジランということで

新たな取り組みをしていただきました。

例えば、いきなりなんですけれども、市

制５０周年に向けてもっとたくさんの方

が集ってできるような記念した、そういっ

た摂津ふれあいマラソン大会にできない

かというふうに思うわけでありますけれ

ども、その辺もし考えがありましたら、
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お聞かせいただきたいというふうに思い

ます。

　それから１５番目です。

　小中学校における防災教育の充実に向

けた取り組みでございます。担当課が違

うと思いますけれども、新年度はプログ

ラムの作成に取り組まれるということで

ございます。この防災教育の充実につい

て、教育委員会としての今後の取り組み

をお聞かせいただきたいと思います。

　それから、最後に補正予算のほうから、

この児童手当負担金、それからもう一つ

は大阪府中学校給食導入促進事業費補助

金の減額補正の中身についてお聞きした

いと思います。

　以上で、１回目を終わります。

○安藤薫委員長　答弁を求めます。

　荒木課長。

○荒木学校教育課長　ご質問の中から学

校教育課所管分についてお答えいたしま

す。

　まず、学力向上推進事業につきまして

は、具体的にということですが、５つメ

ニューを考えております。まず摂津市の

学力課題について、学識の方や校長会代

表ですとか、教職員の代表を含めた構成

で摂津市の学力問題についてもう一度考

えて、これまでの施策の見直しとご意見

をたくさんいただきたいというふうに思っ

ております。年四、五回の開催を考えて

おります。

　続きまして、学力定着度調査につきま

しては、代表質問のところでもお答えさ

せていただいておりますけれども、各学

年それぞれの１年間の取り組みとその検

証について、しっかり測って、データを

蓄積していきたいということで拡充を行

います。

　モデル校２校の分につきましては、一

つが教材データベースですけれども、こ

れは宿題等課題についていろいろなもの

を工夫したものを出していきたい、取り

出せるのに教職員が効率よく、インター

ネットですから効率よくそういう教材プ

リントを取り出せるという、そういうソ

フトといいますか、インターネットから

取り出せるものでございますので、これ

をどう活用するかということについて検

証していきたいと思います。

　また、それに伴いましてメニューのも

う一つは、学習プリント活用補助員とい

たしまして、児童・生徒がやってきた宿

題等、プリントをチェックするそういう

専用の補助員をモデル校で活用したいと

思います。

　もう一つは、チラシ、リーフレットで

すね。子ども自身の学習に対する意欲関

心、あるいはそれに伴う保護者の関心を

少しでも高めようということで、これは

他市でもいろいろなものを出されており

ますけれども、本市としましても学習の

仕方ですとか、それからちょっと意欲関

心を高めるようなリーフレット、保存版

として１年に一度というようなパターン

もございますが、できればもう少し簡素

化したものでも複数回出すような形、あ

るいは読んでもらえるような形のものと

いうことで考えております。

　以上が学力向上推進事業でございます。

　読書ノートにつきましては、堺市等が

行っているのを調べまして、それに一定

効果があるというふうに聞きました。子

どもの読書に対する意欲関心、これも高

めるために小学校にまず全員に配布した

いと思います。何冊読んだかという記録

をとっていくんですけれども、５０冊、

１００冊等を読んだという報告があれば、

教育委員会にも報告を求めて、何らかの

賞状を渡すですとか、まだ具体的には検

討しておりませんけれども、何とかして
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表彰するような形を考えております。

　小中一貫教育推進事業につきましては、

これまで６年生の年度末で行っておりま

した同じ中学校に行く２つの小学校の子

どもたちの交流「ジュニアハートプログ

ラム」を実施しておりましたが、これは

もう中学校に入ってから、中１のクラス、

学年づくり、学級づくりに資するように

年度初めに全て行うというふうに持って

いきたいと思います。

　また、年度末等に乗り入れスクールで

すね、中学校への不安感を軽減し、中学

校進学の意欲を高めるような乗り入れス

クールもさらに拡充していきたいと思っ

ております。

　また、小中一貫推進協議会におきまし

ては、キャリア教育、各中学校区ごとで

いろんな総合的な学習の時間であります

とか、そういういろんなキャリア教育関

連の取り組みの整理をしましたので、来

年度はそれを活用した取り組みというか、

全体の学校それぞれの取り組みを見直し

ていったりということに活用していきた

いと思います。

　また、研究授業等、その他につきまし

ても、それから管外視察等でございまし

ても中学校区ということを意識して、い

ろんな取り組みを行ったり、それから教

科の小中の連携のことについても考えた

りということで進めております。

　学習サポーターにつきましては、まず

１点、小学校で行ってますけれども、放

課後しゅくだい広場、まず学習サポーター

のいただいております予算をしっかり活

用してということで人材をしっかりと募

集したいなというふうに思っております

けれども、教員志望の学生でありますと

か募りまして、しゅくだい広場、また日

中の課業中の授業のサポートですね、本

市としましてもやっぱり基礎基本をいか

にしっかり定着するか、それから授業に

集中できるようなそういう学習環境をつ

くるために学習サポーターを非常に一生

懸命有効に活用できていますので、さら

にしっかりと来年度もやっていきたいと

いうふうに思っております。

　ＩＣＴにつきましては、パソコン、デ

ジタルテレビとか書画カメラですね。ノー

トを映したり、いろんなものを映したり

できる、そういうものを活用しましたり

ですとか、やっぱり今どこの学校でもユ

ニバーサルという、どんな子でもしっか

りと取り組めるようなという中で視覚化

ということは非常に重要視されておりま

す。そのユニバーサルな観点からの授業

づくりの中で、やっぱり視覚化というこ

との中では、このＩＣＴは欠かすことは

できませんので、担当者会も開いており

ますけれども、研修時のその研究授業等

も行ったりして、さらに研究を進めてま

いりたいというふうに思っております。

　防災教育につきましては、防災管財課

と連携いたしまして、各小中学校の安全

担当の者と相談しまして、今年度講演を

お願いしました片田教授等のご支援もい

ただきながら、ちょっとした教材集みた

いなものをつくりたいなということを考

えております。それでそれをもとにした

研究授業等も行いまして、その結果を共

有して、各学校の防災教育の取り組みに

活用していきたいというふうに考えてお

ります。

　以上です。

○安藤薫委員長　撰田課長。

○撰田教育支援課長　相談支援体制にか

かわります質問につきましてご答弁申し

上げます。

　現在、臨床心理士等の資格を持つスクー

ルカウンセラーですが、中学校のほうは

大阪府のほうから全校配置しております。
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小学校のほうは市費で１０校全校に配置

しているところでございます。同じく臨

床心理士等の資格を持つ者を教育センター

にも配置をいたしまして、相談を行って

いるところでございます。

　今回拡充いたしますのは、教育センター

に配置する臨床心理士の増員でございま

す。現在、週５日のうち２日が１名体制

で相談を行っておりますが、週５日毎日

２名体制ということの増員を図るもので

ございます。

　臨床心理士の役割でございますが、来

所相談、それからお悩み電話相談の対応、

学校等のケース会議の参加、それから不

登校の適応指導教室パルに通っておりま

す子どものカウンセリング及び保護者の

カウンセリング等を行っているところで

ございます。その中で母子並行面接です

とかカウンセリングが入りますと電話相

談に対応する者がいなかったりというよ

うな現状を解消するために、毎日２名体

制ということを来年度考えております。

　また、スーパーバイザーの配置でござ

いますが、これまで小学校配置のスクー

ルカウンセラー等には、スーパーバイザー

がございませんでした。来年度配置する

ことに伴いまして、各スクールカウンセ

ラーが持っている事例の検討、それから

アドバイス、また緊急的な相談等のアド

バイスなどを行っていきたいと思ってお

ります。

　また小学校、中学校に配置しておりま

すスクールカウンセラー、それからスクー

ルソーシャルワーカーと合同研修会を開

きたいと思っておりますので、そちらの

ほうでのアドバイス支援もスーパーバイ

ザーのほうにかかわっていただくという

ことを考えております。

　以上でございます。

○安藤薫委員長　小林参事。

○小林次世代育成部参事　こども教育課

にかかわります就学前教育の充実に向け

た取り組みにつきまして、ご答弁させて

いただきます。

　本市では、就学前教育の充実、また小

学校教育への円滑な接続を目的といたし

まして、就学前教育実践の手引きを策定

をしております。平成２７年度につきま

しても、これまで取り組んでまいりまし

た手引きの効果的な活用を図るため公・

私立の保育所、幼稚園、また小学校関係

者、学識経験者の方などで構成していた

だいております就学前教育実践懇談会、

また公立の保育所、幼稚園、小学校の関

係者で構成しております就学前教育推進

検討委員会、これらを引き続き開催し、

保幼小の連携や手引きの効果的な活用に

ついて協議を続けてまいりたいと考えて

おります。

　本市は他市に比べましてコンパクトな

まちでもあり、公・私立の保育所、幼稚

園の距離、関係が近いこともありますし、

小学校ともさまざまな取り組みを行って

いるところでございます。本年も開催い

たしましたけれども、公・私立の保育士、

また幼稚園教諭、小学校教諭の先生方に

集まっていただきまして、研修会や意見

交換を行いたいと思います。こういった

ことを通して、保育士とか、幼稚園教諭

の方々の質の向上にもつなげたいと思い

ますし、小学校教諭との連携、関係づく

りの強化にもつながると思います。

　また、お互いの子どもたちの様子や先

生の悩みや工夫している点といったこと

を情報交換、情報共有していただきまし

て、就学前教育の取り組みを進めてまい

りたいと考えております。以上です。

○安藤薫委員長　荒木課長。

○荒木学校教育課長　読書活動のところ

で、読書ノートのことをお答えしました
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が、もう１点放課後の学校図書館の利用

についてお答えいたします。

　放課後の学校図書館の利用につきまし

ては、先日の教育委員会会議でも話題に

なりましたが、中学校においては、読書

活動推進サポーターが昼休み等を中心に

時間を組むことができますので、時間を

遅らせまして、５時までは開室いたしま

して、クラブのない生徒が自由に使った

りということができるようにしておりま

す。小学校は２時間目と３時間目の間の

長休みですとかに開室もしますし、それ

から授業で読み聞かせ等の活動もたくさ

んございますので、どうしても終了時間

が早くなってしまいます。したがいまし

て、放課後の開室につきましては、図書

室の管理する人間に対する予算措置でご

ざいますとか、自由に放課後に外部の人

間が出入りするということについての安

全管理上の課題がございまして、なかな

か難しい状況にありますが、他市の状況

等も見まして、今後どうあるべきか、ま

た検討しながら考えてまいりたいと思っ

ております。

○安藤薫委員長　木下課長。

○木下子育て支援課長　それでは、子育

て支援課に係るご質問にご答弁申し上げ

ます。

　まず１点目、小中学校通学区事業で、

摂津小学校の児童数の推移というご質問

でございます。平成２０年度以降の児童

数で申しますと、それぞれ５月１日現在

でございますが、６２７人、６３１人、

６４７人、６５１人、６４３人、６５６

人、そして今年度平成２６年度の５月１

日現在では、６８２人と増加傾向にござ

います。

　委員のご質問の中にございましたよう

に、今後ということでございますけれど

も、このまま児童数のほうがふえてまい

りますと、やはり教室などが非常に心配

な状況になってまいります。現在、教育

委員会のほうで、その対応をどのような

形で児童の学習環境を整えていくかとい

うことを検討してまいっているところで

ございます。

　また、今後、場合によっては地域の方、

また議会等も皆様方にもご相談しながら

進めてまいりたいというふうに考えてお

ります。

　それから交通専従員の取り組みという

ことでございますけれども、交通専従員

につきましては、学校が指定いたします

通学路のうち、信号機がない危険な箇所

に配置をすることにより、児童の登下校

時の交通安全を確保するとともに、児童

の交通道徳の向上を図ってまいっており

ます。

　来年度におきましては、今年度同様、

１９か所に交通専従員を配置いたしまし

て、児童の見守りをしていくことで考え

ております。

　次に、わくわく広場についてのご質問

でございます。

　わくわく広場につきましては、放課後

の児童の居場所づくりということで実施

をしてきております。各小学校１０か所

で毎週水曜日に実施をしてきております。

この中で私ども定期的にこの指導員の中

のリーダーさんに集まっていただきまし

て、リーダー会議というのを開催してき

ておりますけれども、その中でご意見と

いたしましては一つは指導員のほうが固

定化してきて、メニューがどうしてもマ

ンネリ化になりがちであるというご意見

もございましたので、平成２６年度につ

きましては、第１児童センターと連携い

たしまして、移動児童館の取り組みとタ

イアップをして新しい遊びの提供をして

おります。来年度につきましては、これ
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をまた進めていきたいというふうに考え

ております。

　それとリーダーさんの中から指導員の

新しい方に参加していただきたいという

ようなご意見もございましたので、小学

校にチラシを配らせていただきまして、

新しい指導員の方を募集したところ、数

名の方が登録をいただいて携わっていた

だいているところでございます。

　次に、学童保育事業についてご答弁申

し上げます。

　ニーズにどのようにして応えていくの

かというご質問であったかと思いますけ

れども、本会議等でも申し上げておりま

すように、摂津市第５次行政改革の中で

民営化や民間委託の推進という項目がご

ざいまして、その中で延長保育等のサー

ビス向上を進める検討を行って、費用面、

サービス面を分析し、学童保育室の運営

を順次委託すると記載をしているところ

でございます。現在、他市の状況を確認

しておりまして、府下でも委託している

市が数市ございます。その状況を確認を

しておりまして、さまざまな運営方法が

ございますので、どのような形で実施が

可能なのかというのを検討しているとこ

ろでございます。

　公設公営で実施した場合につきまして

は、やはり費用面も多額に上ってまいり

ます。どのような形であれば実施できる

かというのを今後も検討を進めてまいり

たいというふうに考えております。

　それと補正予算でのご質問がございま

したので、ご答弁をさせていただきます。

　児童手当負担金の減額補正の中身とい

うことでございましたけれども、当初予

算で見込んでおりました人数は、１万２，

１１０人ということで見込んでおりまし

たけれども、決算見込みで１万１，８５

９人となる見込みでございますので、そ

の差額分を今回不用額として減額させて

いただくものでございます。

　以上、よろしくお願いいたします。

○安藤薫委員長　溝口課長。

○溝口総務課長　それでは、総務課に係

りますご質問にご答弁させていただきま

す。

　まず、学校施設内の照明器具のＬＥＤ

照明への取り替えの状況についてのご質

問でございますが、現在学校施設内にお

ける照明器具が故障した際に、具体的に

は学校の職員室であったり、特別教室の

照明器具を順次ＬＥＤに今、改修をさせ

ていただいているところでございます。

ただ、児童・生徒がふだん使っている普

通教室での照明器具が破損した際ですけ

れども、故意、過失による場合には、児

童・生徒に実際に実費弁償をしていただ

くというような問題もございます。ＬＥ

Ｄ照明はまだまだ高額であることもござ

いますので、現在、普通教室については

今後の課題ということで、今後学校とも

相談しながら検討してまいりたいという

ふうに考えております。

　続きまして、中学校給食についてのご

質問でございます。

　６月からデリバリー選択制の中学校給

食がスタートいたしますが、委員のほう

がおっしゃっていただいたように、喫食

率の向上に向けてアンケート等を実施さ

せていただく予定でございます。生徒や

保護者の方の声を実際に反映させていた

だくということでアンケートを考えてお

りますけれども、開始時期につきまして

は、６月からのスタートということで、

１学期でありますと試験等時期もござい

ますので、タイトな日程となるというこ

とから落ちつきます２学期早々に実施を

させていただく予定で現在進めさせてい

ただいております。
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　続きまして、減額補正についてのご質

問でございますが、大阪府中学校給食導

入促進事業費補助金のほうを今回減額補

正で計上させていただいております。こ

ちらにつきましては、中学校給食導入に

係ります施設整備費や備品の購入費、ま

た委託料等が対象経費となってございま

す。今回、交付決定額との差額分を減額

補正させていただくものでございます。

　以上でございます。

○安藤薫委員長　柳瀬課長。

○柳瀬生涯学習課長　それでは、（仮称）

別府コミュニティセンターの件につきま

して、私のほうからご答弁させていただ

きます。

　（仮称）別府コミュニティセンターに

おきましては、そのワークショップの運

営及び基本設計につきましては政策推進

課所管、またその実施設計及び工事にお

きましては、現在のところ市民活動支援

課が所管しておりますが、老朽化しまし

た別府公民館の機能移転という性格が大

きくございますことから、生涯学習課で

かかわらせていただきます関係上、私の

ほうからご答弁させていただきます。

　地域における新しい公共施設の建設と

いうことで、平成２５年度市政運営の基

本方針におきまして、味生地域における

コミュニティ施設の整備に向けた具体的

な取り組みを進めるという市政方針がご

ざいまして、そちらをもとにしまして、

現在別府地域における新しい公共施設の

建設を進めております。こちらは、単に

行政主導で建物を建てるのではなく、広

く市民からのご意見を頂戴した上で、皆

様が使いやすい施設ということで、市民

参加型ワークショップを開催いたしまし

てご言意見を頂戴することとさせていた

だきました。これは平成２５年７月から

約月１回のペースで計７回実施させてい

ただきました。こちらの参加者につきま

しては、特に限定することなく、地域の

市民の方、また実際の公民館利用者の方

を含めまして、自由に参加できる市民参

加型ワークショップとして開催させてい

ただきました。こちらの中では、さまざ

まなこうあってほしい、もしくは今現行

の別府公民館の機能をこう残してほしい、

もしくは、夢のようなものですね、そう

いったご意見、さまざまなご意見をいた

だきました。最終的に全７回終了いたし

まして、そちらを集約という形で、平成

２６年３月に（仮称）別府コミュニティ

センター基本構想を取りまとめさせてい

ただきまして、またこちらのほうはパブ

リックコメントにも出させていただいた

上で、また説明会も開催させていただき

ました上で策定させていただいておりま

す。

　現在、市民活動支援課のほうで、コミュ

ニティセンターにつきまして、実施設計

を行っておりますが、こちらの基本構想

を最大限に考慮いたしまして、そちらの

ワークショップでのご意見を集約した形

で建設ということを前提として現在進め

ているところでございます。

　以上でございます。

○安藤薫委員長　伊部課長代理。

○伊部生涯学習課長代理　それでは、公

民館における夜間講座につきまして、答

弁させていただきます。

　平成２６年度の後期講座につきまして

は、一部実施予定もございますが、６講

座を実施いたしております。今度の新年

度につきましては、先日の２月１６日の

公民館運営審議会で提案させていただい

ております、１年間で９講座を予定して

おります。

　夜間講座の主だった内容につきまして

は、韓国語講座、クラシックのゆうべ、
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楽しいそろばん講座、体に優しい薬膳ご

飯、おもてなしビジネスマナー講座等で

ございます。

　今後も誰もが気軽に学習できる場とし

て、公民館が活用されますようにさまざ

まな年代やジャンルでの講座の開催を実

施してまいります。

　以上でございます。

○安藤薫委員長　辻課長。

○辻文化スポーツ課長　それでは、ふれ

あいマラソンにかかわりますご質問にご

答弁申し上げます。

　文化スポーツ課は、市民の方に数多く

ご参加いただくイベントを多数所管いた

しております。その中でも摂津ふれあい

マラソン大会は大々的に実施いたしてお

りますイベント事の一つでございます。

現段階でどのイベントに周年事業を当て

て実施いたすかどうかも含めまして未定

ではございます。市で実施されます全て

のイベントの中から全庁的な取り組みと

してのバランスも勘案しながら十分に検

討してまいりたいと、そのように考えて

おります。

　以上でございます。

○安藤薫委員長　大体出そろいましたか。

　南野委員。

○南野直司委員　ご答弁ありがとうござ

います。

　１点目の学力向上推進事業に関連して、

詳しい部分をご答弁いただきました。こ

こでお聞きしたいんですけれども、平成

２６年度摂津市教育推進プランにこのよ

うに書かれていたんですけれども、子ど

もたちが自ら学び、自ら考えて行動し、

より良く問題解決する力を育むため、学

校、家庭、地域が連携して、学習意欲の

向上と学習習慣を含めた基本的生活習慣

の確立を図ることをめざしますというふ

うに学力向上推進の部分で書かれていま

した。さまざまな部分で、この学校、家

庭、地域という連携ですかね、そういう

言葉が出てきますけれども、この中身、

どのように具体的に考えておられるのか、

お聞きしたいと思います。

　それから２点目の分で、放課後の学校

図書室の活用についてご答弁をいただき

ました。予算の問題、また安全管理上の

問題等々ちょっとハードルも高いという

ご答弁をいただきました。私が考えてお

りますのは、やはり安全の問題、予算の

問題も読書サポーターさんの件もありま

すけれども、やはり先ほど言いましたけ

れども、そういった学校、家庭、地域の

連携の一つの子どもたちの読書に親しむ

場ですけれども、そういった一つの連携

もとれる場ではないかなと。例えば低学

年の子でしたら、読み聞かせのボランティ

アの方もいらっしゃいますし、そういっ

た方、地域の方にお声をかけていただい

て、ＰＴＡの方はもちろんそうです。声

をかけていただいたり、また、摂津は学

生のまちですから、大学もありますし、

そういった学生とコラボしながら、そう

いった発想で何とか子どもたちに読書に

親しむ機会の充実を与えられないかと思

うわけであります。もう要望としておき

ますけれども、摂津市の第３次摂津市子

ども読書活動推進計画の中にもそういっ

た観点のものが中に入っていたと思うん

です。有効利用という観点から、地域と

の連携という観点から、そういう文言が

入っていたと思いますので、ぜひ器を大

きく持っていただいて、さらに子どもた

ちが読書に親しむ環境の充実を図ってい

ただきますように、これはもう要望とし

ておきますので、よろしくお願いをいた

します。

　それから３点目の相談支援体制の充実

についてご答弁いただきました。スーパー
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バイザーの方、またスクールソーシャル

ワーカー、そしてスクールカウンセラー、

家庭教育相談員ということで、さまざま

な方の関係した連携が大事なのかな、ま

たネットワーク、そしてチーム力の向上

がさらに必要であるし、今もとっていた

だいていると思いますけれども、さらに

そういったチーム力の向上を図っていた

だいて、細やかな対応をしていただくよ

うに、これも要望としておきますので、

よろしくお願いします。

　それから就学前教育の推進についてで

ございます。ご答弁いただきました、小

学校への円滑な接続は本当に大事な取り

組みだと思っております。保育所、幼稚

園における教育の充実、小学校との連携

を深めて、一貫性のある就学前教育の構

築、また保育所や幼稚園に通っていない

子どもたち、保護者も含めて全ての子育

て家庭に対する支援の強化をお願いいた

しまして、これも要望としておきます。

　それから小中一貫教育推進事業につい

て、ご答弁をいただきました。部活動の

体験、それから事業の体験といった部分

的な中学校体験ではなく、登校から下校

までを中学校で過ごす乗り入れスクール

の全中学校区への実施を目指しますと、

これも平成２６年度摂津市教育推進プラ

ンに書かれていたんですけれども、一つ

は先日広報に載っておりました、一中校

区の味舌小学校、摂津小学校の児童が一

中に行って、乗り入れスクールをされた

というふうに思いますけれども、この全

校実施されているのかどうか、私認識し

ておりませんのでお聞かせいただきたい

なというふうに思います。

　それから６番目の学習サポーター派遣

事業についてでございます。市内、全小

中学校で、放課後学習室を開催する。ま

た、土曜しゅくだい広場を２か所されて

いるんですかね。教育センターと、それ

から鳥飼西小学校でしたかね。今されて

いると思うんですけれども、先ほどの人

材確保というのは大きな課題というのが

あったと思いますけれども、最終的には、

私は全校で例えばしていただけたらあり

がたいとは思っているんですけれども、

やっぱり今２か所ということで、その辺

拡充するという観点でもう一度ご答弁い

ただけないでしょうか。よろしくお願い

します。

　７点目の教育環境の整備、いわゆるＩ

ＣＴ環境、電子黒板であったり、パソコ

ンであったり、デジタルテレビですかね。

今小学校に設置されています。中学校も

そうですね、されてました。それは活用

できているのかどうかという観点から事

業のほうで取り入れられて、ちょっとそ

ういうお声もありましたよね。前回ちょっ

と質問させていただいたんですけれども、

例えばこんな言い方をしたらあれなんで

すが、眠っているやつがないのかどうか、

その辺ちょっとお聞かせいただきたいな

と。今使っていないやつがあれば、努力

されて先生も研修されて使うようにして

いくんだろうかなというふうに思うんで

すけれども、その辺お聞かせいただきた

いと思います。

　それから８番目の小中学校通学区事業

に関連して、摂津小学校の児童の推移、

それから交通専従員さんの配置について

のご答弁をいただきました。マンション

ができて何年か後には児童もふえてくる

ということで、先ほど木下課長からご答

弁いただきまして、地域の方への相談も

視野に入れておられると、僕はそれは本

当に大事なことだというふうに思います

ので、しっかりやっていただきたいなと

思っています。

　交通専従員さんの配置についても、私
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思うんですけれども、摂津市は、信号が

ついているところに配置されている場所

が中にはあると思います。あったと思い

ます。これ、信号が設置されているとこ

ろもやはり完全に大丈夫だとは言い切れ

ないのかなというふうに私自身は思って

いるわけです。もちろん信号機がないと

ころで、地域の方から学校から、それか

らＰＴＡからご要望あるところは設置し

ていただいているんですね、今は。信号

が設置されているところも、１回設置さ

れていないところと、学校へ１回申し上

げて、ちょっと大変ですけれども出向い

ていただいて、今、交通専従員さんが配

置されているところで、ひょっとしたら

ここはもう必要ないんじゃないかという

声があったり、ここへ配置するんやった

ら、ここに信号機ついているけど、ここ

のほうが危ないよというところがあるん

じゃないかなというふうに僕は思うんで

す。それ１回、ちょっと大変ですけれど

も、向こうから言われるんじゃなく、こ

ちらから出向いていっていただいて、お

声を聞いていただいて、１回整理してい

ただきたいなというふうに思うんですけ

れども、その考えについてお聞かせいた

だきたいと思います。摂津小学校の児童

の指導は、しっかり地域の方へ語りかけ

ていっていただいて、相談していただく

ようによろしくお願いし、これは要望と

しておきます。

　それから９番目のわくわく広場の取り

組みについて、ご答弁いただきましたけ

れども、千里丘小学校は、体育館と図工

室をお借りされて、図工室では主に宿題

をされたりしている。体育館では、どち

らかというと遊びをされているという取

り組みをされているというふうにお伺い

したんですけれども、その点お聞かせい

ただきたい。千里丘小学校だけじゃない

よ、ほかの学校もやっているという、そ

の辺がありましたらお聞かせいただきた

いと思います。

　それから１０番目の学童保育事業につ

いてご答弁いただきました。民間委託と

いうお話もありました。いずれにしまし

てもサービスの維持を図りながら、まだ

今後のことですけれども、ニーズに即し

た対応をどうかよろしくお願いいたしま

して、これも要望としておきます。

　それから１１番目の学校教育環境の改

善の中で、順次ＬＥＤ照明への取り替え

についてご答弁をいただきました。この

点はわかりました。

　もう１点お聞かせいただきたいんです

けれども、教育委員会の考えとしてお聞

かせいただきたいんですが、例えば避難

所となる学校体育館でございますけれど

も、これは担当課が外れるかもしれませ

んけれども、やっぱり大きな地震が起こっ

て、地域の皆さんが避難する体育館であ

りますので、東日本大震災のときもそう

でしたが、そういうときはやっぱり電気

が必要であるという観点から、今、簡易

な太陽光発電を本市もいろいろ今設置し

ていただいておりますけれども、既存の

体育館に太陽光発電なんかは設置できな

いのか、蓄電池等、予算は要りますけれ

ども、構造的に無理なのかなと思うんで

すけれども、その辺お聞かせいただきた

いと思います。

　１２番目です。中学校の給食導入につ

いてご答弁をいただきました。アンケー

トの実施について、２学期に考えておら

れるということで、私もこのお声を吸い

上げて１つ１つ全部が反映できるかどう

かわかりませんけれども、それを一生懸

命やっていく中で、それが喫食率の向上

にもつながっていくというふうに思いま

すので、まずは生徒の意見も、もちろん
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保護者の方もそうですけれども、試食会

もされておられますし、意見をしっかり

と聞きながら、そういう取り組みをどう

かよろしくお願いいたしまして、要望と

しておきます。

　生涯学習施策につきまして、別府の新

たな（仮称）別府コミュニティセンター

についてのご答弁をいただいたわけであ

ります。例えば、これも私の提案で申し

わけないですけれども、（仮称）別府コ

ミュニティセンターということで、今つ

いておりますけれども、地域の方がその

名前でいくんやったら、それはそれでい

いと思うんですけれども、ご相談してい

ただいて、これは担当課外れますね。愛

称募集という観点はちょっと外れますね。

わかりました。別府のコミセンは置いて

おきます。例えば、その観点から安威川

公民館の大ホール、これは担当課入って

いますね。それから三宅柳田の多目的ホー

ルは担当課入っていますね。何が言いた

いかといいましたら、これは市民の方か

らご意見をいただきまして、例えば安威

川公民館の大ホールということで、あそ

こはすごくすばらしい大ホールなんです

けれども、その愛称を何か募集されたら

どうやというお声をいただきまして、５

０周年ということもありますので、その

辺考えをお聞かせいただきたいと思いま

す。他市の吹田市とか茨木市にいきます

とかわいらしい名前がついたホールがた

くさんあります。安威川公民館何々ホー

ル、その何々だけでいいと思うんですけ

れども、私の提案ですけれども、その辺

の考えをお聞かせいただきたいというふ

うに思います。

　それから１４番の摂津ふれあいマラソ

ン大会について、辻課長からご答弁いた

だきました。ぜひ、私は、このようにた

くさん市民の方が集われるマラソン大会

ですから、ぜひ５０周年に向けて、記念

行事として組み入れていただいて、盛大

に開催していただくことを要望させてい

ただきます。よろしくお願いします。

　それから、１５番目の防災教育の充実

について、教育委員会としての考えとい

うふうにお聞かせいただいたわけですけ

れども、先日、全小学校で今実施されて

いると思うんですけれども、別府小学校

の地域の防災訓練に行かせていただきま

して、そのときにやっぱり感じたのは、

摂津小学校も私が行く学校を見ておりま

すと、子どもたちの参加をもう少したく

さん参加していただけたらありがたいな

というふうに、前からご提案もさせてい

ただいたんですけれども、何か地域の方

と連携して、全員が参加することはない

と思いますけれども、もう少し何か子ど

もたちがそういう小さいときから、こう

いう訓練は本当に大事なんやというふう

な観点で、いろんなブースも体験してい

ただいて、それが先生の防災教育もあり

ますけれども、子どもたちへの防災教育

の原点なのかなというふうに思うわけで

ありますけれども、その辺の考えをお聞

かせいただきたいというふうに思います。

　それから最後に補正予算のほうでご答

弁いただきました減額補正についてはわ

かりました。

　ちょっと気になりますのは、この児童

手当の負担金の減額補正ですけども、こ

れは対象者だったのに請求されなかった、

申請されなかったというのがあるのかど

うか。例えば、給付金のように。その辺

お聞かせいただけたらと思います。

　以上です。

○安藤薫委員長　答弁を求めてまいりま

す。

　溝口課長。

○溝口総務課長　今後、災害時に避難所
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となり得る体育館に太陽光発電等を設置

できるかどうかというご質問の内容であっ

たと思いますけれども、太陽光パネルに

つきましては、荷重が構造上かかってく

るということもございまして、耐震診断

が必要となってまいります。現在、平成

２７年度までの学校施設の耐震化を優先

的に実施させていただいておるところで

ございますが、今後、老朽化施設等もご

ざいますので、その際の大規模改修等の

工事も控えております。また、バリアフ

リー化の工事等も考えていかないといけ

ないということで、太陽光発電等につき

ましては、他市での事例等を研究してま

いりたいというふうに考えております。

○安藤薫委員長　木下課長。

○木下子育て支援課長　それでは、まず

１点目が交通専従員にかかるご質問でご

ざいます。この件につきましては、ほか

の委員さんからも含めてこれまで何らか

の形で基準を設けるといったことができ

ないのかというお話もございました。現

時点では、過去の経過も含めて危険な箇

所に配置しているという認識をしており

ます。現在、通学路全体、どのような形

で安全対策をしていくのかということで

検討しておりますけれども、そういった

中で何か優先順位といいますか、基準と

いうようなものが設けられないかという

ことにつきましては、その中で協議をし

ていきたいというふうに考えております。

　それから、その次、千里丘小学校の図

工室の件でございますけれども、わくわ

く広場で一部利用させていただいており

ます。わくわく広場につきましては、自

由遊びを基本といたしまして、児童が放

課後の居場所として学校の体育館を活動

場所として利用しております。ただ、千

里丘小学校につきましては、体育館が非

常に狭いつくりになっておりまして、そ

の活動の中の一環として子どもさんのほ

うが宿題をしたいというときに、する場

所がないといった声がございました。現

実問題としては、体育館の外の渡り廊下

のところで宿題をされていると言った光

景もございました。このたび学校のほう

と協議させていただきまして、希望され

る方につきましては、試行的に図工室を

使わせていただいて、宿題をしていただ

くというふうな形をとったものでござい

ます。

　それから、補正予算の中での児童手当

のお問いでございましたけれども、新た

に市民になられた方、例えば、出生され

た方、それから転入された方などにつき

ましては、市民課での窓口を通して、全

て私ども子育て支援課に来ていただくこ

とになっております。その中で必要な手

続、児童手当であったり、また、子ども

医療の手続につきましては、していただ

くということをとっておりますので、来

られた方につきましては、ご案内して申

請をしていただいているという状況でご

ざいます。

　以上でございます。

○安藤薫委員長　荒木課長。

○荒木学校教育課長　学校教育課所管に

関して答弁いたします。

　まず、学力向上に関します、学校・家

庭・地域の連携につきましてですけれど

も、基本的には、イメージの中に先ほど

からおっしゃっている学習サポーター等

は地域の力と考えておりますので、開か

れた学校ということで意欲のある学生や

地域の方には多数学校に入って児童生徒

の授業を支援していただけたらというふ

うに考えているのが１点目でございます。

　もう１点は、学力に関しまして、しっ

かり計画を立てて、その進捗状況をチェッ

クしながら再度検証するという１年間の
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サイクルを考えておりますけれども、そ

の中に保護者の方によりますアンケート

でございますとか、それから学校協議会

からは学校の経営計画についての評価も

いただいております。そのような形で学

校は保護者の方や地域の方にしっかりと

取り組み状況を発信しながら、その評価

もいただくというような形で進めてまい

りたいと、次年度はさらにそれを強化し

てまいりたいというふうに考えておりま

す。

　それから、小中一貫教育推進事業の乗

り入れスクールにつきましては、今年度、

５中学校中２中学校区で授業等の実施を

行いました。残りの３中学校区は今年度

はクラブの体験等にとどまっております

ので、次年度検討してまいりたいと思い

ます。

　土曜しゅくだい広場につきましては、

現在のところは２か所ということになっ

ておりますけれども、児童が多数集まり

まして、学習の指導を行いますので、そ

の運営については、かなりの周到な準備、

管理等が必要になりますので、現在、土

曜日につきましては、退職教員の会等に

指導等も助けていただいておるんですけ

れども、先ほどの学習サポーター同様、

なかなか指導していただける人材ですと

か、管理運営面でなかなか難しい面もご

ざいますので、今後研究してまいりたい

というふうに思います。

　ＩＣＴにつきましては、教職員全員に

よるＩＣＴ活用のアンケート等も実施し

ておりますけれども、授業でＩＣＴを活

用しているという教職員の率は、小学校

では、ほぼ大阪全国と同率というか、微

妙にやや上回る数字、７２．９％がＩＣ

Ｔを授業で活用していると回答しており

ます。中学校は、６８．８％授業で活用

していると答えておりますが、これは全

国や大阪府よりも高い数字でございます。

また、準備とか評価等でＩＣＴを活用し

ているという率も全国や大阪府よりも大

きくなっております。ただ、移動の難し

い機器とか固定されているような機器と

かで、まだ十分活用がされていないもの

もあるかもしれませんので、その機器の

活用等については、もう一度また調べて

研修等を実施してまいりたいというふう

に思います。

　それから、防災教育につきましては、

学校でしっかり防災教育に取り組むとい

うことで、児童生徒の防災に対する意識

が高まるということが非常に重要でござ

います。今、委員がおっしゃいました、

ちょっとでも大事だという観点、これは

学校の防災教育の中でしていかなければ

ならないと思います。防災訓練の実施に

つきましては、学校と自治会が連携もし

ておりますけれども、さらに子どもに対

する呼びかけ等学校の協力できる部分も

ございますでしょうし、やはり学力と同

じで啓発ということが非常に重要になる

と思いますし、また、自治会等と連携し

て取り組んでまいりたいと思います。

　以上でございます。

○安藤薫委員長　柳瀬課長。

○柳瀬生涯学習課長　それでは、私のほ

うから公共施設の愛称につきまして、ご

答弁させていただきます。

　公共施設におけます愛称につきまして

は、本来の名称が堅苦しく感じたり、ま

た、名前がどうしても長くなってしまい

がちでございますので、愛称をつけるこ

とにつきましては、利用者、市民の皆様

に親しみを持っていただけるということ

で非常に効果のあるものであるかと考え

ております。特に、新しく建設される施

設におきましては、当初からその愛称で

呼んでいただくことによりまして、その
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名前が定着するというメリットもござい

ますので、南野委員ご提案のございまし

た、その（仮称）別府コミュニティセン

ターにつきましては、所管課に申し伝え

させていただきたいと思います。また、

私ども所管しております施設でございま

すが、既存の施設にございましては、例

えば、条例を改正してまでの名称変更と

いうことに関しましては、難しいものが

ございますが、運用上その呼称を使うと

いうことは可能であるのかなと考えてお

ります。ただ、既存の施設におきまして

は、もう既にその呼称で通用している部

分もございますので、既存の施設につき

ましては、その効果等検討させていただ

きまして、もし、そういった愛称をつけ

ることが可能な分がございましたら、今

後検討してまいりたいと考えております。

○安藤薫委員長　ちょっと答弁し切れて

ない部分もあったかもしれませんが、続

いて、３回目で質問いいですか、南野委

員。

○南野直司委員　１点目の学力向上推進

事業の中で、学校・家庭・地域が連携し

てという部分でご答弁をいただきました。

この学力向上だけじゃなくて、ほかの観

点からも地域には協力するよ、ボランティ

アでやるよという方がいらっしゃるんで

す。その辺、どうかハードルをもうちょっ

と学校で下げていただいて、受け入れる

体制をいただきましたら地域の方にご協

力していただけると思いますので、これ

にかかわらず、視野に入れて検討してい

ただきますようによろしくお願いしてお

きます。要望としておきます。

　それから、学習サポーター派遣事業の

ほうのしゅくだい広場の拡充に関しては

厳しいと思いますが、すばらしい取り組

みだと思いますので、拡充できるように

努力していただきますよう要望としてお

きますのでよろしくお願いいたします。

　それから、乗り入れスクールについて、

ご答弁をいただきました。全中学校でい

い取り組みだなというふうに思いますの

で、実施できるようにまたよろしくお願

いいたしまして、要望としておきます。

　それから、ＩＣＴの機器の活用につい

て、使われてない器具もあるようです。

授業の効率化が進むのであれば、極力積

極的に活用していただいて、眠ることな

く使用していただきますよう、これも要

望としておきます。よろしくお願いしま

す。

　それから、交通専従員さんの件でご答

弁いただいたんですけども、積極的に、

先ほども言いましたけど、僕は、やっぱ

りこちらから行って、お声があるわけで

す。信号がついているところもつけてほ

しいというお声もありますので、やっぱ

り、お互いそういった話し合いのもと解

決していくのかなというふうに思います

ので、お声があると思います。実際、教

育委員会のほうにもあると思いますので、

どうか、コミュニケーションをとってい

ただいて、配置に関しては再度見直すよ

うな形でよろしくお願いします。これ、

要望としておきます。

　それから、わくわく広場について、千

里丘小学校は体育館が狭いからそういっ

た形で運営しているんだというふうにご

答弁をいただきました。ここで、済みま

せん、もう１点、学童保育も関係あるか

もしれませんけども、国からの流れで放

課後子ども総合プランの推進について市

の考えを全体的な考えで放課後における

子ども総合プランについて考えをお聞か

せいただきたいと思います。

　次に、太陽光発言の設置について、ご

答弁いただきましたが、非常に担当課が

いろいろまたがると思いますけども、私
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ら自身は大事なことなのか、教育委員会

という観点からも非常に大事なことだと

いうふうに思いますので、どうか視野に

入れていただいて、よろしくお願いしま

す。要望としておきます。

　それから、安威川公民館の例えば大ホー

ルの愛称募集について、ご答弁いただき

ました。市制５０周年と絡めて、ぜひ、

そういうような市民の方からのお声があ

りますので、今回質問させていただきま

した。どうかよろしくお願いをいたしま

す。

　それから、防災教育の充実の観点から、

子どもたちをぜひ地域の自主防災訓練に

参加していただきますように、しっかり

推進のほう、学校からもよろしくお願い

をいたします。要望としておきます。

　補正予算のほうで、ご答弁いただきま

した。また、改めて個人的に教えてくだ

さい。わかりました。

　最後に、この際、教育長にお聞きした

いと思うんですけども、小中学校の人間

基礎教育の取り組みについて、ホームペー

ジにもアップしていただいておりますけ

れども、子どもたちの取り組んでいる様

子が写真つきでアップされていたわけで

あります。一生懸命取り組んでいただい

ております。

　一つは、思いやりの心、やさしい気持

ちのせっつっ子、それから奉仕の心、み

んなのために行動ができるせっつっ子、

それから、節約・環境を大切にする心、

資源と自然を大切にするせっつっ子、あ

いさつの心、すすんで挨拶をするせっつっ

子、感謝の心、ありがとうが言えるせっ

つっ子、ルールを守れるせっつっ子とい

うふうに掲げられて取り組んでいただい

ております。私自身のことで申しわけな

いですけども、何とか子どもたちのため

にできないかなというふうに、毎日じゃ

ないですけども、通学路の交差点に立た

せていただいて、そのときに中学生と小

学校の児童が来るわけであります。しっ

かり私は挨拶を、大事だと思います。さ

せていただいています。恥ずかしいとい

うのもあると思うんです。今、何か月か

続けているうちに挨拶を返してくれる子

どもさんもふえてきました。それから、

先生も外に出ていただく先生、それから

正門に入ったところに立っていただく先

生、しっかり挨拶もしていただいている

のかなというふうに思っています。この

機会に、学校現場でもいろんなことが今

起こっておりますけれども、そういう挨

拶が飛び交うところには、そういったこ

とも起こってこないのかというふうに思

います。また、児童生徒が将来就職、例

えば、就職、何をするにしても、やっぱ

り、会社に行って挨拶できる子というの

は、本当に気持ちいいのかなというふう

に思うわけでありますけども、さまざま

な観点から人間基礎教育の取り組みにと

いうことで教育委員会がしていただいて

おりますけども、提案という形で受けと

めていただきたいんですけど、この挨拶

運動をしっかりもっとやっていただきた

いというふうに、今、やっていただいて

いますよ、もっとさらに。そういうとこ

ろには犯罪も起こらないでしょうし、い

ろんなトラブルも学校内でのトラブルも

起こらないと思いますし、先生同士のコ

ミュニケーションもうまいこといくと思

うので、教育委員会と学校現場のコミュ

ニケーションもうまいこといくのかなと

いうふうに思います。それから、ＰＴＡ、

地域、保護者、学校、その連携もすごく

うまいこと行くと思うんですけども、そ

の考えについて、教育長からご答弁いた

だきたいと思います。

○安藤薫委員長　それでは、放課後子ど
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も総合プランについて、木下課長。

○木下子育て支援課長　それでは、ご答

弁いたします。

　この放課後子ども総合プランにつきま

しては、国のほうが次代を担う人材を育

成するためということで、就学児童が放

課後等を安全・安心に過ごし、多様な体

験・活動を行うことができるよう策定さ

れたということで認識しております。本

市におきましては、わくわく広場、それ

から学童保育ということでそれぞれ実施

してきておりますけれども、それぞれ経

過もあり、また、実施体制も違う中です

ぐにこれを一体的に実施するというのは

非常に難しいというふうに考えておりま

す。ただ、お互いに交流しながら共通の

プログラムに参加するということについ

ては、検討していく必要があるというふ

うに考えておりまして、どのような連携

がとれるかということにつきまして、現

在策定しております子ども・子育て支援

事業計画にも検討していくという文言で

盛り込ませていただいているところでご

ざいます。

　以上でございます。

○安藤薫委員長　それでは、教育長。

○箸尾谷教育長　人間基礎教育の質問に
関しましては、代表質問でもご質問いた

だきまして、お答えはさせていただきま

した。委員ご指摘のように、挨拶といい

ますのは、本当にコミュニケーションの

スタート、おはようとかさようならだけ

ではなくて、例えば、ありがとうとか、

ごめんなさいとかそういうのもコミュニ

ケーションという意味で言ったら同じこ

となのかなと思います。そういうことで、

まずは、おはようから始めて、人と人と

が思いを通わすという意味でも、挨拶は

大事だと思っています。子どもたちには、

以前から学校では、おはようございます

とかさようならとかいうような挨拶はし

てきましたし、今もしておりますけれど

も、やはりこのごろ、例えば、大人が子

どもたちに対してどれだけできているの

か、これは教員も含めてでございますが、

子どもの前では大きな声で挨拶をする教

員も、教員同士の中ではなかなか挨拶が

できなかったりということもありますの

で、ご家庭でも、朝、子どもが起きてき

たときに保護者の方がどれだけおはよう

と声かけしていただいているか。もし、

おはようと言わなかったら、「どうした

ん、おはよう。」と言って、子どもが言

うまで粘り強く、声かけをお願いしたい。

そういうことがだんだん、だんだんとそ

ういう習慣につながっていくのかなと思

います。

　先日、中学校の生徒会サミットを実施

しまして、いろんな話し合いをしていた

だきましたが、その中でもやっぱり挨拶

運動について取り組んでいきたいという

ような声も出てましたので、こういう話

は上からというか、大人が言うだけじゃ

なくて子どもら自身の中からもそういう

運動をしていこうと、そういうものをみ

んなでやっていこうという、そういう運

動ができたらいいのかなと思っています。

　以上です。

○安藤薫委員長　南野委員。

○南野直司委員　放課後子ども総合プラ

ンについて、考えについてご答弁いただ

きました。ニーズは、すごく、これも高

いことでありますので、どうかよろしく

お願いをいたします。要望としておきま

す。

　それから、挨拶運動について、教育長

からご答弁をいただきました。すごく、

私は本当に大事な、何回も言いますけど、

大事なことやと思いますし、プラスにな

ることだと思いますので、どうか、こっ
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ちからやりましょうと言うんじゃなくて、

先ほど、ご答弁ありました、例えば生徒

からそういうやりたいというふうな、そ

れを生徒から声が上がるのも大人がしっ

かり挨拶していくからそういう声が上が

るのかなというふうに思いますので、ど

うかよろしくお願いいたします。

　以上で終わります。

○安藤薫委員長　暫時休憩します。

（午前１１時５５分　休憩）

（午後　０時５８分　再開）

○安藤薫委員長　それでは、休憩前に引

き続いて、再開をいたします。

　それでは、質疑のある方。

　東委員。

○東久美子委員　それでは、質問させて

いただきます。

　平成２７年度予算概要の内容に沿って

いきたいと思います。

　１０４ページのところですが、障害児

介助員の方が５人、障害児等支援員の方

が１７名の予算がついておりますので、

支援学級の児童数の増加というのですか、

子どもの数の推移、ふえていると思って

いますので、そこの数を確認させてくだ

さい。

　それから、続いてなのですけれども、

２つ目に、１０６ページになるのですが、

学校部活動等助成事業のところでお尋ね

します。

　私のほうは、子どもたちの貧困、奨学

金の問題です。大学生が多額な奨学金で

卒業の段階で６００万円とかそういう大

きな桁の奨学金の返済をしなければいけ

ないという事実があるということで、子

どもたちの貧困格差のことに取り組んで

おります。

　その観点を特に中心にお伺いしたいの

ですけれども、実際に、クラブ活動をす

る中で、先ほど、荒木課長が図書室のと

ころでおっしゃったと思うのですけれど

も、図書室の活用は、中学校から子ども

たちが図書室を午後から活用されると、

そのときに、クラブをやっていない生徒

たちが活用できるというふうなことをおっ

しゃったので、クラブに入っている子ど

もの数、どれくらいの割合の生徒がクラ

ブ活動をしているのかお聞きします。

　それから、貧困にまたつながるのです

けれども、子どもたちが部活で頑張ろう

と思っていても、なかなか経済的なこと

の負担も多いようです。

　それは、クラブによって異なっている

と考えています。

　その辺のクラブの子どもたちが活動、

どの子も入りたいクラブで活動できるよ

うな支援をどのようにお考えなのかとい

う点。

　それから、摂津市では、中学校部活動

振興相談員の方がいらっしゃいますので、

その方が大変活動されているというふう

には聞いております。

　それで、活動される中で、クラブの課

題とか、改善とか、今後、子どもたちが

一層クラブに意欲的に参加できるような、

そういうふうな総括とかされているのだっ

たら教えてください。

　それから、これは、以前の文教常任委

員会のときに質問させていただいて、ちょっ

と相違点があったかなと思っております

が、教育支援自販機設置料というのが、

８１万２，０９２円、平成２５年度の実

績で入っておりました。

　そのときに、本来その自販機は、クラ

ブ活動の遠征費とか、そういうふうなも

ので使ってもらえたらみたいな設置の始

まりがあったというふうに、私のほうは

把握しておりましたが、この活用が、教

育というのですか、一般的な使い方をさ

れていたのですけれども、この教育支援
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自販機がこういうふうな目的で使われる

のかどうか、この検討をしていただけて

いるかなと思いますので、そのことにつ

いて、お尋ねいたします。

　続いて、３点目です。自転車交通安全

教室開催委託料というのが、８０万円つ

いておりますが、これについては、了解

しております。

　全ての学校でこの安全教室を行うとい

うふうなご説明だったと思っております

ので、そういうふうな意味では理解して

おります。

　今後、やってみる中で課題が出たりと

か、そういうことがあれば検討されると

思いますので、今後のことについて、や

る中でのことかと思いますが、少しお考

えをお聞きしたい。

　それから、４点目なのですけれども、

学習サポーター派遣事業についてです。

　小学１年生等学級補助員配置事業とい

うのがありまして、そこでは、小学校１

年生の子どもだけのサポートと誤解され

ているかたもいらっしゃるのですけれど

も、「等」ですから、学年は拡大して２

年生、活用を上手に連携できている学校

などは、九九など、九九のときにその時

期だけ教室にいって、休み時間とかそう

いうときにも積極的に１対１で指導しな

ければいけない部分をカバーされている

と思うのです。

　だから、こういうふうに小学校１年生

等ですから、内容というものが膨らんで、

現場に入る中で、これもできる、あれも

できるで、もっとパワーアップされてい

ると思っておりますので、そういう意味

からの学習サポーター派遣事業ですが、

本当に更新されて、かなりいいものに変

わっていくだろうなと思っておりますの

で、今、どのような事業なのか、サポー

ターの数と内容について、ちょっと重な

る部分もありますけれども、お答えいた

だきたい。

　それから、５点目です。スクールガー

ド・リーダー配置事業についてですけれ

ども、この事業は、人数と内容について、

これもお尋ねします。

　それと、安全の連携という観点からな

のですけれども、ここでご質問させてい

ただいていいかと思うのですが、摂津市

内で、そういうふうな安全で配慮しなけ

ればいけないときには、情報が共有され

て、例えば、第一中学校区だったら、そ

この学校は味舌小学校と、摂津小学校だ

と思うのですけれども、そこでは、お互

いに連絡を取り合って、中学校も含めて

体制というのですか、内容によっては、

集団下校させるとかいうふうな取り組み

がされていると思うのです。

　ところが、ここがお聞きしたいところ

なのですが、千里丘小学校とか、そのあ

たりの学校となりますと、摂津市だけで

はなく、隣接する吹田市ですよね。吹田

市のほうの危機的な、そういうときは連

絡があるかと思うのですけれども、集団

登校したほうがいいとかいうことも含め

て、安全情報の共有は、摂津市内は私は

行われていると思っておりますが、他市、

接するところ、そのあたりの他市との連

携は、どのようになっているのでしょう

か。

　それから、不審者情報とか、結構、年

間たくさんあったと思うのですけれども、

その数、把握されていたら教えてくださ

い。

　それは、情報は、発信量がふえている

のかどうかということも知りたいので、

よろしくお願いいたします。

　それから、中学校の門が機械警備で２

校、もう既に実施されていますよね。平

成２７年度もまた数を広げて、中学校の
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門の問題も出てくると思うのですけれど

も、今、２校されていて、どのような様

子か、課題とかあれば、せっかく平成２

７年度から始める学校にいかせるのでは

ないかと思います。良いところとか、成

果と課題と言えばよろしいですか、その

あたりのところも教えていただきたい。

　それから、続いてですが、６番目に学

力向上支援事業というのがございます。

　これは、学力向上支援員を派遣してく

ださる。これの人数、内容について。

　これは、本当に、代表質問のときにも

出たりとか、何か重なって質問が多いこ

となのですけれども、やはり関心が多い

ことかと思いますので、改めて人数と内

容についてお願いします。

　７点目です。このスクール・エンパワー

メント推進事業なのですけれども、これ

については、今、子どもたちがお金を持っ

たりとか、学力以外でかなりの課題があ

りますので、この取り組みも進んでいる

と受けとめていますが、全部の学校だろ

うと思うのですけれども、ちょっと確認

させていただきたい。それと、内容と何

校、取り組んでいるかと。

　８点目に、小学校用副読本作成事業に

ついてです。このことについては、以前

も質問させていただいたことなのですが、

摂津市に住んでいる子どもたちが、摂津

市の歴史を知ってほしい、摂津市の文化

に触れてほしいというふうに文化財とい

う観点なのですが、ちょっと「わたした

ちの摂津市」には、そのページというの

か、内容がもう少し写真があればいいで

すねというふうな要望を出したと思うの

です。

　今度の改定で、そのあたりが文化財の

ページというのですか、その辺の量的な

ことで、文化財に絞ってですが、どのよ

うになっているのかお答えください。

　それと、学力向上推進事業、１０８ペー

ジのほうですが、学習プリント活用補助

員の方がついてくださいますよね。

　これも内容と人数、全校につくと聞い

ておりますが、それと、児童数の多い学

校と児童数の少ない学校、かなり児童数

が下がるのではないかなと思うのですが、

この２校の数を教えてください。

　１０番目ですけれども、教科書採択事

業について。これについても、代表質問

のときにも、質問させていただきました。

　新教育制度になります。大きく変わる

ところと変わらないところいうふうな形

で質問させていただいて、説明変わらな

いところは、今までどおりの教育委員会

委員のメンバーの方も変わらないと、そ

ういう説明もあったと思います。

　総合教育会議が設置されますので、そ

のことに関してになるかもしれませんが、

教科書採択事業というのは、今までどお

り、従来どおりの採択の仕方と受けとめ

てよいのでしょうか。

　ここのところをちょっとお伺いしたい

です。

　それから、続いて、１１０ページのと

ころです。図書館の充実ということで、

今年度は図書購入費が増額されました。

本当に新しい本、図書室に入って新しい

本が、インクのにおいがしたりとか、本

当に心がワクワクするというものだと思

うのです。

　今までだったら、本の数でいうと、そ

れってまあまあ見た目はあったとしても

古くて、今、インターネットで情報を得

られる時代ですから、その辺がなかなか

子どもたちには魅力がない部分もあった

のですが、読書の購入費がふえていると

いうことで期待しております。

　そのことでなのですけれども、学級図

書というのが、小学校では結構、学級文
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庫と言われるものですけれども、教室に

後ろに本が置いてある。どこのクラスも

大概置いていると思うのです。

　そのことについては、図書購入費、こ

れは、図書室の購入費かと受けとめたの

で、それとは別のところで、学級図書に

ついての充実を、どのようにお考えなの

かということでお聞きしたいのです。よ

ろしくお願いします。

　本当に、読書サポーターの方というの

は、どこの学校もそうだと思うのですけ

ども、物すごく工夫してくださっていて、

図書室が魅力のある場所に変わったと思っ

ています。

　ある学校では、４階の本当にいきにく

い場所にあるのですけれども、図書サポー

ターの方がいらっしゃらないと、なかな

か子どもたちも４階の奥ですから行きに

くい。

　ところが、読書サポーターの人が笑顔

で迎えてくださったり、誰それのお勧め

の本とか、いろんな企画をそれぞれ工夫

してしてくださっていることで、図書に

対する子どもが、親しみとかいろんな面

でこれは本当によかった事業だと思いま

すので、学級図書というところもよろし

くお願いしたいので質問いたします。

　それから、続いて、１２点目になりま

すが、先ほど、中学校の要素というのは、

ちょっとおっしゃったので、小学校と違

うなというふうな、休み時間が１０分間

とか、そういう中で、なかなか生徒さん

が行きにくということがあるので、放課

後活用できるようにされているというこ

とだったのですが、読書サポーターの方

が小学校と同じような勤務ではないのだ

なと思いましたので、勤務の体制につい

て、勤務時間とか、そのあたりをお聞き

したいと思います。

　私が聞いている中学校は、子どもたち

は、休み時間というのですか、お弁当を

食べた後とか、それから、放課後、結構

図書室にいっているというふうには聞い

ていますが、そこのところをお願いしま

す。

　それから、１３点目になります。

　学童保育事業のことでお伺いします。

　学童保育室の入室申請については、次

年度、１月１６日から１月２２日までが

申請期間だと思います。

　その期間が終わりましたので、もう大

体数とかつかめているかなと思っており

ますので、待機児童とか、そういうふう

な数が出ているのでしょうか。待機児童

についてお伺いします。

　１２４ページにいきます。家庭教育学

級事業のことについて、お伺いします。

　これは、家庭教育等に関する学習機会

の充実ということで概要の説明がござい

ますが、この１４番について、内容とか、

どれくらいの方が参加されているのか、

各校でやっていることかなとは思います

が、把握されている範囲で教えてくださ

い。

　このことをお尋ねするのは、人間基礎

教育ということがたびたび出ております

が、基本は大人が変わらなければと思う

ところが、私は多々あるのです。

　これは、いいチャンスだなと、これを

もし活用することができれば、ご家庭の

方と連携してやっていける事業じゃない

かと思いましたので、ここのところは、

そういう観点を持って質問しております

ので、よろしくお願いいたします。

　それから、１２６ページになります。

　公民館運営事業のことなのですけれど

も、公民館でも、やはり、図書を購入さ

れている。

　これが、７００万円で、市立公民館６

館、そこそこの額かなと思いますので、
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この図書は、貸し出しとかされていたり

とか、管理はどんなふうにされているの

か、そのあたりをお伺いしたいと思いま

す。

　市民図書館の購入費が２館で１７，６

７１千円ですから。

　それと、摂津市民図書館、安威川のほ

うにある図書館は大分おもしろくなって

きたなと思うのですけれども、図書が前

からありましたけれども、拡大した大き

な字の図書もありますよね。それから、

いろんなコーナーも工夫されていてやっ

ておられるから、結構、平日でも行って

おられる方が多いように思います。

　公民館のほうなのですけれども、やは

り、安威川の摂津市民図書館のほうは遠

くて、行くにはちょっと距離が過ぎると

か、そういう方も本を楽しんでもらえる

機会になるから、公民館で図書というの

も魅力あるかなと思うのですけれども、

そのあたり、地域の方がかかわりになる

のだったら、大きな字の図書があるのか

なとかいうふうな内容もかかわるかと思

いますがお願いいたします。

　そしたら、１回目は、この１５を質問

にしますのでお願いいたします。

○安藤薫委員長　答弁を求めます。

　撰田課長。

○撰田教育支援課長　支援学級にかかわ

ります生徒数等の増加に関するご質問に

ついてお答えいたします。

　現在、平成２６年度の小学校の支援学

級児童数が２１８名、中学校が７８名在

席しております。

　平成２１年度で申しますと、小学校が

１０３名、中学校が４２名ということか

ら、小学校では約倍、中学校は倍までは

いきませんが、それに近い人数といいま

すか増加になっております。

　それに伴いまして、支援学級のほうも

増加しておりまして、年々増加の傾向に

ございます。

　平成２７年度の見込みに関しましては、

大阪府の発表では、微増ということで、

特に、中学校の増加率が来年度はふえ幅

が大きいというふうな情報を得ていると

ころでございます。

　続きまして、教科書採択にかかわるご

質問にお答えいたします。

　現在、今年度、小学校の採択を行いま

したが、採択の方法とか日程等にかかわ

りましては、大きく変更することはない

というふうに捉えております。

　総合教育会議との兼ね合いでございま

すが、文科省の通知にもございましたよ

うに、教育委員会指導でこれまでどおり

というふうな解釈だというふうに捉えて

おりますので、公正、公平な、来年度も

採択に努めてまいりたいというふうに考

えております。

　以上でございます。

○安藤薫委員長　木下課長。

○木下子育て支援課長　それでは、番号

でいいますと、１３番、学童保育室の入

室状況についてのご答弁をさせていただ

きます。

　委員ご質問のとおり、新年度の学童保

育室の入室につきましては、１月１６日

から２２日までを一斉受付期間として実

施をしてまいったところでございます。

　現在のところ、待機児童でございます

けれども、５校で１４人の方が待機とい

う形で通知を発送させていただいたとこ

ろでございます。

　以上でございます。

○安藤薫委員長　荒木課長。

○荒木学校教育課長　まず、多数ござい

ますので、順番にまいります。

　部活動のことでございますが、クラブ

の加入率は、今年度、１学期末の数字し
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か今ございませんが、男子で８４％、女

子で９２％の加入率でございます。

　経済的負担につきましては、昔からご

ざいます。いろいろ用具ですとか、遠征

交通費とかかかりますので、顧問そのあ

たり配慮、就学援助にはそういう費用も

考慮に入れた制度設計になっておるので

すけれども、クラブの部活の中でそうい

う配慮しながらやっておりますが、近年、

新たな貧困問題については、かなりシビ

アな要素が出てきましたので、改めまし

て生徒指導上とか、人権上の研修も絡め

て教職員、さらにこのあたり注意深く見

ながら意識しながら指導していけるよう

に、来年度は取り組みたいなと考えてお

ります。

　部活動振興相談員につきましては、か

なりの数の巡回、中学校を回っておりま

す。

　経験の浅い教員もふえておりますので、

いろんな競技の指導法とか、どの競技に

も共通する課題と、生徒とのやりとりと

いいますか、そういうような面での指導、

人間関係と申しますか、それがすごく重

要になりますので、そのあたりのアドバ

イスですとか、それから、事故防止、あ

るいは、体罰防止等のアドバイスを行っ

ております。

　先ほど、就学援助の中に、いろんな学

校生活に係る要素があって、その中にも

クラブのと申しましたが、クラブに関し

て、これだけとか、そういう設定はして

おりませんので、学校生活に係る生徒会

費やＰＴＡ会費、その他についての項目

が入っていると、そこは訂正させていた

だきます。

　続きまして、自転車交通安全教室につ

きましては、先日の代表質問にもござい

ましたが、次年度以降、さらにその次年

度で実施します。昨年度の２校実施分に

つきましては、いろいろなご意見もござ

いましたので、いろいろアナウンスのこ

ととか、注意しながら次年度実施してみ

まして、そこでいろんな結果の調査等も

行いまして、検討していきたいというふ

うに思います。

　５校終わったその次の段階につきまし

ては、現在、まだ未定でございますが、

今後、検討してまいりたいと思います。

　続きまして、学習サポーターにつきま

しては、大体、各学校で３人から４人ぐ

らいの人数、主に学生を授業中等活用し

ております。

　大体、各学校で４２０時間自由設定に

しておりますので、１日に学生の空き時

間によりますので、午前中４時間の者も

おりますし、１日中ずっとおって６時間

とかの活用もございますので、一概に何

日ということではないのですけれども、

主に学生は、大体、この１週間の中で、

この日とこの日が空いているという形で

ございますので、各校４２０時間、これ

が、大体予算ほぼ使い切る形で行えるよ

うにしております。

　学習サポーターは、授業中の活動につ

きましては、午前中も申しましたが、い

ろんな教室の課題を抱えた子ですとか、

学習面でも、それから、授業中での行動

面につきましても、課題のある子に寄り

添ったりして、その日その日の学校の指

示によって動いております。

　非常に学級補助員同様有用でございま

すので、今度とも活躍していただきたい

と思っております。

　あと学習サポーターにつきましては、

授業中の活用とともに、放課後の宿題広

場も続けて指導に当たったり、別途それ

だけに来たりというふうに活用しており

ます。

　また、夏休みの水泳補助等も、この学
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習サポート事業の中に入っております。

　続きまして、スクールガードリーダー

ですが、人数は１名でございます。

　摂津警察ＯＢの方にお願いをしており

まして、週２回、年間で申しますと１０

１日となっておりますけれども、結構、

午前中の登校時、午後の下校時という１

日２回いろいろ回っていただいておりま

す。

　いろんな子どもの様子も見ていただい

ておりますけれども、地域のいつもお手

伝いいただいている安全見守りの方々等々

と連携をとっていただいて、その指導に

当たらせていただいていただくというよ

うな内容になっております。

　安全情報の共有。摂津市の情報につい

ては、すぐに流せるように、子ども教育

課から配信して流すようになっておりま

すけれども、他市との情報の共有という

点でいきますと、基本的に安まちメール

という警察が発信しているものには、大

体、管理職皆登録しておりますので、茨

木市や吹田市、市町村別に登録すること

ができますので、これはやっております。

　あとは、警察との連携、生徒指導担当

が連携するような会議でも重要な件があ

りましたら伝わりますけれども、特に、

定期的に他市の状況を得ているわけでは

ありません。

　ただ、警察が発信する情報については、

常にチェックしておりますので、それか

ら、近隣で非常に重篤な案件があったと

きには、すぐに大阪府の教育委員会を通

じて、すぐに情報の提供がございますの

で、それをもとに発信させていただいて

おります。

　続きまして、不審者の数でございます

けれども、平成２６年、今年度は３月９

日までで４３件、教育委員会から発信さ

せていただいております。平成２４年、

２５年続けて、３５件、３５件でした。

ですから、３５、３５、４３で、本年度

は少し多い状況になっております。

　校門のオートロックにつきましてです

が、授業中は門をロックし、来訪者は必

ず職員室に呼びかけるというような形に

変わりました。

　実際、職員室で常に鳴りますので、な

かなか対応が大変な部分がございますけ

れども、出入りする人間が把握できると

いう状況になってございます。

　次は、学力向上支援員ですけれども、

今、いろんな制度上、学生サポーターよ

りもより専門性を持った元教員の学力向

上支援員でございますとか、それから、

学生よりは大人等もいる大阪府からのス

クール・エンパワーメント支援員でござ

いますとか、いろんな形で支援人材を配

置しております。学力向上支援員につき

ましては、入れかわりはございますけれ

ども、今、中学校で大体各校１人、ただ、

一つの中学校だけは、入れかわりまして

３人、回数の多い少ないもございますの

で、人間的には３人入っております。

　スクール・エンパワーメント支援員に

つきましては、小学校４校と中学校２校

配置しております。

　このスクール・エンパワーメント推進

事業と申しますのは、大阪府が学力向上

をメインとして、学校自体が教職員一致

団結した力のある学校にということで支

援している事業でございます。

　今年度、本市では、２つの中学校、こ

れは、中学校だけなのですけれども、２

つの中学校がスクール・エンパワーメン

ト推進事業を受けております。

　この事業を受けますと、加配といいま

して、教職員１名、スクール・エンパワー

メントを担当する教員が配置されます。

この教員を中心に、学校統一した学力向
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上や、学校づくりの取り組みを進めると

いう事業でございます。

　来年度は、一つの学校は、別の事業に

変わりますので、別の学校がスクール・

エンパワーメント推進事業の学校に変わ

ります。

　それから、副読本につきましては、来

年度改定作業に入りますので、その折に

は、文化財というのは地元を愛する基に

なるものだと思いますので検討してまい

りたいというふうに思います。

　学習プリント活用補助員につきまして

は、これは、モデル校２校の配置になっ

ております。

　データベースとセットにしております

ので、教材データベースを導入すること

で、より宿題の効率化を図りますけれど

も、それとともにそれをチェックする人

間を配置するということで、どれぐらい

日ごろの基礎基本の学習が効率的に進む

かということを検証してまいりたいと思

います。１日４時間勤務、主に午前中、

子どもから集まった宿題等をチェックす

るという担当をしていただきます。

　続きまして、学級図書なのですけれど

も、学級図書につきましては、特に学級

図書ということでの予算措置はしており

ません。

　主に学校図書館からの廃棄本ですとか、

古いものを修理したりですとか、あるい

は、寄贈、または、担任や教員等、これ

も寄贈に当たるかもしれませんけれども、

学級独自に本を置いておりますので、充

実を図りたいと思いますけれども、特に、

今、予算設定できておりませんので、今

後、学校図書館や読書サポーターと連携

して考えてまいりたいと思います。

　続きまして、読書サポーターは、小学

校は主に、これも学校によって少し差が

ありますけれども、午前９時半くらいか

ら午後３時くらいに終了します。

　中学校は午前１１時くらいから午後５

時くらいまで、３０分の休憩、これは、

労働基準法にのっとって、勤務時間と休

憩時間の関係があるのですけれども、３

０分の休憩を挟んでおりますので、主に

午前１１時半から午後５時が中学校で時

間設定を変えております。５時間勤務と

いうことになっております。

　以上でございます。

○安藤薫委員長　登阪部長。

○登阪次世代育成部長　それでは、私の

ほうから、教育支援自販機設置料につき

ましてのご質問にお答えします。

　教育支援自販機を設置することにより

まして、その設置料を、設置の当初に学

校部活動の対外競技参加費補助金等の充

実に使えないかと、そういった議論があっ

たというふうにはお聞きしております。

　ただ、その当時、教育委員会のほうで、

中学校の部活動の振興相談員の配置を検

討しておりまして、その配置に当たりま

して、恐らく補助金が使えないかどうか

というような検討をしておりましたけれ

ども、事業実施に当たりましては、その

結論は得られない状況の中で、とりあえ

ず設置料の収入を見込みまして、この新

しい事業に取り組むということで、事業

を始めた経過がございます。

　その後、部活動振興相談員の予算につ

きましては、大阪府のほうの地域福祉子

育て支援交付金の特別枠という形で補助

がついたということで、その後、継続し

て実施してきてまいりました。

　昨年の文教常任委員会で、東委員のほ

うから、そのようなご指摘というのです

か、説明を求められた経過がございます。

　その中で、改めて、補助金がついてい

るといった状況を踏まえて、どのような

取り組みをするかということも検討いた
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しましたけれども、今度は平成２７年度

からいただいておりました補助金がなく

なるという結果になりました。

　したがいまして、引き続きまして、部

活動振興相談員の設置は必要性が大きい

ものでございますので、そちらのほうの

人件費といいますか、事業のほうに設置

につきましても、大きな意味で当ててい

ると、充当させていただいているという

理解をしておりますので、ご理解をよろ

しくお願いいたします。

○安藤薫委員長　柳瀬課長。

○柳瀬生涯学習課長　それでは、私のほ

うから、家庭教育学級事業につきまして、

ご答弁させていただきます。

　家庭教育学級事業は、幼児家庭教育学

級、家庭教育学級及び女性学級を開設さ

せていただきまして、子どもが育つ環境

としての家庭や地域社会の教育力を高め、

健全な子どもを育てるための家庭教育に

関する学習機会の充実を図るために実施

させていただいております。

　平成２６年度は、１０クラスの開設を

いただいておりまして、学級生数といた

しまして、１２６名の方にご参加いただ

いております。

　ここ数年来は、微増でございますが、

ほぼ横ばい状態で、今後は、より広報な

どさせていただきまして、学級数の増加

を図っていかなければならないと考えて

おります。

　ご質問の中でございました人間基礎教

育に関する部分でございますが、直接関

係があるかどうか、月に１回、各学級で

活動を行っていただいておりますが、そ

の活動の中で、必ず摂津市主催の人権講

座を受講することを義務づけさせていた

だいております。

　そういった中で、各学級の中で考慮を

図っていただくとともに、人権に関する

学習なども取り入れた中での総合的な学

習ということで、家庭における教育力の

向上を図ることを目指して事業を行わさ

せていただいております。

　以上でございます。

○安藤薫委員長　伊部課長代理。

○伊部生涯学習課長代理　それでは、公

民館運営事業におけます図書購入費につ

いて、答弁いたします。

　平成２７年度の図書購入費につきまし

ては、千里丘改修工事に伴う、図書機能

フロアー拡充に対する経費でございます。

児童書１，４５０冊、一般書３，２００

冊、合計４，６５０冊程度の規模を想定

しているところでございます。その経費

といたしまして、６３６万５，０００円

の予算を計上しております。

　新鳥飼公民館の図書購入につきまして

は、平成２７年度の予算の７０５万９，

０００円からの差額の６９万４，０００

円を予算計上しているところでございま

す。

　また、安威川公民館を除く５公民館に

おいては、ブックステーションコーナー

等を設けまして読書ができる状態となっ

ております。

　また、貸し出しカードを発行し、一般

貸出も実施しているところでございます。

　以上でございます。

○安藤薫委員長　東委員。

○東久美子委員　それでは、お答えいた

だきましたので、まず、教育支援という

ことで、支援学級の障害児介助員等のこ

とで、数がかなりふえていますよね。児

童数がという現実がありますけれども、

障害児介助員の数がふえていないという

ふうに思うのです。

　この障害児介助員の方は、１対１の対

応をされないといけない場合もあるだろ

うし、その障害によっていろいろな対応
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を上手に各学校でされていると思ってい

ます。

　その中で、やはり、障害のある子ども

たちを、学級全体でどのように受けとめ

るかとか、そういうふうな問題も、だか

ら、障害の支援というだけではなく、周

りの子どもたちを育てる面もかなり重要

な役割もされていると受けとめています

が、本当に残念なことに、この数では、

支援が十分ではないと思うのです。

　どこの学校も支援学級がふえたりとか、

そういうとこがあると思うのです。

　その中で、障害児介助員の方の取り合

いとかないと思うのです。適切にその段

階で、子どもの障害に応じて適切に配置

してくださっていると、限られた数の中

で、と思いますけれども、やはり、でき

ればこの数については、ふやしていただ

きたいという数ですので、子どもたちの

数がふえるということで、もう少しお答

えいただきたいと思います。

　それから、続いて、教育支援自販機設

置料のことについては、わかりました。

非常に残念です。

　ただ、これが人件費というのですか、

人のほうの雇用に使われるということな

のですけれども、そのあたり、なかなか

厳しいなと受けとめたのですけれども、

あの教育支援自販機でお金を入れて買わ

れる方の思いとかもございますので、平

成２７年度は、大阪府の財政的なことで、

カットがあるようですが、お金を入れた

方の思いも受けとめて、使えるような方

向に改善できるように、また、ご検討と

いうことでお願いいたします。

　部活のほうの加入率についてなのです

けれども、私が思っていたよりは、たく

さんの生徒が部活に参加しているなと思

いました。

　やはり、私なんかはどちらかというと、

体育とかは得意なほうでなかったにもか

かわらず体育系のクラブに入ってしまっ

たものですから、３年間続けることがで

きず挫折した思いも強いので、もし、テ

ニスですが、あれを続けていたら、大人

になってすごく楽しめるなと思うのです。

　クラブというのは、そういうふうに、

大人になったときにも続けられたりとか、

そういうふうな指導者によっては、おも

しろいなとか、子どもたちが意欲という

ことにつながるので、クラブというのは、

本当に大事だと思っているのです。

　だから、経済的なことも含めて、子ど

もたちの実態を十分配慮されて、続けて

いけるようなクラブのあり方ということ

を、ご検討ください。

　これは、要望にしておきます。

　この中で、ちょっとお聞きしたいのは、

この中学校部活動振興相談員の方が、本

当に活動されている、いろんな学校にいっ

て、実績がおありの方ですから、指導と

かも適切に行っておられると思っている

のですけれども、せっかくそういう力の

ある方が現場に入って、いろいろ現場を

見て思っておられること、受けとめられ

たことは発信されていると思うのです。

　いきっぱなしとかそういうのではなく、

ここがこういうところが課題があります

ね、改善とかというふうな方向もあるか

と思いますので、そのことについては、

ちょっとお答えがなかったように思いま

したので、中学校部活動振興相談員の方

が発せられた課題とか、成果とか、もう

３年はいられたのですかね、実績がござ

いますので、少しその方の声もお聞きい

したいと思います。

　本当に、子どもの環境が変わっていま

すので、子どもをよく見て、その子に適

した指導をしなければいけないというこ

とで、本当にクラブだけでなく、いろん
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な場面で学校の教職員の人は研修が必要

ですし、更新していかないといけないと

思うのですけれども、せっかく入ってお

られる中学校部活動振興相談員の方の声

をぜひお聞かせください。

　それから、自転車交通安全教室開催に

ついては、初めから、５校は行うという

ふうに受けとめておりましたので、それ

で結構です。

　私のほうが代表質問で言いましたのは、

自分が見て、それとお金の問題ではない

のですけれども、摂津市のいろいろなと

ころの図書、学級図書までしてほしい、

あれもしてほしいとなると、何もかもいっ

ても、お金の問題も発生しますので、そ

の辺も含めて、丁寧に検討していただけ

たらと思いますので、５校全て、そんな

段階でということで、お願いいたします。

　学習サポーターの方については、本当

に学生の方が、学生の方ばかりではない

のですけれども来られて、子どもに近い

位置で活動されていて、本当に子どもに

とってもあの人が来るかなというふうに

心まちにしているだろうと思いますし、

これからも活発にというふうに思います。

　ただし、これは、交通費は入っていま

せんでしたよね、確か。となりますと、

なかなか摂津市は、北ブロックと南ブロッ

クの課題はあると思うのです。

　水泳の夏の指導をお願いするときもそ

うでしたし、お勉強のほうもそうだった

のですけれども、なかなか人ってお願い

しづらいところがあるのです。

　だから、学生さんでもすごく意欲的で

も、千里丘から南のほうにいくというと

交通費もかかりますし、いろいろ駅に近

い学校だと、その辺が全然違いますよね、

時間的なこととか。

　参加しようと、だから、南野委員も先

ほどおっしゃっていたけども、地域の方

でも学校を手伝いたいとか、参加しよう

という意欲のある方はいらしても、実際、

持ち出し分とかあるのも大変厳しいなと

思いますので、これは、すぐにこうしま

す、ああしますというふうなお答えでは

ないかと思いますけれども、やはり、南

のほうと、北のブロックと、その希望の

格差があるのかどうか、まずお伺いして、

関係ないですよ、今は南のほうでも、近

い人たちがいくのでそんな問題発生して

いないから、人が集まりやすいですとい

うことであれば、それで結構です。

　もし、そういうふうな、私がお伝えし

たような、課題があるとすれば、今後、

やっぱり、どのように、解消のために改

善されるのかということについて、お尋

ねします。

　スクールガード・リーダーの方１名と

いうことで回ってくださっていて、その

方とも話ししていたことがあるのですけ

れども、かなりアドバイスに近いです。

こうこうとかおっしゃるから、学校が連

携を深めることができれば、かなり有効

と思うのです。

　それと、私が以前勤めていたところは、

交番とか近かったので、そしたら、交番

に勤務する方が、朝、通学路に自主的に、

仕事とかではなくて、自主的にだと思う

のですけれども立ってくださっているこ

とがあって、そういうふうな地域だった

のです。

　だから、地域に連携があるので、地域

の方が、いろんな方が出てくださってい

たし、その中でとも思うのですけれども、

交番に勤務する方も来られて、その方は、

地域の方に感謝されてとか、そういうふ

うなことがあったので、子どもの安全と

いうのは、このスクールガード・リーダー

という方だけでは、うまく回らないと、

この連携をつくれるように、また、教育
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委員会のほうもぜひ、アイデアを出せる

んだと、支援してくださるようにお願い

します。これは、お願いです。

　スクール・エンパワーメント推進事業

は、私のほうで少し誤解していました。

中身について、少し違っていましたので、

この事業のことについて説明いただいた

ので、了解いたしました。

　それから、副読本のほうですけれども、

この副読本については、まだ、形がある

というものではないです。

　文化財について、これについては、も

う皆さん、子どもたちに摂津市を誇れる、

摂津市の弱さは、誇れるというのですか、

ここのところだと思うのです。摂津市は

いいよみたいな、摂津市やってんでとい

うところが、若干、弱めと思うのです。

　という意味からも、本当に歴史のある

まちだと思いますので、ここは、ぜひ、

今の子どもですから、映像的な、画像的

なことは得意ですから、ぜひ、ページを

ふやしていただけたりとか、魅力のある、

ただ冊子というのも高いですから、その

辺が冊子の中におさめられなかったらこ

だわりません。１枚ものでも結構です。

いずれにせよ、基本的なところは、文化

財に思いを寄せていただきたいというこ

とですから、それで結構です。よろしく

お願いいたします。

　それと、不審者情報なのですけれども、

残念なことにふえているわけですよね。

ふえているということがわかりましたの

で、より校長会とか、教頭会とかあると

思いますので、本当に今は大きな事故も

ないです。

　気が緩んだときとか、そういうときに

ぱっと起こってしまうこともありますの

で、常に、今までのやり方にこだわらず、

やり方も更新しながら、ぜひ、この不審

者からも子どもを守る、安全については

よろしくお願いします。

　中学校の門のことでお伺いしますけれ

ども、授業中はということで限定だった

のですけれども、放課後子どもが帰ると

きには、もうロックはない状態ですね。

　私は、この中学校の門のときに、以前

お願いしていたのは、不登校ぎみの子と

いうのですか、少し学校が余りいきたく

ないなという日があるような生徒などは、

いったときに門がぴしゃっと閉まってい

たら、なかなか学校に入りにくいという

ところがあるので、その辺を配慮してい

ただきたいということはお伝えしたと思

うのです。

　その辺のところが、どのように１年間、

実績を積まれましたよね。１年間そうい

うオートロックの門でしたから、どうい

うふうに子どもに丁寧に対応していただ

けたかということをお尋ねします。

　それから、続いて、学習プリント活用

補助員のことでお尋ねしましたけれども、

私のほうで、これについては、今は、試

行ですよね。実績を積んだら、全部の学

校に広げていくわけですよね。

　広げていかれるので、ここでお聞きし

たかったのは、何人の方が、学習プリン

トの丸つけとかそういう作業をされる方

が、何人なのですかとお聞きしたのは、

学校で児童数がすごく多い学校、そのこ

とについてお答えいただいていなかった

ので、一番数の多い学校、一番少ない学

校、２校お答えくださいというふうにお

尋ねしたと思うのです。

　学校は、本当に子どもの数がうんと違

いますでしょ。その中にあって、この一

つの事業である、今は２校ということも

了解しておりますが、学習プリント活用

補助員という方が入る段階で、児童数と

この数が対応できているのかなというと

ころを思い出したので、質問させていた
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だいたので、そこのところ、２回目お答

えいただくようお願いします。

　それから、教科書採択事業については、

お答えいただいたのは、一言で言うと、

公平に、公正にということでお答えいた

だいたと思っております。

　そのように受けとめておりますので、

変わることなく、摂津市の子どもたちに

ふさわしい教科書が採択できるような手

続を踏んでいただけるようお願いいたし

ます。

　続いて、図書室の充実ということで、

勤務時間、中学校の勤務時間とか、小学

校と違うという実態とかお聞きしました。

　２回目なのですけれども、小学校のほ

うは、堺のほうをモデルにされた読書ノー

トをつくられた。そして全員配布です。

　ここの配布されるノートは、どんどん、

どんどん書きたい子、どんどん、どんど

ん読んだという子が、次にも読もうとい

う意欲につながるように、少し数的に余

裕をもたせておられるのかなと思います

ので、そのあたりのことと、数的なこと

です。

　だから、子どもひとり１冊なのですけ

れども、配布が。そのあたりのことが１

点と、中学生となると、本当に読書ノー

トでとかいうことも、小学校の子どもだっ

たら、これだけ読んだということで書い

て、先生を見てとか、読書サポーターの

方に見てとかいうことで、頑張ったとい

うことで、つながると思うのです。

　中学生は、また本の読み方も違います

し、小学生と一緒というわけにいかない

ことも十分承知しておりますが、中学生

の生徒の方も、図書室の利用がふえてい

ると聞いていますので、小学校はノート

を新たに考えられたので、中学校の読書

をもっと推進するために、手だてとか何

か工夫とか、それも、読書サポーターの

方が、会議がありますよね。そのあたり

から出て、生かせるものとか、アイデア

とか出ているのでしたら、その辺をお聞

きしたいのでお願いいたします。

　中学校のほうも一緒にしてしまいまし

たが、同じです図書のことについては。

１２番目の質問になっていましたが、同

じですので、小学校と中学校、一緒になっ

てしまいました。

　それから、続いて、１３番目に質問さ

せていただいた、待機児童数のことにつ

いては、わかりました。

　５校で１４名の待機が出たということ

なのですけれども。これについては、出

ましたという数字はわかったのですけれ

ども、そしたら、次、どうされるのです

かということ。それから、結構、これは、

学童に入っている方の中で、申請忘れと

いうのですか、申請するのを忘れる方も

おられると聞いているので、そういう方

とか含まれているのですか。ではなく新

規の方なのか、そこのところを少しお聞

きしたいです。

　あと、家庭教育学級のことについては、

説明いただいたのでわかりました。

　ちょっと、参加者のほうの数がふえな

い状態にあるようなのですけれども、こ

れについても、内容とか、それから、ど

ういうものをしたいのかとか、結構、勉

強したいというのですか、ほかの人とつ

ながりたかったりとか、子育ての方でい

らっしゃるので、その辺の子育て中の人

の何をしたいかというところと、その家

庭教育学級の内容が合っていないという

こともあるかもしれませんので、もう少

し、内容とか検討していただいて、数が

ふえるようにということを、これも要望

です。だから、次年度も期待しています

ということと、挨拶とか人間基礎教育の

ところについては、人権講座を受講して
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から、ここで教室のほう、学級授業のほ

うに入るわけですよね。

　ということなので、ベースは人権を学

んでおられると思うのですけれども、挨

拶とかは、本当に継続なのです。だから、

ここまでしたらオーケーということでも

ないと思うのです。

　本当に、心の寂しい子が、先生が学校

に来て、先生がおはようと笑顔で言って

くれただけで、１日が楽しい子もいるみ

たいなところがあるのです。

　だから、挨拶というのは、本当に心を

つなぐ言葉だし、魔法の言葉なのです。

　だから、ぜひ、人権講座をお受けになっ

て、ベースを持っておられることは理解

しました。

　それでも、具体的に人間基礎教育、学

校だけでは限界なので、子どもの数多く

の問題は、課題は、大人が変わらなけれ

ばというところが本当にあると思うので

す。

　だから、そういう意味でも、ぜひ、物

すごくいい授業だと思いますので、連携

されて、親育てといったら言い過ぎです

し、上から目線な言い方ですけれども、

保護者も支援していただきたい。学校の

子どもたちが健やかに挨拶ができるとい

う環境づくりのためにもぜひ。

　市長が、基本方針のときにおっしゃっ

た中で、私はそうだと思ったことで、人

間基礎教育というのは、押さえつける、

強制して変わるものではないということ

をおっしゃったと思うのです。ニュアン

スとして。私もそうだと思います。

　やりなさいとか命令されてやることで

はないと思っているのです。

　それだったら変わらないやん、緩いや

んというふうなことがあるかもしれませ

んけれども、これは、本当に繰り返し、

自分がまず変わって、繰り返し繰り返し

投げかけていって、周りを変えていく方

法だと思う。

　だから、私は市長がおっしゃっている

やり方というんですか、市長がこういう

ふうに考えるからやりなさいではなく、

浸透していって、みんながそうできたら

いいなと思っておりますので、ぜひぜひ

こういう機会を捉えて、あらゆる機会を

捉えて、教育委員会の中で固まって推進

していただきたい。これはお願いです。

　公民館運営事業の中の本のことについ

てはよくわかりました。本当に７００万

円という額でしたから、多いなと思った

んです。単純に６館で終わってしまいま

したので、どこの公民館へ行ってもそれ

だけの冊数はないなと思っておりました

が、千里丘の新しい公民館がそのように

本をそろえて置かれるということで。

　やっぱり公民館で、私は違う地域で、

摂津市でないところでもちょっと働いて

たことがあるんですけれども、そこは地

域の公民館がすごく役割を担っておられ

て、おじいさん、おばあさんとか、それ

から学校の人も子どもたちが行ってるか

らのぞくという感じですね。それとか、

地域の文化祭、体育祭の類いとか、そう

いうときにもみんな集まるような、そこ

の中心が公民館というところの市でも働

いていたことがあるんですけれども、やっ

ぱりそこのところに行けば本がある。冊

数も児童書は１，４５０冊ですよね。こ

れだけの本があれば、多分子どもたちは

公民館が近い場所になると思うんです。

子育て中のお父さんやお母さんとか、お

じいさん、おばあさんも今支援されてい

るから、そういう方も一緒に公民館に行っ

たら、大人が読む本も手に入るし、とい

うことで、これは本当にいい公民館づく

りだなと思いました。

　貸し出しもされるということですので、
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貸し出しの冊数もふえればいいなと思っ

ております。これは本当に期待してます

ので、また取り組まれた後の結果をお聞

きするのが楽しみです。

　あとは、もう１点。

　これは南野委員が質問されたところな

んですけれども、ＬＥＤのことです。Ｌ

ＥＤなんですけれども、そのときに教育

の、子どもを育てるというんですか、教

育感という、そこにかかわる部分でちょっ

と発言があったと思いましたので、お伺

いしたいんですけれども。

　子どもが故意に物を壊したときはそれ

を返すわけですね。なかなか学校で難し

いのは、故意かそうでないかというとこ

ろ、知らないでやってしまったとか、そ

ういうようなところの境目というのも非

常に難しいんですね。

　故意に壊したものが、例えば安いもの、

安価なものであれば弁償させるのかとい

うと違いますよね。値段ではないと思う

んですよね。

　壊したものを元の形に。だからＬＥＤ

に進めておられるわけでしょう、電球と

かね。そうですよね。学校で職員室とか

進めているとおっしゃって、進めていく

方向ですよね。そのときに、自分が壊し

たものがＬＥＤであれば、ＬＥＤで弁償

させるんですか、故意の場合ね。そうで

ないものだったら、納得せえへんと思う

んですよね。これは違うやんみたいな。

高価な額やったら壊しても納得しないと

思うんですよね。

　基本は、ベースにある部分は、物を壊

したときに故意であれば、やっぱり私は

それ相応の、故意、悪意があったとか、

そういう意味で捉えたときには、もうぜ

ひそこのところは責任をとらなければい

けないかなと思うんです。

　その辺でＬＥＤを進めていかれる方向

であれば、その壊した物に相当するお金

を払ってもらっても、それをつけるんじゃ

なくて、足してでもＬＥＤにしていくと

か、そういうことも検討してくださいと

いうことね。検討で結構です。

　それから、子どもに弁償させるという

こと、物を壊したときに、後の教育的な

配慮というのは本当にしんどいんです。

その子が本当に悪かったなと、自分がやっ

てしまったなということできちんとやっ

てくれればいいんですが、それが不公平

感とか、いろいろ問題や課題が。

　だから、その辺は丁寧に、この問題に

ついては教育的な配慮も要るかと思いま

すので、今ここで何について、高かった

ら弁償させるのか、させへんのかという

ようなことをお聞きしようとは思ってい

ませんので、本当にその部分は学校が抱

えている教育的なことで難しい面ですの

で、それはぜひ検討、今後どういうふう

にするか、不公平感がないように。検討

ということで結構ですから、お考えになっ

ていただけたらと思います。

　済みません、以上です。

○安藤薫委員長　最後は要望でいいです

か。

○東久美子委員　それはもう要望で結構

です。

○安藤薫委員長　答弁を求めます。

　荒木課長。

○荒木学校教育課長　まず１点、部活動

振興相談員のことですけれども、先ほど

申しましたように、経験の浅いクラブ教

員がふえておりますので、クラブ指導は

もちろん、授業指導や教科指導や学級指

導と同じなんですけれども、毎日行う、

直に生徒に対し直接かかわり合ってつく

り上げていく非常に難しいものなんです

けれども、だから経験や技術等も必要に

なります。
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　経験の浅い教員は非常に指導に悩むこ

ともございますし、指導法も厳しければ

いいというものでもなく、でもみんなが

目的を一つにして、一致団結した集団と

してチームとしてつくり上げていくとい

う、そういう難しい課題を日々の中で自

分自身も格闘しながらやっていきますの

で、その指導、助言、アドバイスをして

おります。

　課題といいますと、経験の浅い教員が

なかなかチームをまとめたり、集団とし

てまとめたりするのに課題があったり、

指導方法や専門性、ほかの業務との兼ね

合いですとか、顧問として、個人として

悩むことがたくさんございますので、そ

ういう相談に応じながらやっておるとい

うことでございます。

　学習サポーターにつきましては、現在

のところはそういう学校で格差が出てる

ということはございません。いろいろあ

るんですけれども、そういう学生を学校

独自で探してくるという場合もございま

す。だから、地元の子もおります。

　それから、市教育委員会に登録に来る

学生に対しましては、うちのほうからの

意向でどこに行ってほしいということで

話をしながら、本人も大丈夫ですという

了解を得ながら配置しておりますので、

現在のところ、そういう格差というもの

はございません。

　交通費につきましては、報償費に交通

費も込みという設定で、市のルールもご

ざいますので、別途は支給しておりませ

んが、学校側の格差は今のところ出てお

りません。

　続きまして、中学校の校門ですけれど

も、確かに鍵がかかっていることで一つ

壁ができたような思いをする子もおるか

もしれませんけれども、今のところ、そ

ういう事例は聞いておりませんのと、情

緒的に不登校ぎみで抱えている子も、私

の経験上ですけれども、大人に対しては

そんなにハードルが高くないと申します

か、大人のほうがしゃべりやすいと申し

ますか、学校に来て押すことに抵抗のあ

る子が多いとは思いませんけれども、た

だ、それぞれの個々の不登校につきまし

ては、個別、個別のケースでございます

ので、そういう生徒に対しては配慮して

まいりたいと思います。

　ただ、現状はどうかといいますと、第

四中学校にオートロックが設置されたの

が１２月でございましたので、１年間か

けての検証というふうにはまだなってお

りませんので、実態につきまして、また

個別に学校から聞き取り等を行っていき

たいというふうに思います。

　学習プリント活用補助員につきまして

は、まだモデル校２校と申しましたが、

どこの学校ということはまだ決定してお

りません。現在、学校から希望を募って

おるところ。まだ出そろっておりません

ので、学校は決めておりません。

　ただ、確かにおっしゃるように、児童

の数の多い、少ないで活用方法は異なる

と思います。だから、全学年を見れる学

校もあれば、その中で決まった学年を見

るとか、その活用方法については、これ

も研究の一つでございまして、モデル校

が決まりましたら、その学校でどういう

ふうな活用ができるか。まだ、その方が

どの程度の数の宿題がチェックできると

か、そこもまだ未知数でございますので、

活用しながら、そのあたりを図っていき

たいというふうに思います。

　効果がある、学校でも非常に有用だと

いうことであれば、広げていきたいと考

えております。

　読書ノートにつきましては、いただい

た予算でそれなりの冊数はできそうでご
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ざいますので、１人１冊というか、大体

１００冊ですね、一つの読書ノートで１

００冊ぐらいですかね。つくり方によっ

ては変えられますけど、できますので、

足りない子については、また２冊目等を

支給することは可能でございます。

　それから、中学生もできればこういう

ことを、読書ノートを活用して興味を持

つ生徒が１人でもふえればというふうに

は考えておりますけれども、まだ今のと

ころどうかなという。とりあえず今年度

の予算に関しましては小学生分というこ

とでしております。

　これは、おっしゃっていただきました

ように、各校の図書担当の教員の研修会

や連絡会、それから読書サポーターの連

絡会、これはまだこの後行うんですけれ

ども、そこで意見をいろいろ聞きまして、

より有効に活用できるように、意見を吸

い上げて作成や活用に入りたいというふ

うに考えております。

　以上です。

○安藤薫委員長　撰田課長。

○撰田教育支援課長　障害児等支援員さ

んの増加の問題についてのご質問にご答

弁申し上げます。

　来年度に関しましては、少数ではござ

いますが１名増加ということで、配置を

してまいりたいというふうに今考えてお

ります。

　支援学級に関しましては、ここ数年、

種別に応じた学級設置ということを大阪

府の方針で設置しております。人数がた

とえ少数であっても、種別に応じた設置

ということで、個人個人の課題に応じた

支援をしていくというような方針で行っ

ております。

　ですので、通常学級の担任や学校組織

として連携をしながら、支援学級担任が

中心となって個別の支援をしていくとい

うことをまずは中心に行っているところ

でございます。

　ただ、重度重複の児童・生徒などもご

ざいますので、障害の状況や学校全体の

支援学級等の体制の状況に応じて、支援

員は配置してまいりたいというふうに考

えております。もちろんこのときには学

校からの要望も参考にしているところで

ございます。

　ここ数年、少しずつではございますが、

支援員等は増加をさせていただいており

ますが、一気になかなか大量の増加とい

うことは、なかなか予算上も厳しい状況

になっているところでございます。

　今後は、学校や児童・生徒の状況をか

んがみて、配置等を考えてまいりたいと

いうふうに思います。

　以上でございます。

○安藤薫委員長　木下課長。

○木下子育て支援課長　では、学童保育

室の待機児童についてのご質問にご答弁

申し上げます。

　一斉受付期間中に申し込みができなかっ

た方についてということでございますけ

れども、そのような場合につきましては、

定員にあきがある場合につきましては入

室をしてもらっておりますけれども、も

しいっぱいの場合については、待機をし

ていただいております。そういった方も

この１４名の中に含まれているというこ

とでご理解いただきたいと思います。

　これまで教育委員会として対策をして

まいったことといたしましては、鳥飼小

学校において作業室を改修をして、一部

を学童保育室として整備したといったこ

とでありますとか、昨年度におきまして

は、２校においてプレハブを新設をさせ

てもらったというようなことをしてまいっ

ております。

　ただ、各小学校において少人数の分割
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授業の実施や、支援を必要とする児童の

増加などにより、空き教室がなかなか捻

出できないという状況も一方ではござい

ます。したがって、学校施設を改修して

整備するというのは、非常に困難が伴う

状況になっております。

　学童保育のニーズは、学校によって、

年によって多少変動がございます。この

ため、非常に読みにくいというのが実情

でございます。その一方で、プレハブ教

室の整備をするということになりました

場合は、数千万単位の費用が必要になっ

てまいりますため、費用対効果の点から

議論があるところというふうに考えてお

ります。

　今後も、各学校の状況を把握する中で、

対応のほうは議論してまいりたいと考え

ております。

　以上でございます。

○安藤薫委員長　東委員。

○東久美子委員　それでは、学習サポー

ターの件ですが、格差はないということ

ですね。だから、応募されている方とか、

ブロックごとの格差はないということで

したので、改善があったんだなと受けと

めました。

　やはり、それでも交通費のことについ

ては含まれてるんですということは十分

理解しておりますが、だからその辺も今

後の検討で結構ですけれども、やっぱり

来られる方が学生さんとか、そういう方

が来られてるというところも、学生さん

だけ配慮せいというわけじゃないんです

けれども、ちょっと何というんですか、

本当に職員のレベルで考えると、南の方

は駅から遠い。時間がかかりますね。バ

スに乗るにしても本数がない。雨の日も

あるとか、そういう厳しい中で行ってる

というんです。もう十分知っておられる

と思うので重ねませんけれども。だから

南も北も本当に一生懸命働いてくださっ

ているんだから、その辺の個人の持ち出

しがないように、その辺もまた検討をし

ていただけたらということで受けとめて

いただきたいです。

　中学校の門のことについては、確かに

１２月実施でしたよね。１２月からです

から、短い期間なんですということで、

まだ十分、実態というんですか、検証で

きてないということについてはわかりま

したが、ただ、教職員の多忙化というこ

とで、代表質問にも少し出させてもらい

ましたけれども、現場は本当に混乱して

いると思うんですね。

　新聞の社会面に大きく２６歳の教師の

方の写真も載ってたと思うんですが、そ

ういう記事もありました。その方は、２

０１１年に亡くなった方が公務災害を認

められたことですね。亡くなられた原因

は何か心臓の、みたいなことで書いてあっ

たんですけれども、やっぱり子どもたち

に、教師の仕事って結構、どこがおもし

ろいかというと、やったときに子どもの

反応が、算数とか教えたらわかったとい

う子がいてたら本当にうれしいんですね。

この子はわかったと思うと、ついついやっ

てしまうところがあるんです。ここで切

れないんですね、時間で。というところ

でオーバーワークになりがちだし。

　その新聞の方の場合は、中学校の先生

だったと思います。その方はクラブ活動

もやっておられて、その方はテニスだっ

たかな、ちょっとごめんなさい、記憶で

しゃべってますから、間違えてたらごめ

んなさいなんですが、テニスの得意な方

でやっておられたんですが、バレー部の

顧問になられたので、自分の得意な分野

でないから、それはあることですよね。

学校の中の職員で担っていかないかんわ

けですから、必ずしも自分の得意な分野、
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そこの学校にテニスがあったかどうかわ

かりませんし、わからないんですけれど

も、バレーボールということで、その方

は土日とか、クラブ、ほかのところです

ね。学校ではなく、自分の技術を向上さ

せるためにやってはったというから、か

なりのオーバーワーク。でも、本当に楽

しいところがあるんです。本当に人が変

わること。

　挨拶もそうですよね。おっしゃってい

たけれども、立ってて、雨の日も風の日

も立ってて、にくたらしい口を聞いてた

子が、顔を合わせる中で、おはようと言っ

たら、おはようとか言ってくれたら、も

うそれで暑さ寒さも忘れますよね。とい

うふうな仕組みがあるんですよね、学校

にはね。そのあたりでついオーバーワー

クということになってしまいます。

　だから、強調して、体制をつくってほ

しい。何とか守ってほしいということで、

いろいろ質問してきた経過があるんです

が。

　門のことについてなんですけれども、

これも検討で結構です。今すぐにこうし

ますというお答えはなかなか難しいと思っ

ておりますから、検討で結構ですが、門

の対応については、かなり負担が要って

るということは、先ほどもおっしゃった

と思いますけれども、そういうふうなこ

とがありますので、学校任せにせず、次

のアイデアとか、何か人手がつけられる

ものなのかとかを含めて、ぜひ検討して

いただきたい、で結構です。

　学校が本当に、私は教師の時間のゆと

りをつくりたいんじゃないんですよ。子

どもに向き合ったときに、教師側とか、

教職員に余裕があれば、仕事に追われて

いなければ、ゆとりの中で子どもの顔を

見ながら、あっ、ここにきずがあるなと

思ったら、虐待のほうにつながりますよ

ね。そちらと連携できますよね。元気な

いな、何か家が変わったんか、家の事情

があるのかなとかいうふうなこととか、

それから子どもと話をする中で、ああ、

この子はグループが変わったなとか、ど

こかとつながっているなとかいうふうな

こと。そしたら、学校間で連絡もとれる

んですよ。うちの学校の子どもがちょっ

とそっちのその子とそういうことや、そ

ういう連携が実際にありましたからね。

　摂津市の子どもたちは、本当にそのあ

たりの、多忙な中での教職員の熱い思い

で守られてきていたと思うんですね。で

も、これから保障していくためには、やっ

ぱり一定多忙化ということについて、何

年来、教職員の多忙というのは、摂津市

だけのことじゃないですよ、摂津市だけ

と思ってません。課題で出てることでな

かなか解決できないと思うので、ぜひそ

の辺の小さなところから、門一つの開け

閉めにしてもですよね。その辺も含めて、

学校が目に見えて、子どもと教職員が話

ができる環境ということを、子どもたち

のためにお願いします。

　ちょっと納得できなかったことで、学

習のまるをつけたりとか、そういうふう

なことで新たにいうことなんですが、学

習モデル校が未定で、どこの学校に決ま

るかわからないということは了解してま

すよ、２校ね。それはいいんですけれど

も、そうではなく、私のほうが質問した

意図というんですか、それは、学校の数

をお聞きした、児童数とかをお聞きした

のは、お答えはそうなんでしょうけど。

だから、１年から６年までまるをつけて

もらえる、支援してもらえる学校もある

んです。でも、児童数が多かったら、１

年から３年ですね、みたいな形で簡単に

言われてるんじゃないかと思うんです。

　この学力向上のことについて、学力テ
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ストのことなんかは、私は再三言ってき

ましたね。ハードルを上げ過ぎと違いま

すかということなんです。現場の実態を

踏まえたら、ハードルを、教育委員会の

皆さんも含めてハードルを上げてはると。

報告もできなかったじゃないですか。そ

ういうふうな多忙の中で、ハードルを上

げて、子どもたちが４月、５月の段階で

テストをしたものがすぐに返されて、そ

こで子どもは力をつけたいとか、反映さ

れると思うんです。それが何か月も先、

はるか学年が終わるようなころにこうだっ

たんだよと言われたところで、何ですか

という思いがあるんですね。

　でも、教育委員会は結束したよ、がん

とやろうとされている。決まった以上は

応援したいと思ってるんですよ。でも、

基本的にその辺の負担は学校にあるじゃ

ないですかというふうな指摘の中で、い

や、違うんですよ。教育委員会はこうい

う手を打ちます。ああいう手を打ちます

のひとつが、このまるをつけたりとか、

そういうことをフォローしてくださる方

を入れますよ、だったはずですよね。そ

れが学校によっては１年から３年。学校

によっては、少人数であれば１年から６

年、それはないでしょうと思うんですよ

ね。

　だから、２校がモデル校でしょう。モ

デル校でやられて、実態は見えてますけ

どね、やるより先にね。人数的なことっ

て、大体数がわかってますでしょう、子

どものね。そしたら、１人の方が酷じゃ

ないですか。大規模の学校でそれをやる

人と、ほんと１クラスしかない学校も出

てますでしょう、学年ね。その学校との

数の差とかを考えたら、初めからどうい

うことですか。そしたら、その方の負担

も大きくなることももちろんですけれど

も、結局、現場をフォローします。学力

テストをしていきます。そのためにこう

いうふうなところで学校をしっかり支え

ますとおっしゃってた土台が、もろもろ

と崩れてませんかというとこなんですね。

私はこのお答えについては、非常に納得

できません。

　モデル校を２校されるから、されたら

実態はより把握されると思うんですけれ

ども、子どもが教室に４０人いてたら、

４０人の子どもに対応するから多忙なん

ですよね。多忙でしょう。ところが、片

や２０人近いクラスもありますよね、数

の関係でね。２０人の子どもの対応して

いる学校があって、結局ふたをあけたら、

大きい学校の教師負担がふえているとい

う実態が生まれるだけじゃないですかと

いうところがあるんです。

　このことについて、モデル事業ですよ

ね。モデルでやってみるということの意

味がわからない。初めからそういう答え

があるんだったら、モデル事業でやられ

ても意味がないんじゃないですか。モデ

ル事業でやられるんだから期待してるん

です。実態はこういうふうに厳しかった

からもう少し、１人じゃなく２人入れる

とか、そういうことにつながるのかと思っ

て期待してますので、それについてお答

えいただけますか。

　そこまでですね。あとはなかったと思

いますので、よろしくお願いします。

○安藤薫委員長　荒木課長。

○荒木学校教育課長　今、お話しいただ

きました学習プリント活用補助員ですね。

もちろん１０校あるので拡充しても１０

人という、そういう限定があるわけでは

ございません。

　ただ、先ほども申しましたが、その方

がどの時間でどのぐらいの作業ができる

かというのは、なかなか把握が難しいの

で、モデル校について、今、生徒数が多
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い少ないでは判断してませんでしたが、

貴重なご意見をいただきましたので、そ

こも加味しながらモデル校は決めますけ

れども、どの学年でどういうふうに、あ

るいは学年で割るとか割らないとか、い

ろんなやり方があると思いますので、そ

の活用方法については、学校がまず考え

て決めますけれども、いろんなケース、

ケースで使い方があると思いますので、

その効果を検証するということなんです。

まず２校、２人です。そこでの活用方法

を考えます。そのときに児童数の多い、

少ないも加味して考えさせていただきま

す。その中で、実際に活躍していただい

て、今後の方向性というか、考え方。１

校に１人は足りないぞとか、そういうよ

うなことは、今後、モデル校の中で検証

してまいりたいと思います。

○安藤薫委員長　オートロックのほうは

要望でしたかね。教職員の多忙化につい

てはよろしかったかな。要望だったです

か。

　東委員。

○東久美子委員　今、新しい事業につい

てのことでモデルケースは十分理解して

ます。モデルケースですから、だから私

のほうで数を言いましたけれども、多い

学校から１校選んでください。少ない学

校から１校選んでくださいとは思ってい

ません。

　積極的に、どこの学校も手を挙げてる

学校は多いと思うんです。だから、新し

く研究事業をするときも、引いてるわけ

でなくて、手を挙げてもなかなか通らな

かったことがあるんですよ。やりたいと

言っても、ほかの学校も出ていてという

ことで、やらなかった学校もありますよ

ね。というふうな手の挙げ方というのも

理解しています。だから、挙げた中でど

うのこうのとか思っていません。それは

教育委員会のほうの判断で、基準でお選

びになったら結構です。

　私が重ねて言いたいのは、初めから１

人です。各校１人ですから、１人の支援

してくださる方しか入らへんねんから、

その人を活用するときには、その人の、

ちょっとそこがよく意味がわかりにくい

ところがあるんですが、いずれにせよ、

クラス数が多いところで１人だと、これ

目玉でしょう、いうたらね。目玉の事業

なんでしょう、学力向上のね。目玉の事

業なのに、初めから結果があって、１校

に１ということは、本当にフォロー体制

が十分でないと思いますので、ぜひ初め

から１校１人ということではなく、モデ

ル校でやられる中で、職場の学力向上に

つながるためのやり方として、支援が十

分でないと思ったら、人数をどんどん入

れてくださいということです。だから、

やってみる、検討されるということ。

　それともう１点。学力向上のテスト、

２年から６年までというのがありますよ

ね。それは結果をすぐに返す、結果を反

映させることで意味があるとも思ってお

りますので、私は何でも事業をやってみ

て、やってみてだめやったら、こういう

言い方もちょっとおかしいですけれども、

適正な方向に、ふさわしい方向に向けて

くださいということ。やったからという

ことで、実績とかそういうことを挙げて

続けるのではなく、合ってへんことだっ

てあると思うんですね。そのときはぜひ

違うやり方、学力向上の、こういうのが

いいん違うかと思われるんだったら、本

当に応援します。だから、子どもの実態

に合わせた形を常に進めていただくよう

にお願いします。それで結構です。

○安藤薫委員長　それでは、次に質疑。

　嶋野委員。

○嶋野浩一朗委員　今の東委員が実際に
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教鞭をとられておられた、それはリアリ

ティのある質疑をされましたので、少し

私もその前にしたらよかったのかなとちょっ

と今思ってたりもしますけれども、私は

私なりの問題意識を持ちながら、気持ち

を込めて聞くことは聞いてまいりたいな

と思っておりますので、どうかよろしく

お願い申し上げます。

　まず、１点目に大阪府からの教育コミュ

ニティづくり推進事業費補助金なんです

けれども、これはわくわく広場のことで

あるということで、登阪部長から冒頭に

ご説明があったわけでございます。また、

そのわくわく広場のことにつきましては、

南野委員からも指摘がございました。

　それの中でメニューのマンネリ化とい

うことがあるんだと。その問題について

対処していくために、児童センターとも

協力をしていく、連携していくというお

話があったのかなというように思ってお

ります。また、チラシを配られて新たに

数名の方がご協力いただいているという

ようなことにつきましても、木下課長か

らお話があったというふうに思っており

ます。

　私は、確かに南野委員がおっしゃるよ

うに、市域には子どもたちのために何か

をしてあげたいんだという思いをお持ち

の方がおられるということはあるのかな

というふうに思っておりますけれども、

そういった方に本当に力になってもらう

ためには、まずは仕組みをつくらないか

んのかなというふうに思っております。

　一つお聞かせをいただきたいのは、生

涯学習課のほうで、せっつ生涯学習大学

という講座を持っておられますよね。そ

こでいろいろ受講された方が、その後、

まちづくりの中でご貢献をいただくとい

うことになっていくわけなんですけれど

も、この生涯学習大学を卒業された方が

わくわく広場の中で、子どもたちにいろ

いろと向き合っていただくといったこと

も一つやり方としてあるのかなというふ

うに思っておりますが、その辺のマッチ

ングということについてどのようにお考

えなのか、一度お聞かせいただきたいな

というように思っております。

　それと、このわくわく広場につきまし

ては、多くの皆さんに、子どもたちにい

ろいろと向き合っていただきたいんだと

いうことで、私はメッセージを出してい

くべきだろうなというのもあります。そ

の一つとしてチラシを出していただいた

ということが、午前中の質問の中で答弁

としてあったというように思っておりま

すが、それであるならば、例えば、また

せっつ生涯学習大学とは違うかもしれま

せんけれども、一度、そういったことを

どんどんお声かけをさせていただいて、

教育委員会としての思いをお伝えいただ

いて、一定、何か講座のようなものを受

けていただいて、その方にわくわくの中

でご活躍をしていただくような、そういっ

た仕組みづくりが要るのかなと思ってお

りますが、一度その点のご見解をお聞か

せいただきたいと思います。

　それから、ファミリーサポートセンター

運営事業でございまして、これは平成２

５年度の決算委員会のときにも質問させ

ていただきましたし、また以前から質問

させていただいておりまして、平成２５

年度決算委員会のときに、例えばひとり

親家庭の方で仕事に行くに当たって、例

えば子どもが発熱で対応できないという

ようなこともありますよね。そういった

ことについて理解をしていただいて、こ

の事業ではなくて、いろんな子育て支援

の施策で対応していきたいんだという趣

旨の発言を木下課長からしていただいて

るのかなというように思っております。
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　このファミリーサポートセンター運営

事業が少しではありますけれども、援助

会員の方もふえている。そして、また利

用されている数もふえているという状況

にあるのかもしれませんが、ただ、しか

し、このファミリーサポートセンター運

営事業が子育て支援の中で大きなウエー

トを占めてるかというと、そうではない

という状況があると私は感じております。

　これをさらに充実させていくためには、

先ほど申し上げましたような、急な何か

要望に対してこたえていただけるような、

そのような制度になっていかなあかんの

かなというように思っておりますが、平

成２７年度、この事業についてはどのよ

うに進められていくのか、少しお考えを

お聞かせいただきたいなというふうに思

います。

　それから、３点目といたしまして、第

１児童センターのことなんですけれども、

これも平成２５年度の決算委員会のとき

に触れさせていただきまして、その答弁

の中で少し意外であったのは、以前から

安威川以南の、いわゆる第２児童センター

のようなものをつくってほしいんだとい

うふうな話があったかと思います。

　そこで、いろいろとニーズなんかの調

査をしていただいた結果、第１児童セン

ターを放課後使いたいと答えた子どもが

非常に低いというようなことがありまし

て、ああそうなんだなと私も思ったんで

すが、しかし、そのときに私が申し上げ

させていただいたのは、今、私は子ども

たち、特に小学生の放課後の過ごし方と

いうところに、いろいろと課題があるん

じゃないかなと実は思っております。

　これは以前にも申し上げましたけれど

も、外で学年を越えて広く遊んでいる姿

というのは、あまり見かけないように思っ

ております。どちらかというと、本当に

家の中でゲームをしたりというようなこ

とが多いのかなというように思っており

まして、それがいかんとは言いませんけ

れども、しかし、もっともっと子どもの

放課後の過ごし方といったものが多様な

ものであってほしいなと。

　特にコミュニケーションをとるという

形の中で過ごすという経験をもっともっ

としていただきたいなと、子どもにして

ほしいなと思ったりするわけなんですが、

そのためにも子どもたちの放課後の過ご

し方といったものをしっかりとつかんで

いただきたいんだと。

　この第１児童センター、今あるところ

はほとんどが摂津小学校に通っている児

童の方が使っているというふうにお聞き

をしております。その中で、摂津小学校

の子どもたちの放課後の過ごし方と、ほ

かの小学校の放課後の過ごし方とで、何

かそこに違うものがあるとするならば、

これは第１児童センターが果たしている

大きな役割ということになるのかなとい

うふうに思っています。それを判断する

ための材料として、子どもたちの放課後

の過ごし方ということについて一度つか

んでいただきたいんだというお話をして

おりましたけれども、その点、平成２７

年度はどのようにお考えであるのか、少

しお聞かせいただきたいと思います。

　子ども医療費助成制度のことなんです

けれども、これは要望とさせていただき

たいと思っておりますけれども、子ども

医療費の制度が始まりまして、例えばレ

セプトの点検などがどこでされているの

かなと思って、少し私もいろいろとお聞

きをしたんですよ。

　すると、この医療証を持っている方が

医療証を持って医療機関で診察等を受け

ますよね。そしたら５００円の負担金が

ありますけれども、基本それで受けれる
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わけですよね。そしたら、その情報といっ

たものが大阪府国民健康保険団体連合会

に行って、そこから例えば摂津市である

ならば摂津市に来て、そこから要は支払

いの請求が来るわけなんですね。そこで

支払いの請求が来て、大阪府国民健康保

険団体連合会にお支払いをするという流

れになるわけで、じゃあレセプトをどこ

で点検しているのかなというと、大阪府

国民健康保険団体連合会でされておられ

るらしいんですよ。

　医療の適正化といったことで、今、国

民健康保険においては摂津市でのレセプ

ト点検等をしていただいておりますけれ

ども、私はそこを大阪府国民健康保険団

体連合会がしているということは、少し

矛盾があるのかなというように思ってお

ります。それを摂津市でその事務をやれ

というわけじゃないんですけれども、そ

ういった矛盾も少しはらんでるんだとい

うことは少しおわかりいただきたい。

　そこで、少し要望というか、お話しさ

せていただきたいんですけれども、私は

今までの乳幼児医療といったものは大賛

成でありました。特に、子どもが就学前

の状況といったものは、非常に自分の状

況も親に説明する力もありませんし、も

し万が一何かがあればといったことで、

医療機関に行くといったことはよくわか

りますし、乳幼児医療ということについ

ては私も賛成でありましたけれども、た

だそれがいろいろな要望等がございまし

て、市長がご決断をされて小学校卒業ま

でということで、今度は子ども医療に変

わったわけですよね。

　そこについては、私は別に異を唱える

わけではありませんけれども、ただ、し

かしそのことによって、家庭が子どもに

対する目といったものの力は、私はずっ

とやっていると落ちていくものだと思っ

てます。

　つまり、今までであるならば、子ども

の変化について、ああ、これはちょっと

医療機関に行かなあかんなということを

判断するか、いや、これだったら医療機

関に行かなくても家で少し安静にしとけ

ば大丈夫だなといったことについて判断

をされたんだと思うんです。

　ただ、しかし子ども医療費助成制度と

いったものが始まることによって、そう

いった家庭で子どもを見る目といったも

のが、その力が私はなくなっていくとい

う危惧も実はあるんじゃないかなという

ように思っておりまして、そのことはひ

いて考えると、子どもの変化に家庭、親

が気づけるのかといったことにもつながっ

ていくんじゃないか。そのことによって、

例えばいじめの問題であったりとか、問

題行動であったりとか、そういったこと

にも私はつながっていくんじゃないかな

というように思っておりまして、これは

確かに市長のご決断でされたんだと思い

ますし、いろんなところから要望があっ

たんだと思います。

　このことによって、今まで医療費のこ

とを心配されて病院に行かなかった方が、

行くことによって、何か重篤なものが見

つかって、それがその子の命、健康とい

うことにとってよかったということもあ

るのかもしれませんが、しかし、そういっ

た危惧されることもあるんだといったこ

とについては、しっかりと私は教育委員

会として頭の片隅に置いておいていただ

きたいというふうに思っておりますし、

そのことをしっかりと、でも子どものこ

とについては家庭でしっかりと変化につ

いて見ていただくということは基本です

といったことについては、もっともっと

広く言うていかなあかんのじゃないかな

というふうに思っておりますので、これ
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はぜひ要望として、この際申し上げてお

きたいと思いますので、よろしくお願い

申し上げます。

　それから、豊かな人間性をはぐくむ取

組み推進事業ということで、これは平成

２５年度に始まりまして、平成２７年度

までの大阪府からの補助金による事業で

あるわけなんですけれども、平成２７年

度、実際どのような形で事業をされよう

としているのか、一度、この際お聞かせ

をいただきたいなというように思います。

　それから、学力向上支援員につきまし

てお聞かせいただきたいと思いますが、

これは昨年の第３回の本会議のときに、

登阪部長が市来委員の質問に答えていた

だいておりまして、１校当たり１日４時

間で、週３回の配置が原則で、実際１学

期には合計６８５時間の活用がありまし

たということで、登阪部長がお答えいた

だいておりますけれども、今、やっぱり

中学校のいろいろな問題がまだまだある

んだろうなというふうに思っております。

　この学力向上支援員といったものをど

のように活用して、中学校のさまざまな

問題に対応できているのか、この点につ

いてもこの際、お聞かせいただきたいな

というように思います。

　それから、学力向上推進事業でござい

ます。これは南野委員も、また東委員も

おっしゃっておられましたけれども、そ

の中で、学力推進懇談会について少しお

聞かせいただきたいと思います。

　私は、まず学力推進懇談会の人選です

よね、どういった方にここの中に入って

いただくのかということは非常に大きな

ポイントかなというように思っておりま

す。恐らく、学識経験者と言われる方に

も入っていただくことになるんだろうな

というふうに思いますが、確かに学識経

験者の方に入っていただくことも大事な

んでしょうけれども、少し違った視点か

ら人選をしていただきたい。

　例えば、摂津市、今決して厳しいとい

うか、学校現場の状況といったものが決

して楽なものではないと思っております

けれども、しかし、もっともっと厳しい

市町村はあるわけで、実際そういった中

で教鞭をとられて、いろいろと取り組み

をされておられる経験者の方にぜひこう

いった学力推進懇談会に中に入っていた

だいて、いろいろとアドバイスをいただ

くというのは非常に大きなことなのかな

と。

　それと、またこの学力推進懇談会とし

ても、頻繁に学校現場に視察に行ってい

ただいて、そこから気づいたことをアド

バイスしていただく。そして、それを摂

津市として置きかえて、いろいろと方針

をつくっていくといったことは大事なの

かなと思っておりますけれども、その点

について、少しお聞かせいただければな

というように思います。

　それから、少し趣旨が変わりまして、

小学校施設改修事業でございまして、平

成２７年度は三宅柳田小学校の多目的ホー

ルの天井の落下防止について取り組まれ

るということでございます。

　以前、学校施設についてはいろいろと

危険度を調査していただきまして、早急

に手を打つべきところについては打って

きていただいたと思います。そういった

経緯の中で、平成２７年度に当該部分を

されるということについては、以前の調

査はどのような結果が出ていたのかなと、

少し気になりますのでお聞かせをいただ

きたいなというふうに思いますし、具体

的に平成２７年度、いつ実施をされるの

か。私はこれは早ければ早いほどいいの

かなというふうに思っておりますけれど

も、その時期についてもお聞かせをいた
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だきたいなというように思います。

　それから、青少年指導員について、少

しだけお聞かせいただきたいと思います

が、私も実は青少年指導員というものに

つきまして、誰かいい人はいないかとい

うことで何度か尋ねられたことがあるん

ですが、それで何名かの方に当たってみ

たんですけれどもなかなかいい返事をも

らえないという状況にございます。新し

い人材の確保といったものはどのように

されておられるのか、少しその点が気に

なりましたので、お聞かせいただきたい

と思います。

　それから、先ほどの質問と絡んできま

すけれども、生涯学習大学事業で受講さ

れた方ですね、その後の活躍の場はどう

なっているんですかということについて、

少し先ほどと関連しますけれども、お聞

かせいただきたいなというふうに思いま

す。

　続きまして、吹田公舎跡地のグラウン

ドのことについてお聞かせいただきたい

と思います。

　これも平成２７年度の市政運営の基本

方針の中に書いていただいておりまして、

本市にとりましても大きな事業の一つな

のかなというように思っておりますけれ

ども、具体的にどのような整備をされる

のか。また、具体的にどういった競技の

方がお使いになるということを想定され

ておられるのか、少しお聞かせいただき

たいなというように思います。

　それと、全体的な話になるんですけれ

ども、小学校、中学校のクラス編成といっ

たものは、どういった流れをされている

のかなということについて、少しお聞か

せいただきたいと思います。

　一つは、例えば今まであったと思うん

ですけれども、小学校１年生、２年生は

３５人学級ですよね。３年生以上になる

と４０人学級になりますよね。そのこと

によって、例えば３クラスから２クラス

になったと。小学校２年生で３クラスだっ

たのに、３年生になった途端に２クラス

になるといった事例が今まであったのか

なというように思います。

　となると、２年生が３年生になるとき

に、そのクラスを運営するといったこと

は非常に厳しいなといったことは予想さ

れるんだろうと思います。そういったと

きに、例えば今、小学校１年生等学級補

助員配置事業がありますけれども、そう

いった補助員といったものを活用すると

いうのも一つの方法なのかなと私は思っ

たりするんです。そういったことは、過

去検討されたことはあるのか。今後、そ

ういったことについて、どのようにお考

えなのかということをお聞きしたいと思

います。

　あるいはそうでなければ、例えば比較

的経験のある、割と指導力のある先生を

担任として充てるといったことも一つ方

法としてあるんだろうなというふうに思

います。そういったことについて、具体

的に先生方、あるいは児童の顔を思い浮

かべながら、これを先生がされているの

かということについて一度お聞かせいた

だきたい。どういった流れでクラス編成

をされていくのか。

　それと、残念なことでありますけれど

も、今いろいろな学校がある中で、本来

であればこの学年の中でカリキュラムを

終わらないかんという状況があるんです

けれども、なかなか今の段階でもそこが

見えてこないようなクラスがあるんじゃ

ないかなと思ってます。そういったケー

スについては、どのように対応されるの

か。新しい学年になってからでは、前年

のカリキュラムが終わってないというわ

けには済まないわけでありますから、そ
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こについては具体的にどのように対応さ

れて、次年度のクラス編成をされるのか

ということについても一度お聞かせをい

ただきたいと思います。少し細かい話に

なりますけれども、お聞きをしたいと思

います。

　それから、学習指導要領が改正をされ

まして、小学校１年生、２年生の伝統的

な言語文化と国語の特質に関する事項と

いうところで、昔話や神話・伝承などの

本や文章の読み聞かせを聞いたり、発表

し合ったりするといったことが、今こう

いった文言になっているわけなんですけ

れども、改定されたことによって、神話

という言葉がつけ加えられておるんです

よ。

　今、例えば小学校２年生の国語の教科

書を見ておりますと、いなばの白うさぎ、

これは古事記に入っているんですけれど

も、いなばの白うさぎの神話が入ってお

りまして、実際聞いておりますと、何と

か先生方も読み聞かせというようなこと

をしていただいているようでございます

けれども、実際に、神話に対する教育と

いったものはなされているのか。

　また、これは非常に先生方も難しい課

題なのかなと思っておりますけれども、

具体的に神話というものの成り立ちとか、

先生方は理解していただいた中でしてい

るのか、研修等は実施されているのか。

少しお聞かせをいただければなというよ

うに思います。

　それと、これは予算書に載ってないん

ですけれども、体験学習の機会をふやす

ことはできないかなということについて

お聞きをしたいと思います。

　これは私が聞いた話であるんですけれ

ども、どうも体験学習をするということ

とその子の道徳観ということについては、

非常に深い関連があるというようなこと

についても研究がなされているようでご

ざいます。

　そういう観点からすると、今例えば摂

津市の子どもは５年生で林間学習に行っ

ていると思いますし、あるいは田植えを

したり、あるいは鳥飼ナスを栽培したり

というようなことについては、一定して

いるのかなと思いますけれども、ただ、

しかし道徳観を育むといった観点からし

て、まだまだ体験学習ということについ

ては十分でないのかなというように思っ

ております。

　私はこの予算書の中に、もっともっと

そういったことをふやしていくという方

向で書かれていってもいいのかなと思っ

ておりますが、体験学習の機会をふやす

ということについての考え方についても

お聞かせいただければなというように思

います。

　それと、就学前教育のことなんですけ

れども、これは代表質問の中でもお聞か

せをいただきまして、今、小学校の１年

生の先生と、公立・私立を問わず、保育

所、保育園、幼稚園の方もお集まりいた

だいて、いろいろと交流するというか、

発表するような場があるというようにお

聞きをしておりますけれども、さらにこ

れを一歩進めて、例えば小学校の先生が

実際に幼稚園であるとか、保育所、保育

園に行って現場を見るとか、あるいは幼

稚園、保育所、保育園の方が小学校の現

場に行って、特に１年生の最初のことで

すね。こういった能力が要るんだなといっ

たことについて、目の当たりにできるよ

うな機会といったものを設けたらどうな

のかなというように思っておりますが、

その就学前教育から義務教育につなげて

いく接続という部分で、もっともっと充

実した取り組みができないかなと思って

おりますけれども、その点についてもお
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聞かせいただきたいというふうに思いま

す。

　それから、これは直接的な話でいうと

民生常任委員会になるのかなと思います

けれども、給食の残菜のことなんです。

私は民生常任委員会の中でもこの残菜の

ことはずっと取り上げさせていただいて

おりまして、今、堆肥化していただいて

いるんですね。それは事務報告書なんか

に載ってきているんですけれども、この

給食の残菜の堆肥化といったものは、私

は本来、しなくてもいい事業じゃないの

かなと。

　つまり、例えばこのクラスにあてがわ

れた学校給食といったものは、当然、全

て食べるといったものがあるべき姿なの

かなというふうに思っておりますけれど

も、その点をどのように学校現場ではご

指導されておられるのか、少しお聞かせ

いただきたいなというように思います。

　それと、卒業式の服装のことでござい

まして、これは前回の決算のときにも触

れさせていただきまして、若狭次長から、

一度校長会等を通じて現場の話も聞きた

いんだということをおっしゃっていただ

きましたけれども、実際、どのような声

であったのか。また、平成２６年度の卒

業式も間近に迫っておりますけれども、

実際、どのような感じでご指導されてき

たのか、少しお聞かせをいただきたいな

というふうに思います。

　それから、摂津市第５次行政改革実施

計画に基づいて、２点お聞かせいただき

たいと思います。

　１点は、学校校務員業務の委託という

ことで、これは平成２７年度から順次実

施ということになっておりますけれども、

具体的に平成２７年度はどのような形で

実施をされるのか、お聞きをしたいと思

います。

　そして、もう１点は文化スポーツ行政

の集約ということで、平成２６年度、平

成２７年度は検討なんですね。平成２８

年度から実施されるということなんです

けれども、この計画を見ておりますと、

該当する課が文化スポーツ課と生涯学習

課というのはわかるんですけれども、自

治振興課が入っていたりということで、

どのような感じでこの文化スポーツ行政

の集約ということで指示があったのか。

具体的に今どのような検討をされている

のか、少しお聞かせいただきたい。これ

は機構改革ということになってくると総

務常任委員会だと思うので、そういう観

点ではなくて、どういった感じで今指示

があって、今文化スポーツ行政の集約と

いうことで検討されているのかというこ

とについて、少しお聞かせをいただきた

いと思います。

　以上でお願いいたします。

○安藤薫委員長　暫時休憩します。

（午後３時　　　　休憩）

（午後３時２８分　再開）

○安藤薫委員長　再開します。

　休憩前に引き続きまして、質疑を行い

たいと思いますが、最初に答弁を求めま

す。

　木下課長。

○木下子育て支援課長　それでは、嶋野

委員のご質問にご答弁申し上げます。

　まず、教育コミュニティづくり推進事

業の関連で、多くの人にかかわってもら

うためにどのような取り組みがあるか、

ということでのご質問でございます。

　これまで、わくわく広場につきまして

は、先ほどご質問にございましたように、

小学校におきましてチラシを配布をいた

しまして、ＰＲをしてきております。さ

らに、中心的な役割を担っていただいて

いますシルバー人材センターにも呼びか
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けをさせていただきまして、人材の募集

をしてきているところでございます。

　また、公民館等にチラシを配布をさせ

てもらいまして、新たな人材の登用に努

めてきたところでございます。

　本市におきましては、子育てに関する

ほかの事業といたしまして、例えば、家

庭児童相談室におきまして、子育てアド

バイザー等の事業も実施しております。

そういった方々にも今後は呼びかけて、

さらなる人材の登用に努めてまいりたい

と思っております。

　次にファミリーサポートセンター事業

におきます、急な要望にどのようにこた

えていくのかというご質問でございます。

　委員のご質問にありました、急な発熱

の対応であるとかいうような場合につき

ましては、非常に責任の問題であるとか、

特に小さいお子様が相手ということであ

りましたら、急変されるといったご心配

もございます。したがいまして、こういっ

た子どもさんを預かるに当たりましては、

日ごろからの信頼関係がよっぽど構築で

きていないと、非常に難しいというふう

に考えております。

　責任を持って、そういった形で見てい

くというのは非常に厳しいところではご

ざいますけれども、どのようにして、そ

のような人材を確保していくのかという

ことにつきましては、これまで以上に周

知に努めていって、援助会員の増につな

げてまいりたいというふうに考えており

ます。

　それから、第１児童センターに関連し

てでございますけれども、決算委員会で、

この子ども・子育て支援ニーズ調査の結

果をご答弁いたしておりますけれども、

この中で、ほかの調査の項目もございま

す。その中で、就学前の児童に対してで

はございますけれども、今後はどのよう

な施設を利用したいかというご質問がご

ざいます。その中で、第１児童センター

につきましては、約３割の方が利用した

いといった、そういった項目もございま

す。

　今後につきましても、いろんなところ

で、児童センターについてのニーズの把

握については努めてまいりたいと考えて

おります。

　以上でございます。

○安藤薫委員長　柳瀬課長。

○柳瀬生涯学習課長　では、私のほうか

ら、生涯学習大学を修了された方のわく

わく広場へのつなぎということについて

ご答弁させていただきます。

　現在、生涯学習大学を修了された方に

対しまして、わくわく広場指導員への声

かけ、つなぎ等については、現在行って

おりませんが、大学を受講されるという

ことは、地域においての活動に積極的に

携わっていただける可能性のある人材で

あると考えており、今後につきましては、

委員、ご提案のとおり、わくわく広場を

初めといたしました地域活動への参加に

ついて、卒業生に対し積極的に情報提供

を行ってまいりたいと。それによりまし

て、卒業生の人材の活用を図ってまいり

たいと考えております。

　また、続きまして、生涯学習大学修了

者の活動場所についてのご質問について

ご答弁させていただきます。

　生涯学習大学は、地域における生涯学

習リーダーの養成を目的といたしまして、

大学またその後、大学院とステップアッ

プをいたしまして、生涯学習の学びの場

として、平成２０年から開催しておりま

す。

　修了者の活動の場といたしましては、

平成２２年に、その卒業生によって、摂

津市まちづくり研究室というものを組織
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しております。主に、この摂津市まちづ

くり研究室を中心として、さまざまな活

動をしていただいております。

　例といたしましては、生涯学習大学自

体の企画・運営また講師としても、ご参

加いただいております。さらに、生涯学

習フェスティバルの実行委員会に参画い

ただきまして、また中心的役割として、

その企画・運営に携わっていただいてお

ります。

　また、そのフェスティバルの中で開催

いたしました、生涯学習サミットという

ものがございまして、その中で市民参加

のワークショップを行いましたが、そこ

で提案がございました「淀川わいわいガ

ヤガヤ祭り」につきまして、こちらは、

準備委員会から実行委員会にかけまして、

また、まちづくり研究室が中心的役割と

して企画運営をし、今年４回目の開催を

予定しており、摂津市と協働による市民

活動イベントとしての成功事例として挙

げられるのではないかと考えております。

　このように、生涯学習大学修了者につ

きましては、さまざまな方面で活動して

いただいております。

　続きまして、青少年指導員の新しい人

材確保の方法につきまして、ご答弁させ

ていただきます。

　青少年指導員でございますが、各種行

事や啓発活動などを通じまして、地域に

密着した青少年の健全育成を推進いたし

ますため、青少年に対する理解と愛情、

また、その健全育成に対する熱意を有す

る市民の中から委嘱させていただいてお

ります。

　他市におきましては、一般公募をする

などの制度もございますが、本市におき

ましては、その目的に鑑みまして、地域

からの推薦を主としております。主に、

青少年指導員の校区長による推薦をいた

だきまして、その方に対して委嘱するも

のでございます。

　委員、ご指摘のとおり、その設置目的

などから、なかなか人材確保が難しい現

状でございますが、その設置目的を説明

させていただきまして、また、地域にお

いて熱意のある方を見つけるということ

を継続させていただきまして、人材の確

保に努めていきたいと考えております。

　以上でございます。

○安藤薫委員長　荒木課長。

○荒木学校教育課長　それでは、ご答弁

申し上げます。

　豊かな人間性をはぐくむ取組み推進事

業は、先ほどございましたように、大阪

府からの事業でございますが、３年間か

けて、全ての中学校区で受けるという事

業でございます。

　昨年度は、第三中学校で、今年度が２

年目でございますので、第一中学校、第

四中学校、第五中学校で実施いたしまし

た。

　この事業は、校内で道徳の時間の授業

研究をするということで、３中学校で教

員の道徳の時間の研究授業を行っており

ます。

　また、校区の小学校が集まった地域公

開講座を開くというメニューもございま

すので、第一中学校は豊中の進路保障協

議会の方に来ていただいて、進路や生き

方にかかわるというテーマで講演会を実

施しております。

　第四中学校は、貝塚の校長先生に来て

いただきまして、地域の方に対して、大

人に対しての道徳の模擬授業みたいな形

で実施いたしました。

　第五中学校は、思春期の心を考えるた

めのＬＩＮＥの話で、子どもの心の影と

いうことで、若狭次長が講演をいたしま

した。そのような公開講座を実施してお
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ります。来年は、第二中学校が未実行で

ございますので、二中校区でこの事業を

行います。

　続きまして、学力向上支援員につきま

しては、各校、人材によりばらばらなん

ですけれども、多い学校は４００時間で

すから、週１日、２日、その支援員を配

置しております。授業中に、先ほどの学

習サポーターにも近いですけども、こち

らは教員免許を持ってるか、または取得

予定の者という、条件が一応ついており

ます。授業中の学習補助でありますとか、

教室とは別の個別指導に従事すること、

別室指導に従事することもございます。

　また、別室は不登校ぎみであったりと

かして、なかなか教室に入れない、そう

いう子も対象にしております。

　また、放課後の学習会等にも支援をい

ただいております。小学校は、しゅくだ

い広場というのがございます。中学校は、

随時の補習等の放課後の支援等に活用し

ております。これが学力向上支援員でご

ざいます。

　続きまして、学力向上推進懇談会につ

きましては、まだ詳細は未定ではござい

ますけれども、確かに、おっしゃってい

ただいたとおり、人選等は重要な部分に

なると思います。他市の経験者というご

意見も貴重なご意見だと思いますので、

参考にさせていただきます。

　ただ、学識は結構現場で経験をふんだ

方も多数おられますし、その辺も踏まえ

て、学識の方も選ばせていただきたいと

いうことと、確かにおっしゃいますとお

り、教員ですとかＯＢの方ですとか、そ

ういう方もふさわしい方がおられないか、

調べてみたいと思います。

　それから、昔話ですね。神話の話がで

ましたけども、小学校１、２年生の国語

に関しまして、学習指導要領の中に伝統

的な言語文化と国語の特質に関する事項

という、そういう項もございます。その

中で、伝統的な言語文化に関する事項と

して「昔話や神話・伝承などの本や文章

の読み聞かせを聞いたり、発表し合った

りすること」という項目がございます。

これは、学年の発達段階の流れの中で、

低学年では昔話や神話で、昔の言葉の調

子でありますとか、情景を思い浮かべた

りとか、そういう読み聞かせを聞いて楽

しんだり、話の中身のおもしろさもそう

ですけれども、それを再現する劇をして

みたり紙芝居をつくったり、そういうよ

うな活動をすること。中学年になると、

今度は文語調の神話に限らないんですけ

ど、文語調の短歌や俳句とか慣用句に親

しんだり、これが高学年になりますと、

普通の古文、漢文のような感じになって、

中学校へ進むという、そういう発達段階

の中での日本の伝統や文化にしっかりふ

れながら、言語としてもしっかり取得し

ていくと、慣れ親しむと、そういうよう

な項目で、指導上もそういう配慮のもと

に読み聞かせ等いろんな発表の形に工夫

をするということになっております。

　次は、体験学習についてなんですけれ

ども、もちろん田植えや鳥飼なすについ

ては、食べることのありがたさ、食の重

要性、それから食物をつくる人間の苦労

等を感じるということ、お世話になった

農業委員さん等への感謝の気持ち。実際

には田植え、稲刈りの後しばらくすると、

今度は、そのお米を使った新米パーティー

というのも、必ず５年生でしてます。そ

こで農業委員さんに必ず来ていただきま

して、お米つくるのって大変ですねとい

う感謝の気持ちを表したりしています。

　また、林間学校や修学旅行におきまし

ても、当然、道徳的な観点というのは必

ずございまして、例えば自然のところへ
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いけば、自然やその自然に対する畏敬の

念ですとか、飯ごう炊爨で活動する中で

の役割・責任ですとか、そういう観点は

当然持っておるんですけれども、確かに

ご指摘のとおり、その意識の上で、まだ

まだなところもあると思いますので、道

徳の授業をさらに、道徳の時間の研究を

進めるのとリンクさせまして、さらに今

後そういう観点、体験学習と道徳の関連

とかリンクさせていきたいなというふう

に思います。

　ただ、道徳の時間は行動を規制するも

のではないんですけれども、そういう心

を大切にするということは、さらに充実

してまいりたいと思います。

　あと、体験学習につきましては、来年

度、生活科と総合的な学習の時間の研究

会の大阪府の発表会が、千里丘小学校で

も予定されておりますし、そのあたりの

強化についても教育委員会としても意識

して取り組んでいきたいというふうに思

います。

　以上でございます。

○安藤薫委員長　野本参事。

○野本学校教育課参事　学級編制につき

まして、お答えいたします。

　国の法律と府の加配により、小学校１、

２年生は３５人、３年生以上が４０人の

学級編制とされております。本市では、

小学２年生から３年生に学年が上がる際

に、学級減となるケースにつきましては、

昨年度から今年度にかけてはなく、また

来年度にかけても生じない見込みです。

　ただし、一昨年度以前にはございまし

たし、現在でも２年生から３年生以外の

学年で学級減となるケースは例年数件見

られるところです。

　教育委員会としましては、学級減とな

るケースに対し、直接人を充てるなどの

対応はしておりませんが、前年度のうち

に校長からさまざまな聞き取りを行い、

人事配置等に考慮すべき事項として捉え

てまいりました。実際の校内人事に関し

ましては、校長が責任を持って取り組ん

でおり、学級減となる学年の児童生徒の

状況を踏まえ、その学年の指導を行うに

当たり、ふさわしい教員を充てるように

しております。

　また、未履習の問題につきましては、

絶対に発生しないように、必ずその年度

内に学習を終えるよう、強く指導してお

りますが、学習内容を十分に定着できな

いまま、その年度を終えるようなケース

はあるかと思います。その場合は、次年

度以降、補習や個別指導で対応している

ところでございます。

　以上でございます。

○安藤薫委員長　若狭次長。

○若狭次世代育成部次長　小学校の卒業

式の服装について、お答えいたします。

　２学期の校長会で、小学校の校長から

卒業式の子どもたちの服装についての実

態でありますとか、学校として指導して

いる内容、困っているような状況、そう

いうものがないか、お聞きいたしました。

　テレビの影響等でだんだん派手になっ

ている。それから、細かい話ですけど、

女子児童のはかまの着用がいいかという

問い合わせがあったとか、そういうもの

がございました。小学校では、卒業式の

服装については、華美にならないように、

派手にならないように各家庭に協力をお

願いしていると。このアナウンスについ

ては、手紙であったり、担任からのそれ

ぞれの児童への直接の話であったりして

いると聞いております。

　また、はかまについては、長い裾の服

装をした児童が全体練習の中で、それを

踏んでつまずいて、ひな壇から落ちそう

になった事例からお断りした学校、ある
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いは長時間になりますので、トイレ等を

考えると一人で更衣できないような服装

は、やはり向いていないといったところ

でご理解いただいたことがありますが、

最終的には、その服装が華美であるかど

うかの判断は各家庭になりますので、な

かなか難しいという話でありました。

　もう１点は、小学校では卒業証書受け

とるときに、これからの決意であります

とか小学校の思い出をみんなの前で発表

するというような場面設定をしているこ

とから、小学校で特に頑張った習い事の

服装、例えばスポーツでいいますと、サッ

カーのユニホームであるとか、過去で実

際にあった例ですけれど、胴着を着用し

て臨んだと、そういうこともあったそう

です。あらかじめ、相談があった学校で

は、小学校の卒業式なので外でのスポー

ツユニホームじゃなく、また試合ではな

いので、卒業式の服装として向いてない

のではないかといったお返しをして、最

終的には、保護者の判断をいただいてる

ということなんですが、相談なく突然、

当日ですね、何人かの児童が同じユニホー

ム姿で参加した学校もございました。

　これら２点については、卒業式にふさ

わしいといいますか、小学校での取り組

みを振り返るという意味からは、ユニホー

ムはそぐわないかなということと、それ

から華美にならないようにというアナウ

ンス、これについては引き続きしていき

たいなと、校長たちも申しておりました

が、一つ気になってるのは、３点目の入

学式に比べてふだん着で参加するお子さ

んも見かけるということです。ジャンパー

とかウインドブレーカーで、そのまま普

通の服装で臨むと。この指導が一番難し

いということですね。卒業式の意義であ

りますとか、儀式的な行事である、そう

いった心構えとか、姿勢についての指導

は行っておるんですが、それを子どもた

ち、あるいは保護者が受けとめて、ふだ

ん着でいいと判断した場合に、もう少し

かしこまった服装にという指導はしにく

いということもございまして、この３点

です。指導は行っているけれども、最終

的なところは非常に悩んでいるという実

態もディスカッションしながら、他校で

の指導の内容を参考にしたりしていきた

いということでございました。

　以上でございます。

○安藤薫委員長　辻課長。

○辻文化スポーツ課長　吹田公舎跡地の

整備にかかわりますご質問に、ご答弁申

し上げます。

　先の代表質問におきましても、答弁さ

せていただいておりますように、現在、

吹田市で詳細の実施設計をしていただい

ておる状況下でございますので、あくま

でも設計中の情報であるということを、

あらかじめご了承いただければと思いま

すが、敷地につきましては、まずは、天

井付の防球ネットの設置を考えておりま

す。これは、当該敷地が北側に集合住宅

がございますことと、東側には山田川公

園があること、そして南側は道路に隣接

していること等々ございまして、天井付

の機能は必須であろうと判断いたしてお

ります。

　また、東隣の山田川公園の敷地の一部

を整備いたしまして、アスファルト舗装

の上、駐車場の整備を考えております。

その駐車場の敷地内には、管理人室そし

てトイレ、そして水飲みの水詮それから

簡単な機材が置ける倉庫、そして駐輪場、

このあたりを考えております。また、自

動販売機も１台設置しようというふうに

考えておるところでございます。

　対象、想定される競技についてでござ

いますけれども、当該敷地防球ネットの
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内側の面積は、縦３４メートル、横４９

メートルということで、１，６６０平米

でございますので、野球場であるとか、

サッカー場であるとか、そういう特定の

競技を実施していただけるようなことは

想定しておりません。ただし、イメージ

としてでございますけれども、フットサ

ルのコートであれば、一面とれるぐらい

の広さであるというふうにイメージいた

だければいいのかなと思っております。

　いずれにいたしましても、特定の競技

は想定しておりませんので、例えば、ソ

フトボールであるとか、野球であるとか、

キャッチボールをしていただくとか、テ

ニスの打ち合いをしていただくとか、あ

と、ゲートボールであるとかグラウンド

ゴルフであるとか、そのような球技にお

使いいただけるのかなというふうに考え

ております。

　それと、摂津市第５次行政改革のお話

でございます。

　第５次行政改革につきましては、２月

１８日に市長、副市長から訓示がござい

まして、各課の管理職等々初め、情報共

有、意識共有を図られたところでござい

ます。それを受けまして、第５次行政改

革の意識調査というものが、今現在、行

われてる最中でございまして、委員お尋

ねの文化スポーツ行政の一元化もそのメ

ニューの一つでございます。それで、実

際まだ、詳細の協議につきましては、教

育委員会のみならず、市長部局とも横断

的に協議をしていく内容でございますの

で、この先、具体的な取り組み工程と到

達点を明らかにするロードマップという

ものを作成していきながら、庁内で協議

をして、またでき上がったときには、議

会にご報告させていただくと、そのよう

な流れでございますので、またその節は

よろしくお願いしたいというふうに思っ

ております。

○安藤薫委員長　溝口課長。

○溝口総務課長　それでは、小学校施設

改修事業に伴います、三宅柳田小学校天

井落下防止等につきましてのご質問にご

答弁させていただきます。

　平成２３年度に学校施設におきます外

壁等落下事故がございました。その際に、

緊急で調査等させていただいた際に、対

象棟数といたしまして、６６棟ありまし

たけれども、そのうちの４８棟がＤ判定

でした。Ｄ判定と申しますのは、著しい

劣化が見られ、早急な改修が必要なレベ

ルということで、最も危険なＤ判定が４

８棟あったわけですけれども、その後、

速やかに改修を行っておりまして、現在

ではＤ判定はございません。それ以外の

Ｃ判定以上の早急な改修は求められない

けれども、近いうちに改修が必要なもの

につきましては、耐震工事等とあわせて、

改修をさせていただいておるところでご

ざいます。

　お問いの三宅柳田小学校の天井落下防

止で、今回予算要求上げさせていただい

ておる分ですけれども、こちらにつきま

しては、国のほうから学校施設における

天井等落下防止対策等の推進についてと

いうことで、現在、耐震補強工事等、全

国で推進されておるんですけれども、構

造部材はそのような形で進んでおります

が、非構造部材のほうの推進状況がまだ

芳しくないということで、国のほうも積

極的に交付金を活用して、改修工事をやっ

ていくようにというような通知が送られ

てきております。

　この交付金につきまして、平成２７年

度までにエントリーするようにというよ

うなことになっておりますので、本市の

三宅柳田小学校の多目的ホールの天井に

つきましても、早急に危険なレベルがあ
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るというわけではございませんけれども、

交付金を活用して、天井落下防止対策を

実施していきたいというふうに考えてお

ります。

　具体的な時期等につきましては、今後、

実施設計等をあわせてやっていく中で、

工法につきましても、複数の工法がある

ということも聞いておりますので、期間

も含めて考えていきたいというふうに考

えております。

　続きまして、第５次行政改革に絡む校

務員業務の委託化についてのご質問であっ

たと思いますが、現在、小学校、中学校

におきまして、直営で正規の職員１名と

非常勤職員１名の２名の体制で実施させ

ていただいております。平成２６年度の

３月末で、お一人が退職されるというこ

とで、その体制に欠員が出るという状況

で、こちらにつきましては、以前に職員

労働組合と協定書を結んでおりまして、

各校、正規職員と非常勤職員の２名配置

を協定で結んでおります。ですので、１

名欠員が出るということで、現在組合と

も協議させていただいておりまして、平

成２７年度につきましては、非常勤職員

を２名体制で実施する学校を１校予定し

ております。今後、平成２７年度、２８

年度にも退職者が出てまいりますので、

その退職状況また職種がえ試験の実施の

動向等も見据えながら、継続協議をやっ

ていくということで、組合とは現在進め

させていただいております。

○安藤薫委員長　小林参事。

○小林次世代育成部参事　就学前教育施

設と小学校との連携した取り組み、お互

いの現場を知ることも大事じゃないかと

いったお話だったと思いますけれども、

現在、私どもが取り組んでいる内容につ

いて、ご紹介させていただきたいと思い

ます。

　年度当初でございますけれども、保幼

小交流という形で先生方の交流を目的と

しておりますけれども、公私立の幼稚園、

保育所の先生方が子どもたちが進学した

小学校を訪問して、授業参観をするといっ

た取り組みもしております。この中では、

小学校１年生の担任の先生と、幼稚園、

保育所の先生が情報交換、また保幼小交

流のあり方について協議もしているとこ

ろでございます。

　また、先生方の交流といたしましては、

年度途中に小学校１年の担任の先生と５

歳児の担任の先生が情報交換をする。ま

た、新たに小学校に行かれる子どもさん

に支援が必要な方もおられる場合がござ

います。そのような方への対応としまし

ても、支援学校、支援学級の入級につい

ても打ち合わせをしているところでござ

います。

　また、子どもたちの交流といたしまし

ては、小学校に上がる子どもたちが、初

めて小学校での給食をいただくというこ

ともありまして、給食体験といった場も

設けておりますし、年が明けましてから

は、公立・私立の幼稚園、保育所の子ど

もたちが、自分たちが進学する小学校を

訪問して、１年生との交流や授業を見た

り、学校探検を行ったりしております。

子どもたちがスムーズに小学校生活に入

れるように、先生方も小学校の情報、保

育所、幼稚園の情報を共有できるような

取り組みを今、進めているところでござ

います。

　あと、接続した取り組みの部分でござ

いますけれども、今年度も就学前教育推

進研修会というのを実施しました。この

中では、小学校の担任の先生から事例発

表をいただきましたけれども、小学校の

先生方の意見として、例えば靴を脱いだ

らどこに直すのかわからない子どもが多
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いとか、友達同士でトラブルが多い、こ

ういったことを何とか解決できないかと

いったことで、かるたで養うソーシャル

スキルというタイトルでご講演をいただ

きました。小学校１年の段階から、基本

的な生活習慣、人間関係の構築に必要な

コミュニケーション能力をつくっていた

だきたいといったことで、かるたという

遊びを通して学ぶ取り組みを発表してい

ただきました。

　例えば、先生がかるたの上の段を読ん

で、子どもたちが下の句を取るという形

でございますけれども、「脱いだ靴、か

かとをそろえて」と先生がおっしゃれば、

子どもたちは、「靴箱へ」と声を出しな

がらかるたを取る。「ぶつかった、わざ

とじゃなくても」と先生がおっしゃれば、

子どもたちは、「ごめんなさい」という

句を取る。こういった取り組みの実践事

例の発表をしていただきました。子ども

たちが、自然と文言を覚えて日常生活の

中でも必要なスキルを意識できるように

していったという発表をしていただきま

した。この研修は保育所、幼稚園の教員

も入っておりました。後のグループワー

クの中でも、ぜひこういった取り組みは、

小学校だけじゃなしに、５歳の担任とし

てもやっていきたいなどの話も出ており

ました。我々の研修会も、こういった小

学校の具体的な実践例とか、保育所、幼

稚園の実践例を交えながら交流を深めて、

就学前教育の充実と円滑な接続を図って

いければなと思っております。

　以上です。

○安藤薫委員長　荒木課長。

○荒木学校教育課長　給食の残菜につい

て、私のほうからご答弁申し上げます。

　給食ですね。食育の観点から、やっぱ

り残さず食べるということで、栄養のバ

ランスから健康な体をつくるという観点

ですとか、それから、食事として形にな

るまでにかかわった全ての人に対する感

謝の気持ちを表すとかいうことから、残

さず食べようということはうたっており

ます。どの学校も給食委員が年に１回、

残菜調べというものをして、残った量を

はかっております。その中で、いろんな

表彰を行ったり、そういう活動はしてお

ります。

　また、担任が黒板に、完食したときは

「きょうは完食。」と言って、そのシー

ルを張ったり、はなまるをつけたり、そ

ういうような取り組みの活動は多数行わ

れております。

　ただ、無理に食べさせるというわけに

はいきませんので、調理室と担任が調整

して、時々ご飯の量をこのクラスは少な

目でとか多目でと、そういう調整はして

おります。ただ、提供された食について

は、できるだけたくさん食べようねとい

うことで、管理職もよく給食中は教室回

りまして、きょうは何も残ってないね、

とかいう声かけについても心がけており

ます。

　以上です。

○安藤薫委員長　嶋野委員。

○嶋野浩一朗委員　丁寧なご答弁をいた

だきました。ありがとうございます。

　２度目、要望にとどめるところと、再

度、質問させていただきたいことがござ

いますけれども、よろしくお願いをした

いと思います。

　まず１点目、わくわく広場のことなん

でありますけれども、まず、生涯学習大

学を卒業された方に、今は、わくわく広

場での、ということで声かけを行ってい

ないということで、しかし、今後は検討

していただくということでございますの

で、ぜひ、これはよろしくお願いをした

いというふうに思っております。
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　それとあわせて大事なのは、そのわく

わく広場で、子どもと向き合っていただ

く方の中には、過去いろいろな経験され

てる方がおられるんだろうなと。また地

域には、そういった方が必ずおられるん

だろうなと。そういった方が、実際、子

どもと向き合っていただくといったこと

は非常に大きな可能性を持ったことだろ

うなというふうに思います。

　先般に、教育フォーラムが行われまし

て、教育長のお友達のパナソニック株式

会社の津賀社長さん、お越しをいただき

まして、私も参加させていただきました。

実は、本当に最後の１５分ぐらい私、聞

けなかったんですけれども、別の用事が

ございまして。本当にいいお話をお聞か

せいただいたなというように思いますし、

また、私、家で子どもにパナソニックの

商品なんか見せながら、実はこれつくっ

てる会社の社長さん、摂津市で育ったん

やというようなお話をさせていただくと、

ああ、そうなんやみたいなことを言うわ

けなんですね。今までも、摂津市内の学

校の中で、いろいろと社会的に経験され

た方お越しをいただいて、お話をしてい

ただくということがあったと思います。

それが、身近にそういった方がおられる

となってくると、子どものこれからに対

する見方が変わってくるんだろうなとい

うように思うんですよ。

　私は、なぜ教育するんですかと聞かれ

たときに私は、いつも思うのは、それは

子どもが将来何で一体自分は頑張ってい

くんだ。いわゆる目標ですよね。夢といっ

たものを見つけると。その第一歩の段階

が教育になるんだろうなというように思っ

てます。そういった観点からすると、やっ

ぱり、いろんな人にお越しいただいて、

こんな可能性があるんだと、君たちは、

こんだけの可能性があるんだよといった

ことを、わかるように、お話をしていた

だくというのは非常に大きな効果になる

のかなと。それは、わくわく広場で子ど

もに向き合っていただく方を探すという

ことからもできるんじゃないかなという

ように思ってまして、これが、なぜこだ

わるかというと、わくわく広場という事

業だけではなくて、まさしくもっといろ

んな可能性を秘めたものになっていくん

じゃないかなというように思ってます。

そのためには、いろいろとアンテナを張っ

ていただいて、教育委員会としても、地

域にどのような方がおられるのかという

ことについても、しっかりと把握をして

いただきたいなというふうに思っており

ますし、そういった方が小学校の中で、

子どもたちと向き合っていけるような、

そういった環境づくりといったものも非

常に大事なことではないのかなというよ

うに思っております。

　ぜひ、わくわく広場といったことにこ

だわらず、そこら辺のことを一度、今後

どのように考えていかれるのか、少し教

育委員会としてのお考えをお聞かせいた

だきたいなというように思います。

　それと、ファミリーサポートセンター

運営事業のことについて、なかなかこれ

は難しい課題なのかなというようには思

いますけれども、一つ提案をさせていた

だきたいのは、ファミリーサポートセン

ターに登録をされている援助会員の方を、

例えば、私は急なお子さんの発熱等々が

あったとしても対応できますよと言われ

る方と、ちょっとそこまではできません

と言われる方と、例えば、２パターン用

意してると、そのことによって、この方

やったらお願いできるんだなといったこ

とが、その仲介するところがわかってる

とか、そういった体制にしていくと、ま

た新たな可能性が開けてくるんじゃない
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かなというように思います。

　確かに、これはどうしても家庭の中に

なってしまいますから、必然的に密室に

なっていくわけですよ。そうなってくる

と、責任ということも生じてきますし、

その前の信頼関係大事だといったことも

よくわかるんですけれども、ぜひ、そう

いったことも一度お考えをいただいて、

本当に今まで手が届かなかったところに、

ぱっと手が差し伸べれるような事業を展

開していただきたいというふうに思いま

すので、ぜひ、この点については、木下

課長、ご検討をよろしくお願いしたいと

いうように思いますし、また、これ以外

にも、よりよい取り組みがあるとするな

らば、ぜひ木下課長のほうでも、これ一

度、ご検討いただきたいと思いますので、

よろしくお願い申し上げます。

　これ、要望でお願いいたします。

　それから、児童センターのことなんで

すけれども、私がこだわっているのは、

要は子どもの放課後の過ごし方の話なん

ですよ。要は児童センターがなかったと

しても、子どもが活発に外で遊んだり、

いろんな子どもたちとコミュニケーショ

ンとったりしながらできているんであれ

ば、私は、児童センターといったことに

こだわる必要はないのかなというように

は思ってます。ただ、これは私の私見な

んですけど、私が見ている限りでは、今、

子どもたちが遊んでる、放課後の過ごし

方といったものは、決して今ほめられた

ものではないのかなというようにも思っ

ておりますので、ぜひ、そこら辺のこと

は、教育委員会としても、いろいろと把

握に努めていただきたいなということで、

これは引き続きになりますけれども、要

望として申し上げたいというように思い

ます。

　続きまして、豊かな人間性をはぐくむ

取組み推進事業ということで、平成２７

年度、当該年度は二中校区でしていただ

くということで、その点について、わかっ

たんですけれども、いろいろとお話をお

聞かせいただいておりますと、例えば、

四中では、地域の方に来ていただいて、

道徳の授業受けていただくというような

ことになっていくんですよね、となって

いくと、これは学校だけではなくて、もっ

と広い範囲で、実際何をしていくのかと

いうことを考えていくのか。実際、平成

２７年度、二中でしていくということで

ございますので、どういったところで、

どういった感じで中身を詰めていくのか、

今、おわかりのところがあれば、お聞か

せをいただきたいなと思います。

　それから、学力向上支援員のことでご

ざいますけれども、いろいろと、ご活躍

をいただいているんだなといったことが

よくわかりました。本来であれば、その

支援員さんにお願いをせんでもいいよう

な状況が好ましいのかなというようには

思いますけれども、ただ、しかしながら、

中学校に上がってきた段階では、既に学

力的につまずいた段階で中学校に上がっ

てくる子もおるわけでありますから、そ

ういったケースに対応していくためにも、

これは必要な事業なんだろうなというよ

うに思います。

　また、中学生というのは、非常に難し

い時期でもございますので、学力的には

十分であっても、教室に入れないである

とか、あるいは、逆にこの生徒は教室で

受けるよりも、別室で受けたほうが、周

りに対する影響がいいんだろうなという

ことについては、そういったことも対応

されていくんだろうなというように思い

ますので、やはり大事なのは、本当に真

面目に受けたいと思ってる子どもたちが、

巻き込まれないなということも、しっか
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りと視点としてお持ちいただきながら、

この学力向上支援員の活用ということに

ついて、これからもしっかりと考えていっ

ていただきたいなというように思います。

　それから、学力向上推進事業でござい

ますけれども、その中で、学力推進懇談

会のことについて、人選について考えて

いくということでご答弁をいただきまし

た。

　私は、学識経験者の方、ぜひ入ってい

ただきたいんですよ。それプラス、実際

に学識経験者とはいえないかもしれない

けれども、いろいろと、ご苦労されなが

ら、現場で実績を上げられた、経験を積

まれた先生に、今までと違う角度から、

ぜひ切っていただきたいなと。要は、少

し離れたところ、摂津市と割と近い環境

でありながら、少し離れたところの先生

とか来ていただくと、また新しい視点が

出てくるんではないかなというように思

います。これは新たな事業として取り組

んでいただきますので、ぜひ、本当に効

果的な意見が出てくるような工夫を、ぜ

ひこれもよろしくお願いをしたいなとい

うように思います。

　それと、小学校施設改修事業でござい

ますけれども、今の溝口課長の話をお聞

かせいただいておりますと、この当該施

設は当初のＤ判定ではなかったというこ

とですよね。Ｄ判定ではなかったので、

いわゆる４８か所には入ってなかったか

ら、早急には対応をしてこなかったけど

も、今回は国の交付金の関係もあって、

実施設計、改修工事をしていくというこ

となんですよね。

　わかりました。ぜひ、そこはよろしく

お願いしたいと思いますし、ただ、やっ

ぱり１点気になるのは、まだ予算を通っ

ておりませんけれども、要は三宅柳田小

学校小学校の多目的ホールの天井落下防

止の改修をするんだといったことがわかっ

た後に、実施がされるまでに、もし何か

あったらこれはえらいことになると思う

んですよ。だから、そこら辺の配慮も少

しどうしていくのか。現場ともお話をし

ていただきまして、より安全にしていた

だくように、これもよろしくお願いした

いと思います。

　それから、青少年指導員のことでござ

います。

　今、地域の推薦で行っているというこ

とで、まあ、確かに青少年指導員の果た

す役割からすると、そうなるのかなとい

うふうに思います。

　ただ、地域でいろいろな団体があるわ

けで、本当に今、人選ということでどの

団体も困っているというのが現状ではな

いかなというように思います。そうなっ

たときに、仮に一般で公募をしたとして

も、この目的はこうなんですよと。この

指導員の役割はこういうことなんですよ

ということについて、後ほどしっかりと

説明をしていけば、その地域の推薦とい

うことの、ある程度のフィルターをかけ

ているということなんだと思うんですけ

れども、まずは広く一般に公募したとし

ても、その後にそういったことをしっか

りと説明して、その方をしっかりと見き

わめていくならば、私はクリアできるん

じゃないかなと。むしろ今求められてい

ることは、より広くの人にこういったこ

とを知っていただいて、手を挙げていた

だくことではないのかなというように思

います。ぜひ、そこら辺のことをご検討

いただきたいというふうに思っておるん

ですが、一度、柳瀬課長、難しいかもし

れませんが、一度お考えをお聞かせいた

だければなというふうに思います。

　それから、せっつ生涯学習大学事業の

ことでございます。

－64－



　まちづくり研究室といったものを平成

２２年からつくっていただいて、いろい

ろと、例えば生涯学習大学の企画運営に

も携わっていただいているということで、

大変ありがたいなというように思ってお

りますけれども、やはりこういった生涯

学習大学で学ばれた方というのは、やっ

ぱりいろいろとこれから地域の中で、子

どもの見守りであるとか、いろいろなと

ころでご活躍をいただける方なんだろう

というふうに思います。

　もちろん、生涯学習大学で学ばれたこ

と、その延長もあるでしょうけども、そ

れ以外のところでも積極的に、まちづく

りというかいろいろな場面でご活躍をい

ただける方なんだろうなというように思

いますので、ぜひこれはより充実した、

まずは事業を運営していただいて、その

後にそういった方がどんどんと活躍でき

るような、そういった環境、風土をぜひ

つくっていただきたいなというふうに思

いますので、これは要望として申し上げ

たいと思います。

　それと、吹田公舎跡地のグラウンドの

ことにつきまして、申しわけございませ

ん、設計中ということで答えにくい中で

お答えいただきましてありがとうござい

ました。

　実は私はなぜこのことを質問させてい

ただいたかというと、総合体育館のこと

があるんです。総合体育館のことは、私

も以前から本会議でも２度か３度ほど、

一般質問等でさせていただいてまいりま

した。私は総合体育館が摂津市にあれば

いいなとは思っております。

　ただ、何か総合体育館もできるんだと

いった情報というか、うわさがもう流れ

てしまっていて、私もここにできるんや

ろというようなことを何度か言われたこ

とがございます。

　そういった方というのは、総合体育館

ができるといったことを好意的に捉えて

いる方はおっしゃってこられません。あ

まりそのことをよしと思わない方が私に

おっしゃってこられるわけなんです。

　そういった方が言われる観点というの

は、具体的に言うと、鳥飼のスポーツ広

場が少し狭くなるんやろと。そしたら、

ここで今スポーツをしている私たちの身

にもなってくれと。そういったことが何

もなしに、決まってるとなったらどうなっ

ていくんだというお話をされるわけなん

です。

　私は、そういったこともしっかりとク

リアしていきながら、総合体育館といっ

たものを建設していただきたいなという

ように思うわけでございまして、そうなっ

てくると、やはり野外のスポーツをする

環境も確かに十分だと言えない状況にな

るかなというように思ってます。そういっ

たことをしっかりと視野に入れながら、

全体的な議論をしていかなあかんのかな

というように思っています。

　そこで、部長にお聞かせいただきたい

んですけれども、総合体育館ということ

については、今するとかしないとか多分

決まってないと思うんですけれども、ど

ういう状況なのか。この際、お聞かせい

ただきたいと。要はよそに持っていきた

くないということは、まだまだ何も言え

ない状況なのかもしれませんが、ぜひと

もそこら辺のことを一度部長からお聞か

せいただければなというふうに思います

ので、よろしくお願い申し上げます。

　それと、クラス編成のことなんですけ

ども、野本参事からお答えいただきまし

てよくわかりました。ありがとうござい

ます。

　私が具体的な例で申し上げた、学年が

変わることによって学級数が減るという
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ようなことについては、考慮すべき事項

ということで、いろいろとお考えをいた

だいているわけですよね。恐らくそうなっ

てきたときには、比較的指導力のある先

生が、実際にクラスの担任につくという

ことになっていくんだろうなというよう

に思います。

　そのこと自体は、確かに子どものこと

を考えると、そうあるべきなんですよ。

ただ、これからの摂津市で子どもたちに

教鞭をとっていただいている先生方の育

成ということを考えていくと、果たして

どうなのかな。そこに頼ってていいのか

なということは、その裏返しで思うわけ

なんですよ。

　例えば、そうなっていくのであれば、

そういった指導力のある先生に担任をし

ていただいて、担任外で、あるいは若い

先生がそういったクラスをどうやってま

とめていくんだといったことを、しっか

りと１年間かけて見ていって学んでいく

といったことは、ちょっと人的な余裕が

ないのかもしれませんが、そういったこ

とまで考えていって、編成をしていくべ

きなのかなというように思っています。

　そういった余裕があるのかということ

も含めて、あるいはそういった戦略的な

ところで今、人事配置ができてますかと

いうことについて、ちょっと難しいかも

しれませんが、再度お聞かせいただけれ

ばなというふうに思います。

　それと、前年のカリキュラムを消化で

きなかった場合ということで、具体的な

ことを申し上げますと特定されますので

避けたいと思うんですが、実際に担任の

先生が休まれて、かわりの先生が行かれ

ていて、もうクラス自体が成り立ってい

ないというケースがあるというのを少し

お聞きしてるんです。そこの保護者の方

にお聞かせいただきますと、本当に終わ

るのかなと。要はこの学年のカリキュラ

ムがこの３月の終わりまでに終わるのか

なといったことをご心配されておられま

す。

　そこはわかりませんが、もし終わらな

かったとなったときに、次年度以降で足

りないところを対応していきますという

お話がありましたけれども、私は若干、

春休みも活用しながらやっていくといっ

たことも少し視野に入れなあかんのかな

というように思っています。

　そこら辺のことについて、お答えでき

る範囲で結構なので、どのようにお考え

なのか、今、教育委員会としてそういっ

たことは全く危惧されてないのか。少し、

ちょっと意地悪な質問になってしまうか

もしれませんが、ぜひもう一度お聞かせ

いただきたいと思います。

　それと、伝統的な言語文化と国語の教

育のことなんですけれども、荒木課長か

らお聞かせいただきました。

　私は、要は昔話であるとか、神話や伝

承といったものは、その字面だけを教え

てもあまり意味がないと思ってるんです。

なぜそういったものが生まれてきたのか

というところを、まずはしっかりと先生

方がご理解いただくと。なぜ今回、今回

というか以前でありますけども、学習指

導要領が改定されて、こういった表現に

なったんですかというところは大事なこ

となんです。私はそこをしっかりご理解

いただいた上で、子どもたちに向かって

いただきたい。そこは非常に難しい課題

だと思うんです。そこまで学校の先生方

に理解してくれというのは。それである

ならば、私はしっかりと研修をしていた

だいて、研修をしていただいたら先生方

はわかっていただけると思いますから、

そういったことを今されてますかという

ことを私はお聞きしたかったので、ぜひ
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その点をお聞かせいただきたい。

　それと、こういった神話なんかを学ん

だことによって、子どもたちが、「ああ、

日本の神話はどんなものかな。」という

ことで興味を持つことは十分あると思い

ます。今、学校の図書館に、そういった

興味を持った子が読める本が置いてある

のか。もし、おわかりであれば、その点

についてもお聞かせいただきたいという

ように思います。

　それと、体験学習のことにつきまして

は、よくわかりました。千里丘小学校で

研究会があるということなんですけれど

も、よく森山市長が、この摂津市という

のは山もなければ谷もないと、あるいは

海もというようなお話をされまして、な

かなか日常で生活をしていると、体験学

習をする機会が少ないと思うんです。だ

からこそ、体験学習の機会をつくらなあ

かんと思うんです。

　それは、やはりしっかりと学校の中で

カリキュラムを組み込んでいかないとで

きないことだろうなというふうに思って

おりますので、これはぜひ、確かに学年

のカリキュラムを見てますと非常にタイ

トなんだと思います。どこに入れたらい

いのということがあるのかもしれません

が、しかし非常に一定の効果があるので

あれば、それは工夫して入れるべきなん

だろうなというように思っておりますの

で、これはぜひ前向きにご検討いただき

たいなというように思いますし、体験学

習でどういった成果があったのかという

ことについても、私もまだまだ勉強中な

んですけれども、いろいろとお調べいた

だいて、現場へ還元できることは還元し

ていただきたいということで、これは要

望として申し上げたいと思います。

　それから、卒業式の服装のことについ

ては、理解をいたしました。

　若狭次長がおっしゃった３点目のこと

なんですけれども、日ごろの格好で来る

ということに一番どうしたらいいのかわ

からない、苦労しているんだというお話

がありました。本来であれば、そこら辺

のことは指導しなくてもご理解いただき

たいなというのは、私は正直あるんです。

　例えば、就職活動をするときに、別に

リクルートスーツを着ていかないといけ

ないわけじゃないと思いますが、ほぼ皆

さん、そういった格好でいかれるんです。

それは何かというと、そういう場にはそ

ういうふさわしい格好があるんだといっ

たことを、やっぱり理解しているわけな

んです。

　となると、そうしたら小学校の卒業式

といったものも、確かに学校の行事であ

るけど、やっぱり式典もしっかりとおっ

しゃっておられたし、私もそう思います。

となると、やはり式典といったものにふ

さわしい格好といったものはあるんだろ

うなと。そこは本来、家庭でご理解をい

ただいて、そういったことにしていただ

くというのは本来あるべき姿なんだろう

なと。でも、そこまでは規定できないと

思う。そのとおりだというふうに思いま

すので、そこはいろんな場面を捉えて、

そのとき、そのときにふさわしい言動は

どういったものなのかといったことを、

しっかりと指導していくことしかないん

だろうなというふうに思っておりますの

で、これは卒業式ということだけではな

くて、しっかりと教育段階の中でそういっ

たことを、子どもだけではなくて、いろ

んな場面を通じて家庭にも発信していた

だくしかないのかなというふうに思って

おります。

　それと、その前におっしゃっていただ

いた１点目、２点目については、これは

しっかりと指導していただいていいと思
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うんですよ。もし、何の相談もなく、例

えば野球のユニホームであるとか、道着

で来たというのであれば、それはやめて

くださいといったことについては、私は

強めに言ってもいいんだというように思っ

ています。そのことによって、仮に卒業

式がおくれたとしても、それはその子た

ちの教育ですよ。私はそのぐらいの態度

でしっかりと臨んでいただきたいという

ように思っていますので、１点目、２点

目のことについては、しっかりと学校長

から強くおっしゃっていただきたいなと

いうふうに思います。

　卒業式、もう平成２６年度については

しばらくしたらあるわけなんですけれど

も、どういったことになるのか、しっか

りと私も見守ってまいりたいなというよ

うに思っております。

　就学前教育のことについてでございま

す。

　やはり立場の違うところで、実際に見

ていただくといったことは、非常に大き

な気づきがあるんだろうなというように

思います。

　恐らく小学校の先生方が幼稚園とかに

行って、幾つか驚かれることがあると思

うんですけれども、その一つは何かとい

うと、これは私の私見です。私の意見で

すけれども、幼稚園のときというのは、

非常に整列するのもきちんと並んでいた

りとか、幼稚園の先生のお話をしっかり

聞いたりとか、非常にそういうことがで

きるんです。小学校になると、少し成長

もして、周りを気にしたりとか、恥ずか

しさも出てくるということがあるんでしょ

うけども、少しやっぱりそういったこと

がなくなってくるところもある。

　でも、実際、この子たちはできないの

かといったら、しっかり幼稚園のときに

やってた子どもたちが来てるわけです。

そういったことを考えたときに、小学校

の先生方がどう接していくのかといった

ことは、非常に大きなヒントになるんだ

ろうなというように思っておりましたの

で、ぜひそういった機会をふやして、た

だ機会をつくるだけではなくて、気づい

たことを、じゃあ、どう使いますか。幼

稚園の様子を見て、小学校の先生は気づ

いたことを、どう現場で置きかえるんで

すか。そこまでしっかりと導いていただ

けるような、そういった場といったもの

を、もっともっと充実させていっていた

だきたいなということを思いますので、

これも要望という形でお願いしたいと思

います。

　それと、給食の残菜のことでございま

すけれども、私が子どものときは、給食

は食べるまで残されておったなと。給食

を食べる時間が終わっても、掃除の時間

になっても遅い子は食べていたなという

のを覚えています。

　パンなんかも、食べられなかったら持っ

て帰ったりしてたと思うんです。それが

今お聞きすると、全く口をつけてないパ

ンでもそのまま残菜になってしまうらし

いんです。それは非常にもったいないな

というように思いますし、じゃあ何で持っ

て帰られへんねんといったら、それで夜

に食べて食中毒になったらどないするね

んというような話があるので、持って帰

れないんだというお話をお聞かせいただ

きましたけれども、それであるならば、

そのクラスのものは責任を持って、やは

りそのクラスでしっかりと全部食べてし

まうと、完食するといったことが、ある

べき姿なのかなというふうに思いますし、

そういった観点からご指導いただいてい

るということなのかなというように思っ

ておりますけれども、またしっかりとこ

の点についてはよろしくお願いしたい。
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　ただ、一つ気になったのは、クラスに

よってはご飯の量を減らすという話があ

りましたけれども、そういったことがで

きるのかなと。要は標準の摂取カロリー

とかがあるんですけれど、そういったこ

とができるのかなということが気になっ

たので、ちょっともう一度、そこができ

るのかどうかをお聞きしたいと思います。

　それと、学校校務員のことについては、

おっしゃってることは理解できましたけ

れども、ということは、１校では常勤の

方がおられないと。非常勤の方お２人と

いうこともあるわけですね。そうしたら、

急な場合には対応できるのかというとこ

ろも出てくるだろう。そこはしっかりと

クリアされてるから、こういった形になっ

てるのだろうと思うんですけれども、一

度その点、どういった形で急な要請に対

応していくのかということについて、細

かいですがお聞かせいただきたいと思い

ます。

　それから、文化・スポーツ行政の集約

ということで、辻課長からお話をいただ

きました。

　ロードマップをつくっていくというこ

とでございます。よくわかりましたし、

ロードマップができた段階で、またお知

らせをいただければなというように思い

ますので、よろしくお願い申し上げます。

　済みません、長くなりました。以上で

す。

○安藤薫委員長　それでは、答弁を求め

ます。

　荒木課長。

○荒木学校教育課長　私のほうで、３点

でございますね。

　豊かな人間性をはぐくむ取組み推進事

業ですけれども、第二中学校の次年度の

取り組みにつきましては、基本、第二中

学校、鳥飼西小学校、鳥飼北小学校の３

校で相談して決定していくことになりま

す。道徳の授業研究と公開講座ですけれ

ども、地域の方に開放しまして、青少年

指導員さんですとか、民生委員さん等、

自治会等にもお声かけをして、参加して

いただくような取り組みになっていくと

思います。そのあたりで、どう目的を持

つかは、学校長を含めて相談になると思

います。

　続きまして、昔話や神話に関して、そ

ういうことに特化した研修は行っており

ません。指導要領にあることで、国語の

教科研究はおこなっていて、その中で出

てくることもあるんですけど、特に特化

した研修はしておりません。今後、そう

いう古典につながることを含めて、伝統

文化の継承等にどう取り組んでいくかと

いうことについて、研究をしてまいりた

いと思います。

　学校図書館には、昔話はございますが、

神話というジャンルに特定しますと、把

握しておりません。

　続きまして、給食のことでございます

けども、調整と言いましても微量でござ

いまして、クラスによって集団の中で体

格等も含めて、おかわりが足りないクラ

スもあれば、子どもたちが一生懸命食べ

ているのになかなか完食できないという

クラスもございます。そこで、わずかに

調整はしますけど、標準に反するような

増減はいたしません。

　ただ、クラスの中で完食ということに

なりますと、パンは個人に支給します。

ご飯はみんなで分け合いますけれども調

整が難しく、でもパンも初めから給食を

減らす対象の子どもも含めて、きょうは

全部食べるのは難しいという場合は、食

べる前に担任の許可で調整することもご

ざいます。それは個々の事情がございま

すので、できるだけ残った分については
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おかわりということで消費するようにし

ています。できるだけ完食は目指す取り

組みはできていると思います。

　以上です。

○安藤薫委員長　野本課参事。

○野本学校教育課参事　学級編成にかか

わるご質問にお答えいたします。

　委員がおっしゃるように、教員の育成

の観点からすれば、指導力のある教員を

配慮すべき学年の担任に充てるとしても、

経験の浅い教員を同じ学年に充てるなど

して、指導をしながら学年経営を行った

り、また、指導力のある教員をあえて担

任外に充てて、担任を務める経験の浅い

教員をサポートしたり指導したりすると

いう形をとることは大切なことだと考え

ております。実際に、そのような形を行っ

ている学校も多くございます。

　また、落ち着かない状況となった学級

は、他の学級に比べてきめ細かい指導が

できなくなる状況がございます。そこは、

その年度内に複数の教員の指導で対応し

ているのが現状です。

　春休み等を利用して授業を行うことに

ついては、これまで行ったことはござい

ませんし、この先につきましても、その

学級のみ授業日数を増やすということが、

なかなか困難であることから、現時点で

は実施は難しいと考えているところです。

できるだけ早期に授業の遅れ等を校長が

把握するなど、教育課程の進行管理をしっ

かり行い、余裕のある他の教科を削って

でも、管理職を含めて総動員で未履習の

実態を生み出さないように、指導してま

いりたいと思っております。

○安藤薫委員長　溝口課長。

○溝口総務課長　学校校務員の業務につ

いて、今回、非常勤職員２名配置の学校

について、対応のご質問であったかと思

われますけれども、非常勤の校務員につ

きましては、校務補助嘱託員ということ

で、正規職員の指示のもとに、校舎内外

の清掃や樹木であったり花の手入れ等の

作業を行っておるところでございます。

今回、非常勤で２名の職員ということで、

対応が難しい場面が出てこようかと思い

ます。急な修繕依頼等があった場合、そ

のような場合には業者のほうで対応して

いただく場面もありますし、これまでの

正規の職員で対応できるようなものにつ

きましては、残り１４名の正規の職員が

カバーをしていくということで、現在、

組合とも協議を進めておるところでござ

います。

○安藤薫委員長　柳瀬課長。

○柳瀬生涯学習課長　はい。それでは、

青少年指導員の公募について、ご答弁さ

せていただきます。

　青少年指導員は、その活動の性質上、

地域の見回り業務等がございますことか

ら、３０代から５０代が中心となると考

えております。

　団塊の世代の高齢化に伴いまして、委

員ご指摘のとおり、非常に現在、なり手

が少なくなり、人材不足というのが否め

ない状況であることは確かでございます。

　その解決策の一つといたしまして、私

どもにおきましても、公募制度につきま

しては、一定、検討させていただきまし

た。

　他市におきましても、公募をしている

事例はございます。しかしながら、やは

り一般的には地域における推薦が、今の

ところ他市におきましても主流でござい

ます。

　私なりの分析でございますが、やはり

地域からの推薦による指導員と公募によ

る指導員の差と申しますか、従来の公募

指導員との間の関係と申しますか、そう

いったものもあるのかなというふうに考
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えておりまして、これに関しましては、

すぐに答えが出るものではないのかなと

は考えておりますが、今後、さらに人材

不足は進んでいくものと考えております。

これも一つの手法として今後、検討して

まいりたいと思いますし、また、青少年

指導員協議会の方と、この問題につきま

しても一度投げかけをさせていただきま

して、より良い方法がないか、また今後

検討させていただきたいと考えておりま

す。

　以上でございます。

○安藤薫委員長　宮部部長。

○宮部生涯学習部長　総合体育館整備の

現在の状況というご質問でございます。

　森山市長はかねてより、子どもの人間

基礎教育、具体的にどうやっていくかと

いうことお考えになっていたかと思うん

ですけど、そこで一昨年の夏にオリンピッ

ク・パラリンピックが２０２０年に東京

で開催ということが決定いたしまして、

日本中が沸きかえったところでございま

す。

　委員もご存じのとおり、スポーツには

子どもたちに夢と感動を与える。なおか

つ、スポーツ活動を通じて規律を守ると、

そういった人間基礎教育に通じるものが

あります。

　そのことにつきまして、平成２６年度

の市政運営の基本方針「夢づくり」とし

て掲げられました。

　我々、総合体育館整備を考えている者

にとりましては、整備を検討するという

ことについて、大きく前進したというふ

うに考えております。

　その方針を受けまして、他市の総合体

育館、あるいは平成２７年度から建設さ

れます門真市の体育館等、視察、あるい

はヒアリングに参りました。他市の状況

を見てましても、構想から１０年という、

総合体育館になりますとそれぐらいのス

パンでの考えになっております。構想が

できて、どこにどのようなものを建てる

かということになってまいります。

　本市の場合、東京オリンピックという

ことも目途とされていますので、それが

１０年になるのか、５年になるのかどう

か、そこのところは今後の経緯というこ

とになろうかと思います。

　委員が気になっておられる市民からの

そういったご意見につきましては、私も

存じ上げております。また、委員が申さ

れましたように、そういった方々の理解

なしに整備を進めるということも難しい

というふうに考えております。我々、屋

内、屋外にかかわりなく、すべてのスポー

ツ機会を提供するというのが我々の務め

でございますので、そういった本年につ

きましては、その課題の抽出を行いまし

て、総合体育館の整備に向けて進めてま

いりたいというふうに考えております。

○安藤薫委員長　登阪部長。

○登阪次世代育成部長　それでは、地域

の人材を確立し、その活用をしていくと

いうことについてのご質問にお答えいた

します。

　委員ご指摘のように、学校教育の中や、

わくわく広場などのさまざまな取り組み

の中におきまして、地域の中で今までい

ろんな経験をされてきて、貴重な経験を

持たれる方などの人材を発掘しまして、

その方を継続的であれ、単発的であれ、

教育委員会の取り組みなんかで活躍して

いただくということは非常に大切なこと

だというふうに考えます。

　私の経験から言いましても、例えば福

祉の活動をされている方、ボランティア

をされている方、それから、地域の自治

会で、自治会長とかではないけれども地

域で頑張っておられる方、そういった方
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なんかの中には、その前歴をお聞きしま

すと、本当にいろんな活動をされてきた

とか、経験を持っておる方もいらっしゃ

いました。そういった方を、やはり教育

委員会の取り組みの中に巻き込んでいく

といいますか、協力していただくという

ことが非常に大切なことだと思います。

　その意味では、学校現場も含めまして、

教育委員会事務局も、全庁的にそうした

方たちの存在を、日ごろから高いアンテ

ナを張りまして、やはりそういった方た

ちを、人材バンク的にと言ったら変です

けども、そういった形で抱えまして、やっ

ぱりそういった方たちがいろんな場で活

躍できるようなコーディネート役的なこ

とを果たしていく、そういった仕組みづ

くりが非常に重要かなというふうに思っ

ておりますので、そのあたり、特に福祉、

あるいは自治振興、そういった、特に直

接市民の方の活動と関係する部署ですね。

そのあたりとも十分連携をしてまいりた

いなというふうに思っております。

○安藤薫委員長　嶋野委員。

○嶋野浩一朗委員　もう最後、要望とさ

せていただきたいと思いますけれども、

最後に登阪部長からお答えいただいた、

人材バンク的なということで、実はこれ

は私の話になりますけれども、私は子ど

ものときに野球をやっておりまして、た

またまなんですけれど、地域の近所の方

が元プロ野球選手だったんです。知らな

かったんです、私も。でも、それを知っ

てから、その方を見る目が変わりました

し、実際にその人から野球を教わったこ

とがございます。実はその方はずっと２

軍暮らしで、１軍に上がったことはなかっ

たらしいんですけれども、ましてや子ど

もからはそんなの関係ないわけで、ああ、

元プロ野球選手だということで非常にう

れしかった覚えがありますし、自分も何

か頑張ったらこうなれるのかなみたいな、

そういったことを持った覚えがございま

す。

　本当に、子どもがやはり将来に夢を持っ

ているのか、目標を持っているのかとい

うことは、学力とも絶対にかかわってく

るわけなんです。だからこそ、ぜひそう

いったところから刺激をしていただきた

いということで申し上げましたので、ぜ

ひご検討をよろしくお願いしたいと思い

ますし、ぜひこれは実現していただきた

いということでお願いしたいと思います。

　それから、豊かな人間性をはぐくむ取

り組みということで、わかりました。こ

れは３校で相談をされながら、その結果、

例えば民生委員さんにもお声かけをして

いくんだろうなということで理解いたし

ましたので、よりよいものにして、平成

２７年度は終わるかもしれませんが、一

つ、またそれはイベントかもしれません

が、よりよいものとしてつくり上げていっ

ていただきたいということで、お願いし

たいと思います。

　それと、青少年指導員のことなんです

けども、確かに公募をすごくためらわれ

るということについても、柳瀬課長のおっ

しゃりたいことはよくわかります。

　ただ、先ほどの話とも重なるんですけ

れども、やはり地域の方に門戸を広げて

いくといったことは、しかし、いろんな

可能性を秘めているんだということもしっ

かりと頭の片隅に置いていただいて、こ

の青少年指導員を初め、さまざまな団体

の人選ということについても、よろしく

お願いしたいなと思います。

　それと、総合体育館のことについて、

宮部部長から答弁いただきまして、よく

わかりました。

　私も総合体育館は、ぜひつくっていた

だきたいなという立場であります。ただ、
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しかしほとんどの方にというか、多くの

方に還元されないままにつくるといった

ことは、いかがなものなのかなというふ

うにも思っていますし、これは、じゃあ、

どの程度の優先順位なのかなと言います

と、低くはありませんけれども、何が何

でもという気も私もないわけでございま

して、ぜひそういったところもクリアし

ていただきながら、それからまた多くの

方が野外スポーツを含めてスポーツに親

しめる環境も整備していただくというこ

とも含めた中で、考えていただきたいな

というふうに思っています。

　ちょっとこれは余談になるかもしれま

せんが、そういった観点から吹田公舎跡

地のことについてもご検討いただければ

なということで、これも要望として申し

上げたいと思います。

　クラス編成のことはよくわかりました。

ありがとうございます。

　やはり、今いる子どもももちろん大事

ですし、その子どもたちが学んでいる環

境も大切にしないといけませんから、指

導力のある先生に入っていただくという

のは基本的には私も賛成なんです。ただ、

そういったところがより引き継がれてい

くということになっていくと、やっぱり

いろんな形があるんだろうなというふう

に思いますので、野本参事、ぜひこれ、

よりよい形というのはないと思うんです。

一つの形というのはないと思うんですが、

ぜひ突き詰めていっていただきたいなと

いうことでよろしくお願いしますし、摂

津市というのは、やはり小学校が１０校

しかございませんし、中学校は５校しか

ございません。本当に一人一人の児童生

徒の顔まで思い浮かべながら、クラス編

成ができるんだろうな。また、どこの学

校にどの先生に行っていただくかという

ところまでしっかりと見られるんだろう

なと。そこが摂津市のこのコンパクトの

よさだと思っていますので、ぜひ今後の

ことも考えた中で、教員の配置というこ

とについてもよろしくお願いしたいと思

います。

　それと、カリキュラムを消化できなかっ

たために、春休みを割いてということは

なかったといったことでございますし、

ぜひそうなっていただきたいんですが、

もし、いろいろ対応したけれども難しかっ

たときは出てくるかもしれません、今後。

今回あると言いませんけども。今後、そ

うなってきたときにどうするのかという

ことについては、やはりいろんなことを

想定していただいて、一番大事にすべき

は何なのかと。

　例えば、学年でクラスが四つあったと

して、一つのクラスだけがそうなってし

まうと、次の学年へ行けないわけですよ

ね。なったときのクラス編成は、また難

しくなってくるわけですから、ぜひそこ

ら辺のことについては、いろんな可能性

を探りながら取り組んでいただきたいな

ということで、要望として申し上げたい

と思います。

　それと、神話の教育のことについて、

いろいろな知識というか、なぜそういっ

たことになってきたのかということにつ

いて研修を行っていないということでご

ざいますけれども、私はぜひ行っていた

だきたいなと。なぜ、こういったことが

学習指導要領に出てきたんだろうか。そ

して、どういった背景があって、こういっ

た昔話であったりとか、神話であったり

とか、伝承が生まれてきたのかといった

ことは、そこ抜きには恐らく授業はでき

ないと思っておりますので、ぜひそこと

お願いしたいなというように思っており

ますし、あと、やはりそのことによって、

じゃあ、日本の神話って何なのといった
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ことにも興味を持つ子は絶対におると思

います。やはり学校図書の役割といった

ことを考えたときに、やはり興味を持っ

て勉強していこうといったことで答えて

いくということになるんだろうなと思っ

ていますので、ぜひそこはよろしくお願

いしたいと思います。

　これも少し余談になりますけれども、

これは私の子どもなんですけれども、今

サッカーをやっておりまして、すごく海

外のことに興味があって、海外のことを

覚えたいということで、そしたら例えば、

挨拶はフランス語でどないするんかなと

か、スペイン語ではどないするんかなと

いうことを調べたくなったらしいんです。

それで、学校の図書館に行って調べたけ

どなかったので、先生に言ったらしいん

です。そしたらなかったんですけれども、

取り寄せていただいたらしいんです。本

当にありがたかったなと思っております

が、私の息子にとってはそのタイミング

が非常によかったんだと思います。

　だから、そういったところで、興味を

持ったときにしっかりと答えられるよう

な学校図書館であってほしいなと思って

おりますので、そういったことについて

も、ぜひご検討をよろしくお願いしたい

と思います。

　残菜のことについてもわかりました。

ありがとうございました。

　最後に、学校校務員のことについてお

話をいただきまして、場合によっては、

授業が妨げられるような事態もあるのか

なと思って。ちょっと具体的なことは思

いつかないんですけれども、早急に校務

員さんに対応していただかないと授業が

できないといったところがあり得るのか

なと思います。

　そのときに、果たして非常勤職員の２

人でどうなのかなと。ほかの常勤の校務

員の方に応援に駆けつけていただくとい

うことでございますが、それでもやはり

タイム的なラグがあるわけですから、ぜ

ひそこら辺のことは、非常勤職員があか

んと言いませんけれども、体制づくりで

すよね。勤務体系を考えていただきなが

ら、対応できるようなことを、ぜひよろ

しくお願い申し上げまして、長くなりま

して申しわけございません。質問を終わ

らせていただきます。

○安藤薫委員長　暫時休憩します。

（午後４時５２分　休憩）

（午後４時５３分　再開）

○安藤薫委員長　再開します。

　第１号所管分、第９号所管分、まだ質

疑の途中ですけども、きょうは質疑をこ

の程度のとどめて、きょうは散会とした

いと思います。

　お疲れさまでした。

（午後４時５４分　散会）

　委員会条例第２９条第１項の規定によ

り署名する。

　文教常任委員長　　安　藤　　　薫

　

　文教常任委員　　　大　澤　千恵子
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